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（午前10時 開会） 

○高村将敏委員長 ただいまから、予算常任委員会建

設環境分科会を開会し、本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 初めに、本分科会に分担されまし

た議案の審査は、クラウド上などに掲載してありま

す審査順位（案）のとおり進めたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議ありませんので、そのように進めることに

します。 

  なお、質疑時間を十分確保し、審査の充実をより

一層図るため、理事者からの資料説明は省略するこ

とにします。 

  また、要求資料の目次の欄に要求委員名を記載し

てもらっておりますので、御了承願います。 

  これより議事に入ります。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 議案第37号 令和７年度吹田市水

道事業会計補正予算（第２号）及び議案第28号 令

和８年度吹田市水道事業会計予算を一括議題とし、

質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○川田 尚委員 まず、議案の中からお願いしたいと

思うんですが、議案参考資料の中の343ページ、こ

ちらからよろしくお願いいたします。 

  この中でいきますと、収支の見込みの部分、令和

８年度の水道事業会計の予算という部分の中で資本

的収支の部分で支出の項目があります。建設改良費

が31.2億円となっておりますが、こちらの昨年度の

この当初予算時点での比較でいきますと、かなりの

削減となっておりますが、この削減の主な要因とい

う部分をまず、お教えください。 

○大西 徹企画室主幹 先ほど委員がおっしゃいまし

た資本的収支の支出の部分なんですが、こちらのほ

う、前年度からマイナス45％、額にして31億円が前

年度から減少しておるといったところなんですが、

こちらの内訳としまして、26億円が建設改良費から

減少し、また、投資の部分が５億円減といった状況

です。 

  大きくは建設改良費が減少しておるんですけれど

も、昨年度は、５か年にわたって続けてきておりま

した片山浄水所の場内整備工事、こちらのほうを令

和７年度は13億円積んでおりました。また、３か年

にわたって実施しておりました場外系の電算システ

ムの工事、こちらのほうは水運用を監視制御するシ

ステムなんですけれども、令和７年度、最終年度を

迎えまして７億円ほど積んでおりましたが、工事が

完了しましたんで、令和８年度と比べて減少しまし

た。 

  また、管路工事につきましても、6.6億円減少し

ておるんですが、当初予定しておりました6.5億円

ほどの管路の工事を、国庫補助を活用するために令

和７年度補正のほうに前倒しをしまして実施してお

ります。 

  ですので、実質としましてはとんとんといったと

ころでございます。 

○川田 尚委員 今の説明でいきますと、令和７年度

という部分があったんですけど、その辺りも詳しく

お聞かせ願いたいです。今見させてもらってる343

ページの中で、令和７年度の当初予算での部分と比

較しますと、例えば、基幹管路は予定では耐震等で

２㎞ほどで配水支管では８㎞ほどと従前よりお聞き

しているんですが、今回見ますと、基幹管路の部分

では、令和８年出来高見込延長1.5kmとなっており

ます。令和７年補正を含めという記述があり、先ほ

ど御答弁もいただきましたが、何ゆえこのような書

き方になっているのか、御説明いただきたいと思い

ます。 

○谷口宗央工務室参事 令和７年度のほうに補正をし

ましたのは、一つは緊急輸送路上のＣＩＰ、いわゆ

る高級鋳鉄管の更新というところを一つの補助が受

けれるということで、国のほうから令和７年度の予

算について活用してくださいということがありまし

た。 

  それから、工事、２本ですね。これは重要施設、

駅の管路について耐震化することにより国庫補助が

受けれるというものがございまして、こちらも国の

ほうから、令和７年度の予算を活用してくださいと

いうことがありまして、補正をかけております。 
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  それから、もう一つ、基幹管路の耐震化という国

庫補助のメニューもございまして、こちらも令和７

年度のほうの予算を活用してくださいということで、

今回、令和７年度の補正で前倒しをしております。 

○川田 尚委員 １個気になっているのは、令和８年

度の予算の概要、343ページの真ん中、基幹管路の

部分なんですけど、令和８年整備延長0.1㎞と記載

があって、その左下のほうにも見込みで1.5㎞と書

いてあるんです。この0.1kmというのは、目標では

たしか２㎞ほどというふうにお聞きしているんです

けど、ここの記述では0.1kmとなっているんですね。

また、配水支管のほうも、令和８年整備延長7.5㎞

と、近いかなと思ってはいるんですけど、おおむね

８㎞ほどを水道部さんは年間で予定しているという

部分でいきますと、これも若干下回ってるなと思っ

ています。この辺り、何か理由があるんでしょうか。

お聞かせください。 

○谷口宗央工務室参事 まず、基幹管路に関しまして

は大体単年度ではなく、複数年度にわたって工事さ

れることが多くなっております。 

  大体10年間で20㎞というふうに考えておりまして、

最後に最終完成した年に一応出来高が上がってくる

ようなことになりますので、どうしても途中の年度、

実施というところになりますと、ちょっと少ないよ

うなことになってございます。 

  それから、配水支管のほうなんですけれども、こ

ちらも当初、令和８年度には８㎞やる予定だったん

ですけれども、それを令和７年度に前倒しをしまし

て、ただ、これも実質繰り越すことになりますので、

令和８年度の出来高のほうに計上されていくことに

なるのかなというふうに考えております。 

○川田 尚委員 ということは、本市、水道部さんと

すれば、年度内に行ういわゆる整備キロ数はおおむ

ね予定どおり順調に進んでいるという理解でよろし

かったでしょうか。 

○谷口宗央工務室参事 委員おっしゃるとおりでござ

います。 

○川田 尚委員 なぜ、このようにお聞きしたかとい

いますと、やっぱりこういった数字関係、文字に表

すと、後世から見たとき、この年は、0.1㎞だった

んだなというふうに捉えかねないという部分もあり

ます。しっかり事業を行っていただいてるのは十分

承知しておりますので、この部分の数字を見ただけ

で、後世において判断されてしまうと、非常に残念

なことになりかねないと思いますので、理由として

お聞かせいただきました。ありがとうございます。 

  では、続けて質問させていただきます。 

  続きまして、すいすいビジョン2035のほうからお

聞かせ願いたいかと思うんですが、49から50ページ

の施策１、強固な経営の土台を築くという項目であ

ります。50ページのちょうど真ん中辺りに、泉浄水

所の配水機能を片山に集約という部分は従前よりお

聞かせ願っているんですけど、部庁舎の今後の在り

方に関して検討に着手とは具体的にどういった部分

でしょうか。言える範囲で結構ですけど、お聞かせ

ください。 

○大西 徹企画室主幹 こちら、泉浄水所につきまし

ては、段階的に機能を停止していくという方向で進

めております。もちろん浄配水施設だけではなく、

庁舎施設、庁舎機能も含めて、今後、在り方を検討

していかなあかんといったところで進めております。 

  実際ですね、現在、水道部内でそういった検討を

続けておりまして、そうした知識なり意識を醸成し

ておるところです。 

  令和８年度の予算の中でも、一定検討を進める上

で、市場のニーズであったり、売却益でありますと

か、そうした専門的な知識、やはり持ち備えており

ませんので、そうした検討の支援の業務を発注する

予定でございます。 

  そうした材料を集めていきながら検討を進めて、

移転やもしくは撤去とかに対応できるように、検討

を進めていきたいと思っております。 

○川田 尚委員 承知しました。市民の共有財産の部

分でありますので、水道部含めてよりよい今後の敷

地、土地の活用という部分、庁内幅広く検討してい

ただければなと思っております。 

  続いては、50ページの中で管理指標という記載が

あります。ここの中で、給水収益に対する企業債残

高の割合という部分で、基準年度令和５年度が、

301.3％となりまして、目標年度令和17年度が350％
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と記載がございます。 

  同様の資料で73ページに詳細にわたった記載があ

ったかと思うんですが、そちらを見た上での質問で

す。単純に優位性でいきましたら、企業債ですので、

数字が少ないほうがいいのかなと思っておるんです

けど、301.3％が350％となっているという状態であ

るんですが、その要因を、なぜこのような結果にな

ると予測しているのかという部分も含めてお聞かせ

ください。 

○松井克憲企画室主査 委員おっしゃいますとおり、

優位性の下の矢印につきましては低いほうが望まし

いことを示しております。企業債の借入れに関しま

しては、国等からの明確な基準はなく、すいすいビ

ジョン2029の財政目標として設定しておりました

350％を引き継ぎまして、すいすいビジョン2035に

おきましても目安としております。 

  近年の物価上昇をしている中でも、強靱な施設整

備の再構築を目指しまして、計画的な施設整備を実

施していることから、その財源として企業債を活用

しておりまして、その結果、数値の上昇を見込んで

いるものでございます。 

○川田 尚委員 この企業債ね、水道部だけではない

んですけど、いわゆる金利のある世界という中でい

きますと、これまでのような運用、考え方というの

は、なかなか厳しいかなと思っております。それの

中でいきますと、この350％という数字を見ますと

ころ、73ページで、令和17年度の推計かと思うんで

すが、586.1％という数字も載っております。 

  非常にすごい数字だなと思っているんですけど、

これは300から400％程度となるような適正な額に持

っていくための方策、施策という部分はどのように

お考えでしょうか、お聞かせください。 

○松井克憲企画室主査 委員おっしゃいますとおり、

すいすいビジョン2035に基づきます投資財政計画に

おきましては、現状のままの起債割合で運用した場

合、令和17年度につきましては600％近くの数値に

なります。 

  また、その時点での支払い利息につきましても年

間９億円を超えまして、人件費に匹敵するぐらいの

規模になります。ですので、そこまでの企業債に対

する依存は、将来世代ではなく現世代にも負担とな

るため、抑えていかなければならないものと考えて

おります。 

○花谷 勉企画室長 若干補足させていただきます。

委員のほうから586.1％になるであろうこの推計の

企業債残高対給水収益比率をどのようにして、この

300から400％に下げていくのかといったところにつ

きまして、令和９年度には料金改定が必要と申し上

げてきているところではありますけれども、現在、

水道事業経営審議会のほうで、諮問審議をしていた

だいているところでございますので、その答申の内

容を踏まえまして、今後、企業債の在り方等につき

ましても検討を進めてまいりたいと考えております。 

○川田 尚委員 もちろん企業債残高の割合っていう

部分は、低ければ低いというものが望ましいという

部分をお書きいただいてますので、そのとおりかな

とは思っておるんです。とはいいましても、今、御

説明いただきましたとおり、諮問委員会もそうなん

ですけど、料金改定という部分をどうしても視野に

入れることも一つの手法なのかなという部分は理解

できますが、本会議等で、令和９年度などに向けた

料金改定という話が少しずつ聞こえてはきているん

ですが、例えば野放図に、経営が厳しいと、昨今の

状況見て厳しいと、金利もありますと、物価も高騰

しているという部分での料金改定は一定理解される

かと理解しているんですが、とはいえ、じゃあ、な

かなか説明して、市民さんの理解を得るというのは、

今非常に厳しい部分があるかと思っています。その

辺り、諮問委員会の答申が出てからっていう部分も

あるかとは重々承知しているんですけど、仮に、料

金改定という部分が明るみに出た場合、水道部とし

て、どのような形で市民さんに向けて説明をしてい

くかという部分、現時点で、もしお考えがありまし

たら、お聞かせいただければと思いますが、いかが

でしょうか。 

○原田敦子企画室参事 委員がおっしゃっています料

金改定までのプロセスにつきましては、現在、先ほ

ど申しましたように、水道事業経営審議会において

諮問して審議をいただいているところでございます。

その審議を経まして答申を頂きまして、その答申内
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容に基づいて料金改定案を作成。その改定案を基に

市として意思決定を行いまして、市民に対してもそ

の改定案についての御説明をさせていただく予定と

しております。その後、市議会への提案というとこ

ろになるかと思っております。 

○川田 尚委員 確かに流れとしましては本当にその

とおりかなとは思うんですが、私がお聞きしたいの

は、官民問わずかと思うんですが、やはり料金改定

という部分が一番どの業界においても、非常に難し

く、また、センシティブな部分かと思っています。

手続、プロセスだけをしっかり踏めば問題ないんだ

という姿勢ではないと重々承知はしているんですが、

数字を羅列して、こういう見込みがよろしくないと、

ゆえに料金改定という部分は、いささかプロセスは

正しいとしても、理解してもらうという部分では弱

いのかなと思っております。 

  そこでですね、このすいすいビジョン2035の中に

も記載があります、例えば52ページですね。組織編

制の最適化という項目なんですが、効率的な事業運

営に努めますと。もちろんそのとおりだなと、必要

な人員の確保に努めるとともにと、お書きしている

のはもちろんそのとおりなんですが、それをしてい

るから、料金改定をお願いしますではなく、企業体

の水道部として、料金改定させていただきますので、

私たちはこのような形で努力しています。その結果、

やむを得ず料金改定ということを、市民の皆様にお

願いするという姿勢が非常に大切になるんじゃない

かなと思っています。ここに書いてあるとおり、効

率的な事業運営に努めますというのは確かにそのと

おりなんですが、その一文だけで説明されては、答

申どおり料金改定よろしくお願いしますという理解

は、高まりではなく薄まるのではないかなと思って

おるんですが、水道部としてその辺り、プロセスは

十分理解しましたが、料金改定に当たって、水道部

としてのやれる範囲、努力している範囲を、どのよ

うに市民に説明していくおつもりなのか、その辺り

の姿勢という部分もお聞かせいただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

○大西 徹企画室主幹 先ほど、料金改定に向けての

市民の皆様への周知といったところなんですけれど

も、必ずしもその料金改定だからといったところで

周知をしていくのではなくて、ふだんからまず水道

事業を知っていただくといった取組として、水道部

のほうでは水道版のタウンミーティング、いどばた

会議というものを実施しております。まずはそうし

たことで、水道事業をちょっとでも知っていただく、

その市民を増やすといったところ、あるいは、水道

部としましても、日頃から市民の皆様の感じている

こと、こうしたことを聞くと、双方向のコミュニケ

ーションを図るというところで、まずは積極的に実

施しておるところです。 

  この回数につきましては、今年度につきましても

12回実施済みで、延べ260名ほどの市民の皆様に説

明をさせていただいているところです。 

○川田 尚委員 重々その辺り承知してますし、いど

ばた会議ね、例えば子供向けのすいどうにゅーすと

かですね、広報という部分に関しては、私の考えで

は、吹田市役所の部署の中で水道部はトップ３に入

るぐらいの広報能力があるんじゃないかなというふ

うに理解はしております。そこに関しては本当にほ

かの部も見習ってほしいなと思うときもあるぐらい

でございます。 

  ただ、そのとおりではあるんですけど、例えば、

組織編制の最適化、なかなか言及しにくい部分では

あるんですが、やっぱり人員体制っていう部分がや

っぱり肝になるのかなと思っております。民間と比

較できない部分は重々承知はしているんですが、こ

のすいすいビジョンの中でも、51ページにあるよう

に、平成27年度（2015年度）には105名まで削減し

ましたという表現がございます。これ結果として、

自然に削減ではなく、削減しましたというのはこの

理解でいきますと、何らかの人員体制の変化をしな

ければならないという部分での数字かというふうに

理解します。それでいきますと、現在は令和５年度

職員数133名、私は決してこの数字が多くなったか

ら悪いという部分ではなくて、昨今、ＤＸ等を言わ

れています。私も本会議で数か月前に質問させてい

ただきましたが、全庁に向けてなんですが、自治体

ＤＸを行うことによって、悪い言い方をすれば、職

員さんを楽にさせるためのＤＸではないというふう
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に考えています。民間と比較しては恐縮ではあるん

ですが、ほぼ民間の場合は、ＤＸを推進することに

よって経費削減等ですね、そういった必要な部分、

成長分野に資金を投下するという部分でのＤＸとい

う部分は、一般的なのは承知かと思います。もちろ

ん役所組織と一概に比較できないのは承知している

んですが、その部分を、どうしても言及せずに、昨

今、経営がどうしても厳しくありますと。ゆえに、

強靱なインフラ体制をつくることのために、料金改

定というだけでは、非常に厳しいという部分があり

ますので、そういった水道部としてできる範囲の努

力という部分、市民に届けられるよう期待しており

ますので、その辺りは要望とさせていただきますの

で、お願いいたしますが、もし、何かお答えいただ

けるんであれば、お聞かせいただきたいと思うんで

すが、よろしくお願いします。 

○花谷 勉企画室長 先ほど御質問いただきました経

営努力の部分も含めてですね、お答え申し上げたい

んですけれども、まず、水道事業といいますのが、

装置産業と言われますように、非常に固定費の部分、

施設整備費の部分がかかってまいります。我々は

我々の中の検討、技術力を持って水道施設の在り方

をしっかり考えて、その上で、今までの施設をその

まま更新するのではないと。施設の再構築というこ

とで、今二つある泉浄水所、片山浄水所、その二つ

の浄水所のうち、泉浄水所についてはフェードアウ

トしていくと。一方で、片山浄水所のほうで地下水、

複数水源の確保をしっかり図っていくと。そういっ

たところで効率的な施設整備によって費用の低減を

図っていっているのと、あと、広域連携といたしま

して、隣接市さんのほうにお願いをしまして、配水

池の共同化、こういったことにも努めてきておりま

して、本市の配水池の更新費用等の削減にも努めて

きているところでございます。 

  あと、ＤＸの関係ですけれども、これは予算計上

していないんですけれども、部内で横断組織を令和

８年度に立ち上げまして、その中で、水道のＤＸ、

どういうふうに進めていくことができるか、効率化

を図れることができるかなどにつきまして検討を進

めようと考えているところでございます。 

  あと、職員数についてでございますが、これはす

いすいビジョン2035ですね、こちらのほうで掲げて

おります事業、これを適切に推進できるように、職

員体制のほうを確保することに努めてまいりたいと

ころではありますけれども、令和８年度予算につき

ましては、鉛製給水管対策事業の一部が終了しまし

たので、それに伴いまして、３名の減ということで

計上させていただいているところでございます。 

○川田 尚委員 決してですね、私個人の考えでいき

ますと、料金改定イコール悪という部分は私は持ち

得ておりません。ただ、それに伴って必要な部分で

あれば、やはり正々堂々と市民さんに説明するとい

う部分は必要かと思います。その説明において、よ

り理解を得やすい、水道部がここまでやってくれて

料金改定なんだなという部分であれば、おおむね理

解していただけるものかと思います。ここまでやり

ましたという内容とその姿勢がこれから非常に問わ

れていくと思います。 

  私見ではありますが、仮に今回諮問を受けて改定

となっても、恐らく、その数年後、再び同様なこと

が起きるんではないかなというふうに思っています。

これは吹田市だけじゃなく、他自治体でも同じかと

思っています。その辺り、インフラ装置部門、イン

フラの一番大事な部分だと十分理解しておりますの

で、今回ではなくて、数年後、数十年後のことも見

据えて、経営という部分をより一層に理解していた

だければと思います。期待してますので、よろしく

お願いいたします。 

  私は一旦、置いておきます。 

○白石 透委員 ちょっといきなり客観的な質問なん

ですけど、まず、私の近く、北千里なんですけど、

人がすごい増えてるんですよ、世帯数も。一つのマ

ンションで700世帯とか増えてきてるんですけど、

この水道事業収益は、多分私の認識では、節水器具

が増えてきたりとか、あるいは法人さんなんかいろ

いろ井戸を掘ってやってるとかいうことだろうと思

うんですけど、客観的に私のイメージ、人が増えて

るけど、水道量が減るんかなっていうイメージがあ

るんですけど、その辺ちょっと教えてください。 

○大西 徹企画室主幹 先ほどの委員おっしゃいまし
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た人口は増えるけれども、収益が減っていくという

構造なんですけれども、こちらのほう、委員おっし

ゃられました技術の進歩であったり、例えばですね、

トイレの水、あるいはお風呂ですね、お風呂入る機

械とかですね、そうした節水器具、まして無洗米と

かですね、あるいはフライパンのコーティングがよ

くなったことで洗う水量が減るとかですね、そうし

た様々な技術が水道の使用量に影響してございます。 

  ですので、そちらの減少の傾向のほうが人口の増

よりも勝ってきておるといったところがございます

んで、全体的にもその人口の増によって給水量が増

えるといった構造ではないといったところです。 

  またですね、この世帯人数のだんだんと減ってき

ておるといったところがございますんで、そうした

ところ、その高齢化とかですね、使用水量が減って

くるといったところがございます。 

  そうしたことも含めて、全体的には中・長期のト

レンドで減っていくといったところです。 

○白石 透委員 よく分かります、無洗米、私も使い

ますわ。確かに水使いませんよね、無洗米、そのま

まいくんで。これ、長期的に、今後まだそういう傾

向が続いていくだろうと思うんですけど、やっぱり、

ゼロには絶対ならいんです。かといって、水道って

また、本会議でも言いましたけど、基本的なインフ

ラのところは、絶対にどんな人でも、まず、絶対な

いとあかんところなんで、やっぱり維持していかな

あかんってことで、先ほどの料金改定とかにもつな

がって、将来的にはね、ありきではないんですけど、

くるんだと思うんですけど、ちょっと二、三質問さ

せてもらいます。 

  予算書の44ページ。ここの消費税還付金ってある

んですが、１億5,000万円ぐらい、これをちょっと

教えてもらえますか。 

○森本秀樹企画室参事 委員お尋ねの件は令和７年度

の予算に１億5,000万円程度の消費税の還付金が計

上されておりました。これにつきましては、消費税

といいますのは、売上げにかかった消費税から仕入

れにかかった消費税を引きまして、それで、売上税

のほうが多ければ、納税をすると。反対に仕入れに

かかる消費税のほうが多ければ、国のほうから還付

を受けれると、そういった仕組みになっておりまし

て、令和７年度につきましては施設整備のボリュー

ムも多かったものですから、還付を予定しておった

ところでございます。 

○白石 透委員 分かりました。 

  隣の45ページ、国庫補助金で、衛星画像511万円

って、これも国からの補助なのかな。去年、これ、

建設環境委員会で磐田市に視察に行ったんです。部

長も行かれたと思う。確かにすごいな思って。ただ、

これやったら完璧っていうわけじゃなくて、やっぱ

りいろんなルートを使って、検査をせなあかんとは

思って、そういう認識があるんですけど、これ、

111万円の補助金って、私、あのときの磐田市で聞

いた話で、衛星使うには、コストがかかるんやろう

なと思ってたんやけど、これ、補助が111万円って

いうことでいいんですよね。実際にはもし使うとす

れば、どうなんですか。 

○谷口宗央工務室参事 今回のこの令和８年度に計上

させていただいています人工衛星の画像を使った漏

水探査業務というところですけれども、今回、実は

12団体と共同で発注ということになっておりまして、

正式にはまだ契約は結べていませんので、はっきり

した金額までは出ないんですけれども、大体これに

よって単独で取ったときの見積りの大体７割ぐらい

の費用に抑えれるかなというふうに考えております。 

  その費用に対しての補助金ということですので、

今回111万円というふうに、額は小さいんですけれ

ども、共同発注によるスケールメリットというとこ

ろを生かした上での金額となっております。 

○白石 透委員 共同で発注するんですね。そうせん

と、衛星使ったら、むちゃくちゃお金がかかりそう

な気がするんですけど。あれ、いろんな分野に多分

活用されてると思うんで。これ、まだすぐ実用的に

なるわけではないですよね。しばらく時間かかりま

すよね。 

○谷口宗央工務室参事 今回、お願いしようと思って

います画像による漏水探査という業務なんですけれ

ども、半径100ｍで市域全体の漏水の可能性のある

地域っていうものを絞り込んでいただけるというこ

とで、必ずしもその漏水そのものが発見されるとい
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うことではなくて、100ｍの範囲の中に漏水がある

可能性がありますということですので、そこから先

は従来の音聴による漏水調査というものが必要にな

ってくるかなというふうに考えております。 

  ですので、令和８年度に関しましては、この漏水

探査業務と、また併せまして、従来の全市域にかけ

る漏水調査というものも同時に予定しておりまして、

この実効性とか精度というところも検証していきた

いなというふうに考えております。 

○白石 透委員 分かりました。いろいろＡＩ化、技

術革新でいろいろ進んできて、無人自動運転システ

ムとか、だんだん人が少なくなるんでそれをカバー

できる、将来的にはすごいできるんだろうと思うん

ですけど、やっぱりさっきのこういった基礎的なイ

ンフラってやっぱり技術職で、すごいその技術の継

承が大変だと思います。目先の水道料金ももちろん、

大事ですけど、例えば、今年入った新入職員が部長

とかになる頃、今から30年、40年先ぐらいまで、例

えば、管なんかこう締めるのに技術が要るってイメ

ージがあるんです、そういう技術職の継承なんかや

っぱすごい大事だと思う。だから、ＡＩでできると

ころはＡＩを使えばいいし、やっぱ人の手が離せな

い、どうしても離せないところっていうのもあると

思うんですけど、これ、部長に先の話なんだけど、

今から30年先、50年先を見た話をするんですけど、

予算もちょっとかかりますよね。その辺の技術継承

みたいなのは、もうしっかり考えてると思うんです

けど、その辺ちょっと教えてもらっていいですか。 

○原田有紀水道事業管理者職務代理者水道部長 委員

おっしゃるとおり、技術の継承というのは、非常に

重要なものだと思っておりますし、本市でいいます

と、現場力っていうのを持った職員というのを育成

していきたいというふうに考えておりまして、現場

力向上方針でありますとか、それに基づいたターゲ

ットという、何年目にどういったスキルを身につけ

てほしいっていうようなところで、若手の職員には

それを見てですね、自分たちでどういったスキルを

身につけていけばいいのかっていうふうなことも考

えながら、業務に当たってもらっているところでご

ざいます。 

  その中で、やはりコア業務というのはございます

ので、そういった業務をしっかり担える職員の数っ

ていうのも確保しながら、体制を整えた上で事業を

進めてまいりたいというふうに考えております。 

○白石 透委員 よろしくお願いします。50年後、ど

うなっとるやろなと、よく考えるんですけど。孫と

かおったら、現役で今のちょうど私みたいな感じで、

仕事していると思うんですよ。そこ、結構大事だな

と思ってまして、特にインフラのところ、よろしく

お願いします。 

  先ほどの川田委員のほうから出ました将来的には

水道料金の改定というのはもうありきではないんで

すけども、例えば、千葉県のほうとか、隣の豊中市

も上下水で20％ぐらいかな、上げたと思うんですけ

ど、ちょっとよく認識できてないんですけど。どこ

も20％、結構びっくりしたんですけど、その辺、ア

バウトなイメージなんですけど、上げたのは間違い

ない。吹田市もね、だからといって横並びで行くん

じゃなくて、やっぱり努力してもらって、ただ、近

い将来そういう時期が避けられんやろなと思ってる

んですけど、極力いろいろ考えてもらってね、今の

先ほど話したＡＩとかもね、使えるところがもしあ

れば、それもどんどん使ってもらって、要するに市

民の負担になるんで、なるべくですね、とはいえ事

業を続けるのも大事だから、ちょっと矛盾しますけ

ど、できるところはやる、カットできるところはや

る、できんところは技術を伸ばす。何かいろいろ変

なこと言いますけど、今後の５年後、10年後を考え

てね、市民のみんなが納得できるようにしてもらっ

たらと思います。 

○浜川 剛委員 資料のほうも作っていただきまして、

ありがとうございました。 

  その資料に基づいて何点かお聞きをしたいと思い

ますけども、議案参考資料の343ページの予算の概

要の右下のところにですね、施設・管路ということ

で、収益的支出で４項目書かれていましたので、そ

の詳細をちょっと教えていただきたくて資料を頂い

たところですけれども、１点目はこのＡＩを活用し

た運転制御の試行ということなんですけど、取組の

概要を書いていただいて、お聞きしたんですけど、
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改めてお聞きします。これはＡＩを活用することで

の利便性とか、メリットっていうものを改めて教え

ていただきたいんですけど。 

○池永寛樹浄水室参事 ＡＩを活用しました運転制御

ということで、予算計上のほうをさせていただいて

おりますけれども、こちらのほうは、津雲配水場の

ほうで、配水池の水位を自動調整を行うものでござ

いまして、これまで職員や委託業者のほうで流量設

定のほうをしておりましたけれども、ＡＩを導入す

ることで、自動でその水位を調整するものでござい

ます。そういったＡＩを導入することによりまして、

受水流量のほうが、一定で受水することが可能とな

りまして、よりよい一定受水ということで、制御が

できるというふうに考えております。 

○浜川 剛委員 その一定受水することで、これまで

よりも一定になるっていうことによってのメリット

って何か。一定にならなかったらどんな影響があっ

て、要は一定になるからこそ、影響を減らすことが

できるっていう意味でちょっと教えていただきたい

んですけど。 

○池永寛樹浄水室参事 一定にすることによってのメ

リットでございますけれども、水道使用者の方にと

ってのメリットというのは特にございませんで、大

阪広域水道企業団から受水をしているものなんです

けれども、小水力発電設備を設けておりまして、そ

の中で設置するに当たっての条件というものを付与

されておりまして、その中で一定の均等受水、時間

係数を保つようにという条件がございますので、そ

れをしっかり遵守するように、今回導入するのが目

的でございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。そういう意味では、

それを広域水道からも言われてるっていうところも

あるんでしょうけども、この導入費用で1,100万円、

維持費は５年間で950万円と思いますけども、これ

を今までの委員さんのお話の中で料金改定が必要と

いうところでいくと、少しでも不必要なお金という

のは減らすべきなのかなって考えて、その観点から

お聞きします。これはやっぱりこの金額を出してで

も、このシステムを導入していくべきだということ

でいいんですかね。もし、どっちでもいいんやった

ら、やめといたらっていう感覚にもなるんですけど、

いかがでしょうか。 

○池永寛樹浄水室参事 今年度ですね、電算システム

改良工事というものを施工しておりまして、その中

で、実証実験が終わっておりまして、事業者のほう

から報告待ちという状況になってございまして、そ

の報告を見極めながら、来年度導入するかどうかっ

ていうものをしっかり検証していきたいというふう

に考えております。 

○浜川 剛委員 分かりました。あんまりこればっか

り言ってたらあかんねやと今ふと冷静になりました。 

  この頂いた資料で上から三つ目の人工衛星を活用

した漏水探査の試行なんですけど、これ、先ほど白

石委員さんもおっしゃいました、この委員会で磐田

市のほうに衛星を活用した漏水調査で行きまして、

システムとかが若干違って、また、ほかにもちょっ

と私、別の報道番組のときに見た、違う方法もあっ

たんちゃうかなと思いながら、幾つかこの衛星活用

した漏水調査ってありますよね。その中で、今回は

これを選んだ理由っていうのを教えていただきたい

んですけど。 

○谷口宗央工務室参事 委員おっしゃられるように、

今、私が把握しているものでいいますと、三つほど

人工衛星を使用したものがございまして、一つは、

視察に行かれましたときのもので、地表の温度によ

り老朽度のスピードに若干相関関係があるのではな

いかということで、例えば、その地表の温度を見る

ことで、ここが老朽度が進んでるんじゃないかとい

うようなことをＡＩで解析させまして、更新計画の

お手伝いをするというような内容のものでした。 

  それから、あと残りの二つはマイクロ波を照射し

まして、その跳ね返りをＡＩで解析させまして、一

つのほうは、地中付近の地中の地上に近いところの

水を持ってきて、漏水の可能性があるというような

ものと、もう一つのほうは、その地中の深いところ、

こちらのほうの漏水の可能性を提供するっていうよ

うなものでして、今回吹田市が選んでいるものは、

その地中の深いところ、実際にちょっと地上に上が

りにくいような、非常に深いところを見てみたいと

いうところもありまして、今回はそちらのほうを選
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定しております。 

  今回、試行ということで令和８年度はさせていた

だくんですけれども、もし実証の経過が良好で今後、

使用していけるということであれば、今全市域にか

けてる漏水調査のほうもある程度絞って、また、実

施していくことができるようになるのかなというふ

うに考えて、令和８年度のほうをちょっと試行とい

う形で今回提案させていただいております。 

○浜川 剛委員 分かりました、ありがとうございま

す。私自身、この方法を否定しているわけではない

んですけども、今までも水道部は人の耳を使ってね、

本当に着実にといいますか、ずっと検査をしていた

だいていて、そこまで大きな漏水事故っていうのも

吹田では発生してないなとは感じてます。それをそ

の方法を取り入れながらもこれをやる。今お話聞き

ましたこの今回のこれで使えることになれば、広げ

ていくことで、これまでの方法をちょっと減らすこ

ともできるっていうことなのかなと思うんですけど

も、それに対して費用対効果っていうのが今後どう

なってくるかというのは検証されてるんですかね。 

  結局、今までのほうが費用は実はかからないんで

すよとなるのか、やっぱりこれを広げていくことに

よって費用が抑えられるのか、検査のためだけの費

用じゃなくて、本当に何人の人たちがやっぱり動く

のかっていう人件費も含まれてくると思いますんで、

そういったところからも、もし概算で結構なんです

けど、そういうイメージがあるんであれば教えてい

ただきたいんですけど。 

○谷口宗央工務室参事 今のこれまで実施してきてお

ります漏水調査につきましては、全市域を音聴調査

をかけるということで、漏水で実際にここ漏れてる

んじゃないですかというような的中率はもう99％以

上、ほぼ間違いなく発見できているというようなも

のです。 

  ただ、どうしても全市域ということで１年間かけ

てやっているということもありまして、もし、それ

を絞り込むことによって縮小できるのであれば、一

定の効果というものは発生するのかなというふうに

は考えております。 

  ただ、その部分、実際に全市域にかけたら、どれ

ぐらいなのか、あるいはそれを半分の地域にしたら

どうなのか。例えば、半分の数字にしましても、そ

の例えば全市域にまたがって、その調査の部分が半

分になって、それがどれぐらいの費用に反映され、

どれぐらい費用に削減効果に反映されるのかという

ところは、ちょっとまだ検証等はできてはおりませ

ん。 

  あと、もう一つ、今回の漏水調査で期待すること

は、音聴でちょっと拾えないような微小な漏水、深

いところで漏れてるような漏水についても、もし発

見できるようなことがあるのでしたら、非常に市民

にとっては有用でないかなというふうには考えてお

ります。 

○浜川 剛委員 分かりました。私もお答え聞きなが

ら、こういう今聞いたことを検証するためにこれを

やるんやっていうのが答えなんかと思いました。あ

りがとうございました。 

  こういうことで管路の耐震性というものを広げて

いけるのかなと思うんですけど、これ、先ほどの委

員さんの質問の中でも、議案参考資料の343ページ

の予算の概要の真ん中のところ、基幹管路で、10年

で20㎞ぐらいと考えているということで、基幹管路

自体がおよそ90㎞なので、大体５倍すると50年で

100％ぐらいになるのかなっていう感じで、今それ

は進んでいるんですかね。過去に聞くと、やっぱり

なかなか50年で100％にはなかなか難しく、100年ぐ

らいで100％かなみたいなイメージがこれまでお聞

きしとる中ではあるんですけど、今現状、実際はど

うなんですかね。 

○谷口宗央工務室参事 基幹管路につきましては、も

ちろん更新して耐震化ということも行ってはおるん

ですけれども、従来ある基幹管路、口径が大きくて、

何万人にも影響があるようなものです。ですので、

なかなか簡単に止めて更新するということができな

いということが一つと、単純に新しい管に入れ直す

ということではなくてですね、既存の管路も生かし

ながら、複線化あるいはループ化ということも事業

として行ってきております。ですので、数字として

は従来の管路が生きたままになりますので、なかな

か上がってこないんですけれども、ただ、その使わ
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れてる市民にとっては複線化される、あるいはルー

プ化されるということで、事故時の断水であったり、

影響が少なくなるような手だてにはなってきておる

と思っております。 

○浜川 剛委員 今回のですね、本会議で、個人質問

で私も取り上げたり、あと何人かの方が取り上げて

た、うちの危機管理室が輪島市の支援に行ったとき

の、「吹田市が輪島市対策支援本部で一緒に悩んだ

36のこと」やったかな、最後のほうに、輪島市の市

長さんの言葉で、戻れるんやったらどうしたいです

かっていうところで、やっぱりインフラの耐震化や

とおっしゃってまして、最たるものが、道路とか、

上水道、下水道やと思うんですけど。道路っていう

意味ではそこまで橋があるわけではないので、やっ

ぱりそういうところで考えると上水道、また下水道

かなと思うんですけど。それと大きな災害が起きた

ときの耐震化、要は、後から振り返ってやっぱりや

っとったらよかったなっていう、なかなか答えられ

へんのかなとか思うんですけど、どうなんですか、

状況としては、災害起こったときの耐震化を進める

ために順調にできているのかっていうところから、

ちょっとその観点で、今どんな状況なのかだけ教え

ていただきたいんですけど。 

○谷口宗央工務室参事 委員おっしゃられるように、

確かに耐震化という観点でいいますと、今すぐにで

も100％になることがもちろん望ましいですけれど

も、なかなかそのマンパワーと費用等がかかるとい

うことで、一足飛びにその全てを100％にというと

ころは難しいところがございます。 

  ただ、もちろん耐震化という観点からですね、基

幹管路は根元に近いところから順番に下流のほうに

向かって更新はしていくんですけれども、その更新

する路線につきましては、例えば、市民が避難され

るその重要施設というところにつながっている管路

であったり、あるいは脆弱な管があれば、そういっ

たところを優先して更新していくことで、事故の被

害想定の中でですね、あの事故率がどんどん下がっ

ていくような方策でもって今の管路の更新というも

のもやっておりますので、また、災害時には小学校

に仮設のですね、給水タンクを置いたりというよう

な取組も行っておりまして、どうしてもあの工事の

ほうで耐震化あるいは経年管更新というところでそ

の足りない部分については、ソフト面のほうで対応

していきたいなというふうに考えております。 

○浜川 剛委員 分かりました、ありがとうございま

す。 

  あと、料金改定のことに絡めて聞いていきたいな

と思うんですけど、まずはその使っていただいてる

水の量がちょっとずつ減って、先ほど白石委員のほ

うからもありました、人口増えてるけどもいろんな

技術の更新によって減ってきていると。ただ、それ

でもやっぱり使ってもらうことが重要だとは思った

り、難しいなと思ってるところは飲み水として吹田

の水を、吹田の水もおいしいので、どんどんと飲ん

でもらえるような取組っていうのを、どのようなこ

とをされてるのか。 

  ただ、以前それこそ、聞いたことがあるんです。

水道の水をペットボトルに入れて、冷蔵庫に入れと

いて何日もつのみたいな。今、災害のために１日、

一人３ℓですかね。掛ける７日分は保存しましょう

って言われると、吹田の水道水を入れて、１週間置

いておけるのかとか。いや、我が家でいうと、やっ

ぱりどうしても、そういう感覚もあって、水を買っ

てくるわけですよね。そっちのほうがしばらくもつ

ので。一箱ずつ12ℓぐらいのやつ、一箱、二箱買っ

てても夏場でしたらね、数日でなくなったりとかし

てでも、冬場でも１週間とか、２週間かからん間に、

何とかぎりぎり消費期限の中で飲めるやろうという

ことで、買う。でも、なかなかその吹田の水がどう

なのかっていう、そういう情報とかもないので、そ

ういう行動にも移ってもらえない。そういった情報

を提供したりとか、そのストックできる水なのかど

うかとか、そういう情報提供とか使ってもらう何か

取組とかってされてるんですかね。 

○小松洋次郎総務室主幹 まず、飲み水が飲めるかど

うかとか、そういったことの広報につきましては、

市報すいたですとか、広報誌のすいどうにゅーすで

すとか、あと、デジタル媒体としましてはホームペ

ージ、インスタグラム、エックス、疑問を解説しま

して広報しておりますし、各主催イベントでありま



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

 

－ 11 － 

す水道マイスターですとか、あと、様々なイベント

などにも行きまして、吹田の水道水は飲めますよ、

安全ですよっていうＰＲはさせていただいておりま

す。 

  あと、浄水所見学に来ていただいた小学生に対し

ても、今、水道部のほうでスイスイサーバーってい

う水道水をそのまま飲んでいただけるような器具を

導入しておりまして、それを通して水道水をじかに

飲んでいただく、実際に体験していただくっていう

ことをしております。 

  あと、災害時で、そういった水がきちんと備蓄で

きるかどうかということにつきましては、地域のほ

うの防災訓練等にも積極的に参加させていただいて

おりまして、その中で説明させていただいたりとい

うことで、少しずつ皆様に認知していただけるよう

に周知に努めているところでございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。どんどんとやっぱり

やっていただきたいです。それでどんだけ増えてき

てるのか、増えてないんであれば、もうちょっと何

かできるのかっていうところを絶えず考えていって

いただきたいと思います。 

  最後に、そういうような料金改定が必要な時期だ

って、今審議会で審議中であってっていうことでお

聞きしてますので、来年、令和９年度にはみたいな

お話もありました。これはこの審議会というのは、

何年に１回とかって決められたりとかの開催なんで

すかね。これはどんな状況なんですかね。 

○原田敦子企画室参事 経営審議会につきましては、

２年ごとにその期間というのが満了しましてという

ことで、ただいま15次でして、この９月末までの期

間となっております。 

○花谷 勉企画室長 若干補足させていただきます。

常設の審議会でございまして、先ほど15次と申し上

げましたとおり、おおむね今まで２年間で15次続け

てきて、これからも今のところ続けていくというよ

うなことになっております。 

○浜川 剛委員 分かりました、ありがとうございま

す。絶えずそしたらね、見直しというか、タイミン

グによっては、２年ごとに、もしかしたら上げた方

がいいって答申が出るかもしれないっていうことな

んやろうなというのは理解しまして、その答申が出

ました、そしたら料金として改定、パブコメの実施

とかってスタートするんでしょうけど、答申が出て、

やっぱり値上げに踏み切ろうという市としての最終

判断というのは水道部なんですか、それとも市長の

ほうになるんですかね。 

○花谷 勉企画室長 料金改定の議案提出に当たりま

しては料金改定案の決定ですね、これはこれまでの

料金改定の中では政策会議で諮って決めてきたとこ

ろでございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

一旦、置いておきます。 

○井口直美委員 今、いろいろな質問されていました。

市長の施政方針でも水道の料金改定を示唆するよう

な施政方針をされておりましたし、質問もさせてい

ただきました。 

  今回はすいすいビジョン2035をちょっと中心に質

問させていただこうかなと思うんですが、そこです

ごく心配なところがあります。というのは、今すい

すいビジョンで計画されているのは、69ページでも

ありますように、水道施設整備計画2035、これが10

年間で予算が367億円かかりますよと。その中で浄

配水施設整備事業が34億円、基幹管路整備事業が99

億円、一番お金がかかるっていうふうに予算されて

るのが配水支管整備事業220億円、ていうのがこの

10年間でやっていきますというのが計画をされてい

るっていうのが分かるんですが、ただ、ここでちょ

っと読ませていただきますけど、73ページで、今後

10年間の財政収支の見通しでは令和10年度には単年

度純損失が発生しますと。短期的な支払いに必要な

金額17億円を下回ります。ということは運転資金が

運転資金として支払いができない状況になる見込み

がありますと。それだけではなくって、資本的収支

では毎年、建設改良費を計上していますが、これに

ついては25億円程度の収支不足が継続的に発生する

見通しですっていうのとか、先ほどの343ページに

も書いてありました川田委員が質問されていたよう

に、このままいくと、企業債の借入額がどんどん増

えていく。それを350％にしないといけない。今の

状況を踏まえて、この10年間のすいすいビジョン
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2035の整備計画、この整備計画を基にしたら、今の

ようなその17億円は足りひんなったり、建設改良費

が25億円程度足りなくなるっていう試算をされてい

るのか、そこんところをちょっと教えてください。 

○松井克憲企画室主査 委員おっしゃいますとおり、

すいすいビジョン2035に掲載しております投資財政

計画の数値につきましては、施設整備計画2035で記

載している10年間の367億円の事業費を見込んだも

のになっております。 

○井口直美委員 平たく言うと、この計画を基にした

らこんだけのお金がかかってこんだけ足りひんなる

んですっていうようなことをすいすいビジョンの中

に記載されてるんだろうなっていうふうに思います。 

  一番そこに書かれてるのでね、73ページなんです

けど、水道料金については３年から５年の周期で検

証、見直し作業を実施するほか、要するに、今の話

やったら、この調子でいくと足りひんなるから３年

から５年の周期で検証しないといけないということ

をおっしゃっていて、なおかつ経費の縮減とかサー

ビス向上は、市民の方に丁寧な説明を行いますとい

うふうなことは書いてあるんですが、このままでい

くと３年から５年の周期で値上げがしないといけな

いとっていうふうに書かれているのが、確かにそう

なんだと思います。議案参考資料の343ページの中

で、市長もよくおっしゃいますけど、まちの固定費

というのは必要なんですよと。古くなった設備とか

管路は更新していかないといけない。それは当然だ

と思います。ただ、この計画を立てることによって、

毎年25億円も足りひんから、お金をどこから調達す

るねんって言ったら、企業債になっていくのかな、

建設企業債になるのかなとか、値上げで補塡してい

かないといけないのかなっていうような懸念がある

んですけどね。浄配水施設の整備34億円というのは、

これは目標を見たら、浄水施設の耐震化率を100％

にしますとか、配水池の耐震化率を90％にしますっ

ていうところに使おうとしているお金なのか、そこ

はこの34億円って、ここにちらっと書いてあります

けど、主な使い道ってどこになるんですか。 

○松村 諭浄水室参事 浄配水施設に関します工事の

内容の大きなものとしましては、片山浄水所の施設

整備、現在の４分の３の施設となってますので、全

てがフルに使えるようにということで工事を進める

ものが一番大きな要因となっております。 

○井口直美委員 分かりました。99億円の基幹管路ね、

これも先ほどいろんな委員さんがおっしゃっていま

したが、ここに書いてました10年間で20㎞以上の耐

震化を進めるというふうに書いてありますが、これ

というのは、基幹管路なんで大きなところで大事な

ところだと思うんですけれど、これに関してはやっ

ぱり片山浄水所付近、場所っていうか、この99億円

を20㎞っていうのも適正なんかなと思いますけど、

これを10年間で20㎞にしないといけないのか、20㎞

は絶対に必要だと思っているのか、その辺のその根

拠というか考え方を教えていただけますか。 

○谷口宗央工務室参事 基幹管路につきましては、大

体、主には、泉浄水所のフェードアウトということ

で、これまで片山浄水所と泉浄水所を結ぶ連絡管、

1,000㎜の連絡管なども整備してきておりまして、

今度、片山の浄水所だけでは泉地区と片山地区と両

方とも全部賄うということが難しいので、今度、企

業団のほうから受水を受けないといけないというこ

とで、片山浄水所までに入る基幹管路の整備という

ものが今後発生していきます。 

  あと、実際にまだ配水池から出るところが耐震化

されていない、市民に届くところまで耐震化されて

いない路線であったりとかっていうようなところが

ございまして、やはり10年間で20㎞という整備は必

要になってくるのかなと。特に、あの地震災害時に

はそこが止まりますと、下流の何万人という市民が

やはり影響を受けるということで、早急に進めない

といけないという認識はあるんですけれども、どう

してもそのマンパワーと費用のほうがかかってきま

すので、場所を十分選定した上で20㎞という計上を

させていただいております。 

○井口直美委員 ということはまだ10年間で20㎞だけ

ど、これがまだまだ続くという認識でよろしいんで

すか。ということは、これはずっとかかってくると、

これからもっていう認識でいいんですか。 

○谷口宗央工務室参事 委員おっしゃるとおりでござ

います。 
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○井口直美委員 あと、一番お金かかるのが、経年管

路の配水支管整備事業っていうのかな、枝葉に、人

間でいうたら毛細血管みたいなとこですかね。それ

の整備が一番お金かかるし、年間８㎞、ここにも書

いてますけど1.2％の更新ペースを基準に進めてい

るっていうのが一番すごいお金かかるんですけど、

他市でも1.2％ぐらいは更新されているんですか。 

○谷口宗央工務室参事 経年管の更新というのはいろ

いろ自治体の財政状況であったり、地域の事情であ

ったりというところで、様々なんですけれども、大

きい事業体、計画的に行っているところにつきまし

ては、大体１％以上というふうにうたっているとこ

ろが多いというふうに思っております。 

○井口直美委員 先ほど浜川委員の質問だったのかな。

優先順位、これ、８㎞って言って10年間で８㎞とい

うことは、１年間で22億円かかるっていうすごいも

う膨大なお金がかかっていくんですが、優先順位と

いうのは先ほどもちらっとおっしゃってましたけれ

ども、もう一度教えていただくのとともに、吹田市

の中でも、どの地域からやっていこうと考えていら

っしゃるのか教えていただけますか。 

○谷口宗央工務室参事 まず、優先順位なんですけれ

ども、管路には様々な情報がございまして、その管

路で給水している人口でありますとか、それから緊

急輸送路、災害時には緊急の輸送路として使われる

道路に埋設されている、あるいはその鉄道なんかの

その軌道の下に埋設されている水道であったり、そ

れから、重要給水施設、重要施設にぶら下がってい

るような管路、こういったところを重要度としてま

ず、一つ、項目として見ています。それから、管路

が持つ耐震性能であったりとか、それから老朽度で

あったり、あと、その埋設されているその土壌の環

境であったりというような物理的な評価というとこ

ろのこの２面での評価をしまして、優先順位という

ものを決定しております。 

  あと、地域につきましては、吹田市は大体南部地

域が古くから水道布設されておりまして、平成19年

頃から経年管の更新というものを行っておりまして、

古いものですと、私が入庁した頃ですと、昭和一桁

の管なんかもまだ残ってるような状況でして、それ

をずっと更新のほうをかけてきました。南部地域で

いいますと、今のところ南吹田の周辺等、それから

江坂地域のほうも残っておりまして、こちらも今現

在工事を進めているというようなことになっており

ます。 

  今後は千里ニュータウンのほうの開発が昭和30年

代の後半から40年代の半ば頃まで開発をされておら

れたということで、大体水道管も60年ほど経過して

いるものが多くなっております。今後は、千里ニュ

ータウンのほうに工事のほうが移っていくと考えて

おります。 

○井口直美委員 今まで水道部のね、すいすいビジョ

ンもそうですけど、いろいろ聞かせていただいてた

ら、すごく耐震に関してもそうですし、よく市民を

守るために、管路の耐震化だとか、それから耐震の

管路を変えたり、いろいろなことで、御尽力いただ

いてるなというのはすごく感謝してますし、これも

頑張ってほしいなっていうふうに思うんですが、た

だ、ここに書いてあるように、３年から５年で料金

改定がいるんですよとか、値上げしなあかんのです

よっていう状況を聞いてしまうと、やっぱりもうち

ょっとここの10年でこんだけをするんじゃなくて、

もう少し少なめにしてくれたら、料金改定も３年か

ら５年じゃなくて５年、10年ぐらいで１回とか、そ

ういう形になっていくんじゃないかなというのは、

普通の市民の感覚だと思うし、それをやはり川田委

員も言いましたけれど、資料見てたら、要るんです

よと、こんだけするからお金かかりますねんってい

うようなことを言ってはるんだけど、確かにそうな

んだけど、でも、そうじゃないっていうところがや

っぱり市民としては、心配なことであって。 

この25億円の建設改良費が足りなくなると。これ

が継続的にっていうことなんで、毎年足りひんくな

るっていうことなんですが、この25億円分はどない

して調達してこようとされているんですか。だから、

水道料金の改定なんですか。足りひんから、どうし

ましょうっていうわけでは、要るんでしょう、これ。

要るから25億円足りひんねんって。ここ見てたら、

建設改良費がずっとね、かかっているじゃないです

か。もう令和８年からもう足りひんじゃないですか。
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令和８年からもずっと今年度から足りひんになって

いくわけじゃないですか。なおかつ、収益的収支の

ほうも令和10年度はちょっと足りひんなってくる。

こういう状況はやっぱり、改定をしようと思っては

るんやと思うんですけど、そこはどこを、料金改定

だけ、どういうふうに考えているのか教えてくださ

い。 

○花谷 勉企画室長 議案参考資料の343ページのと

ころでお示ししております一番左上のほうのですね、

収益的収支と資本的収支の柱状図を御覧いただけた

らと思いますが、これのうち、今、委員のほうから

御指摘いただいております資本的収支の収入のとこ

ろに予算不足額というものが24.7億円出ております。

これが不足額、恒常的に出てくるところを埋めるの

に料金改定が必要なのかというお尋ねではございま

すが、これはやはりこの収益的収支と資本的収支、

この二つの財布であるんですけれども、このうち収

益的収支のほうは運営のための収支ということで、

ここでしっかりとこの公共的必要余剰というのを一

番下に書いておりますけれども、令和８年度で申し

上げますと1.9億円、あと、収益的収支の支出の中

ほどに減価償却費がございます。公共的必要余剰と

減価償却費ですね、更新のための財源となりますの

で、その金額をですね、資本的収支のほうの不足額

を、留保資金をもって補塡していくという構造にな

ってございます。 

  もちろん収入のほうですね、収益的収支の収入の

水道料金収入、これが料金改定をもしさせていただ

けたならば、ここが増えてくる。それが増えること

によって公共的必要余剰が増えてくる。それで留保

資金が増えることによって、この不足額を賄うこと

ができるというようなことになっております。ただ、

一方で、いや、そうではなくて、この収益的収支の

支出をもっとそこを経費節減を努力していくことも

必要でしょうし、あるいは収益的収支の収入の青色

のところの国庫補助金ですね、こういったところを

もっとしっかり取っていくような努力、こういった

ことも必要になってこようかと思います。 

  ただ、ここで記載しております収入のほう、資本

的収支、こちらのほう、収入はほぼ企業債しかござ

いませんので、今金利のある世界となっている中で、

企業債12.1億円となっております、これをこのペー

スでずっと借りていきますと、先ほど御説明したと

おりですね、支払利息のほうが非常に高くなってま

いりますので、そういうことのないようにですね、

しっかりと収益的収支のほうで、公共的必要余剰を

出してですね、その上で持続可能な経営を回してい

くことが必要というふうに考えております。 

○井口直美委員 先ほど企業債のね、川田委員の企業

債が350％で９億円ほどかかりますと。これは金利

で何ぼで考えてはるんですか。 

○松井克憲企画室主査 すいすいビジョン2035におき

ます投資財政計画の中で見ております企業債の借入

利息につきましては、令和８年度につきましては

3.4％、令和９年度以降につきましては4.0％でシミ

ュレーションした結果となっております。 

○井口直美委員 あとは、あの金利に関してはね、ま

だ上がる可能性もありますし、ちょっと心配やなと

いうふうに思います。 

  最後なんですけれども、343ページの令和８年度

の予算の概要を見ているだけでは、あ、そうなんか

って思ってしまいましたけど、このすいすいビジョ

ンを見たら、たった10年間でこんだけ大変な状況に

なっていくんだなということも分かりましたし、そ

の分、ちゃんとお仕事をしてくださってるというの

は感謝はするんですが、やはり川田委員も言ったよ

うに、やっぱり市民さんに言うには、なかなかもう

ちょっとここは、ここんとこはさ、年間８㎞じゃな

くて５㎞にしたらどうやとか、そういう余地はある

んですかね、10年間で20㎞のところを18㎞にしてち

ょっと下げるとかいう余地はあるんですかね。もう

計画で立ててるから、そういうことは無理なんです

かね。 

○谷口宗央工務室参事 委員おっしゃられたように、

その経年管更新の８㎞というところなんですけれど

も、本市では先ほどもお話ししたとおり、千里ニュ

ータウン地区の開発等がありまして、この時期には

その大量の水道管が布設されているというようなこ

とがありました。年間10㎞、20㎞というような年も

ありました。これが一斉に更新を迎えるということ
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になっておりまして、管路の更新には多額の費用と

ですね、マンパワーが必要となることから、アセッ

トマネジメントを実践して、50年先まで見通した更

新需要を把握した上で、それを財政状況等のバラン

スを見ながら平準化して毎年どれぐらい更新してい

ったらいいのかというようなことを行って、これま

で経年管の更新のほうをしてきました。 

  今後もですね、やはり更新のボリュームが偏らな

いように、計画的に必要最低限の更新はかけていき

たいなと思っております。経年管、やはり積み残し

ていきますと、例えば、今どきですと、毎週のよう

に水道管の破損の事故等を報道で目にされると思う

んですけれども、どうしても経年化が進むとそうい

うことになりまして、それを放置しますと、実際に

そういう現象があちこちで、市内で漏水が多発する

というような現象が現れたときには、もう既に手の

施しようがなくなってしまうというような状況にな

ることは十分考えられますので、そうならないよう、

極力市民の生活に影響が出ないように計画的に更新

していくことが必要だと考えております。管路全体

の１％以上の更新を毎年かけていくことで、今の水

道管は100年使えるというふうに言われてますので、

100年のサイクルっていうのもつくっていけるのか

なというふうに考えておりまして、将来世代になる

べくそういった意味でも負担がかからないように計

画を立てていくことが重要であるというふうに考え

ております。 

○井口直美委員 ありがとうございました。また、こ

の件に関しては、すぐに料金改定っていうわけでは

ないでしょうから、また、引き続きさせていただき

ます。ありがとうございました。終わります。 

○竹村博之委員 今までの委員のね、御質問で、何と

なく分かりました。 

  数字をね、いろいろ並べられてますけど、なかな

かそれ全てね、今この時点で理解するのはなかなか

難しいわけですけども。 

  先ほどからちょっと結論的に言われてますけど、

料金改定っていうんですかね、これが必要になって

くるというのは、それぞれの委員の質問の中で言わ

れて、それについての御説明なり、やり取りがあっ

たのかなと思います。 

  まず、お聞きしたいんですけど、経営審議会です

か、ここに諮問しているということで、ちょっとス

ケジュールとか、あるいは審議会の構成というんで

すか、委員さんの構成とか、あるいは議論の中身な

ど、何か報告していただけることがもしあるんだっ

たら、お願いしたいと思います。 

○花谷 勉企画室長 経営審議会での諮問ですけれど

も、昨年11月に諮問の内容のほうが健全経営の持続

に向けた考え方と料金水準についてということで諮

問をさせていただきました。スケジュールにつきま

しては、これから３回程度の諮問審議を経まして、

令和８年９月頃に答申を頂く予定となっております。 

  委員構成なんですけれども、全員で17名の委員に

なっていただいておりまして、そのうち５名が学識

委員、残り12名が水道使用者委員となってございま

す。 

○竹村博之委員 水道使用者委員というのは水道を実

際利用されている企業関係とか、あるいは商業関係

の方とか、それから、いわゆる市民っていうんです

かね、一般の利用者とか、そういう方は、12名です

か。 

  ちょっとまだこれからですかね、発足したところ

なんですね、昨年11月に発足されて諮問をされたと、

こういうことでぜひ議論して答申を頂きたいという

ことで、まだ議論の中身はいろいろ意見表明とか、

議論はこれからっていうことで理解してよろしいで

しょうか。 

○原田敦子企画室参事 先ほど申しましたように、令

和７年11月に諮問をさせていただいて、これから審

議をしていくところでございます。 

○竹村博之委員 その委員さんの中にはちょっと繰り

返しになりますけど、例えば、福祉関係の施設のそ

ういう経営者の方とか、そういう方、何か入ってる

んですか。 

  水道料金見直すとね、いろいろ影響というのはい

ろんなとこ出てくると思うんですけど。福祉施設関

係の方とか、そういう医療関係とかそういった方入

ってるんですかね。 

○大西 徹企画室主幹 先ほど委員おっしゃいました
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福祉施設の関係者等ですね、そういったところにつ

きましては把握はしてございません。 

○原田有紀水道事業管理者職務代理者水道部長 少し

補足をさせていただきたいと思います。 

  水道の使用者委員ということでお願いしている中

には公募により選ばれた市民の方ですとか、関係団

体、自治会であるとかそういったところからの推薦

とかもお願いして、参加をいただいているところで

ございまして、ただ、その中に福祉施設からの推薦

というふうなことではお願いはしておらないところ

でございます。 

○竹村博之委員 今から委員の構成をちょっと変える

というか追加とか難しいと思うんですけど、やっぱ

りこれで見直しを本当にするのであればね、そうい

う、いわゆるその福祉とか医療とかね、そういう関

係、やっぱり自助努力でいろいろ解決をね、してい

ける方はもちろんいいんですけど、なかなかそうい

うお立場でないというかね、なかなか割と切実な問

題になってくるかなと思いますんで、そういう関係

のお声というか、それはどういうふうに聞いていく

予定なんですか。 

○花谷 勉企画室長 福祉関係の施設の方々からのお

声をどうお聞きをしていくかということですけれど

も、先ほどもちょっと御答弁差し上げたんですが、

私ども水道いどばた会議ということで、おおむね10

名以上のグループの方、これはどなたからでもお申

し込みいただけましたら御説明に伺いまして、その

中で、水道事業の課題でありますとか、我々がどう

いう考えを持っているかということを直接ですね、

お伺いをしてお話をさせていただく機会も設けてお

りますので、また、必要でありましたらですね、そ

ういったところからのお声を頂けるようにですね、

また、我々からもちょっとアンテナを張ってですね、

これから考えていきたいなというふうに考えており

ます。 

○竹村博之委員 ちょっとぜひそれはね、お願いした

いし、諮問ですか、どういう結論になるかっていう

のをね、経営審議会のほうにもちろん言われてると

思いますけど、なかなか先ほどからのこういう数字

的なものを示されますとね、なかなか厳しいのかな

ということになっていくかなというふうな印象も受

けております。 

  それで、先ほど来ありましたけども、私の立場と

しましてはね、ここのいろいろ書いてありますけど、

強靱化っていうんですかね、施設の耐震化とか、そ

ういうのはもう当然これ、必要なことだと思います

んでね、しっかり計画を立てていただいて進めてい

ただくというような、これは当然ながらお願いした

いと思います。 

  ちょっといろいろお聞きするんで、あっちこっち

行くかもしれませんけど、すみません。 

  この資料の予算の概要ということで、これね、参

考資料として示していただいています。先ほどから

いろいろそれに基づいて議論をされております。 

  この左のほうの下の図というか、イラストですよ

ね、ありますよね。本市の現状なんですけど、先ほ

どちょっと私の聞き間違いとか、すみません、間違

ってたら申し訳ないんですけど、このイラストでい

くと、左のほうから取水ということで、川からと井

戸からで浄水施設があって、それぞれ配水池がここ

には二つ書いてあるんですけど、ちょっとそれぞれ

具体的に御説明いただけますか。 

○松村 諭浄水室参事 委員おっしゃっています水道

システムの概要としまして、まず、川からの取水と

しましては淀川からの取水を行って泉浄水所で処理

をしております。そのほかに大阪広域水道企業団も

淀川の水を処理をして、こちらのほうは受水をして

おりますので、そちらを行っております。取水施設

の井戸に関しましては、片山浄水所で今現在の４分

の３の施設稼働しておりまして、１万2,750ｔの処

理を行っております。行いました浄水施設につきま

しては泉浄水所、片山浄水所、配水池につきまして

は津雲配水場、佐井寺配水場、千里山配水場、山田

配水場の４か所の配水場で企業団水受水をしまして、

各家庭に送らせていただいているという状況でござ

います。 

○竹村博之委員 ということで、先ほどちょっと話し

た泉浄水所の施設については、浄水機能はもちろん

そのままで、井戸からというのはもうやってないで

すね。 
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○松村 諭浄水室参事 泉浄水所の井戸につきまして

は令和５年９月で停止をいたしまして、そこから表

流水のみの処理となってございます。 

○竹村博之委員 それで、片山浄水所は何分の１の稼

働で、浄水機能というのは、100％当然持っていく

ということで、機能としては高まっていくんですよ

ね。 

○松村 諭浄水室参事 現在の片山の処理としまして

は１万2,750ｔの処理の施設となっておりまして、

最終的には１万7,000ｔの処理をする施設となるよ

うに今進めております。 

○竹村博之委員 １万7,000ｔはいつ頃稼働できると

いう予定ですか。 

○松村 諭浄水室参事 現在の工事の予定としまして

は令和11年度頃に工事をしまして、その後に１万

7,000ｔの処理、令和12年頃から処理１万7,000ｔに

なるのかなというような見込みをしております。 

○竹村博之委員 泉浄水所で処理されている神崎川表

流水ですか、神崎川と水道事業団からの分はこれは

当然経費は発生するんですよね。片山浄水所は井戸

だから、取り込めば取り込めるほど利益率は高くな

るというふうに、ちょっと素人目ですけど、そうい

うふうに判断、理解してよろしいんですか。 

○松村 諭浄水室参事 井戸水のほう、処理流量が増

えますと、当然それに係る費用に対しての１ｔ当た

りの費用というのは下がってまいりますので、処理

量が増えれば費用的には下がってくるものと見込ん

でおります。 

○竹村博之委員 少し先にはなりますけどそういうね、

あの経費的なものが下がっていくのかなと。簡単に

はそういうふうにね、思うわけです。 

  先ほどちょっと言いましたように、必要な耐震性

の確保とかね、あるいは漏水を防いでいくというそ

ういう日々の地道な活動というのはね、しっかりや

っていただくというのと、もちろん我々、私も願っ

ているわけです。 

  それで、そうは言っても、なかなか経営的に厳し

くなってくると、今の社会情勢、経済情勢ですから、

いろんな資材とか、特に資材がね、これからまた、

中東で戦争が起こってますし、いろいろ影響がね、

心配されるところですよね。当然、人件費もこれは

必要なものはしっかり手だてしていくということで

人材の確保も含めてね、やっていただくのは必要か

なと思いますが、ほかの方も言われておりましたよ

うに、同じように市民生活も非常にね、厳しいもの

があるということで、ちょっと直ちに経営審議会に

諮問されているということで、どういう答申が返っ

てくるかはこれからですけども、やはり素直にスト

レートに料金改定を提案されたとしても、そのまま

受け入れるかというのはちょっとなかなかそうはね、

我々も市民との関係、直接こう関わっているわけで

すから、その辺はなかなかそうはいかへんだろうな

と。 

  もし、仮に料金改定があったとしても、やっぱり

低所得者の方とかですね、あるいはさっき言いまし

た福祉施設、医療施設とかね、もう大量に水が必要

で、一日も休むことができない。なかなか節約、節

水もできない。そういう方らへの手だてをどうする

かというのをやっぱり対にして、もし提案されるの

であれば、そういうのをしっかりやっていただくと

いうことがやっぱり必要かなと思います。具体的に

言うと、水道料金の減免制度とかでしょうね。 

  ほかの市では、この間、重点支援交付金が交付金

として、国から下りてきて、それを使って水道料金

の基本料金の減免というんですかね、そういったこ

ともやっておられる地方自治体もそれなりにあり、

国のほうもそれを推奨したいということもあります

から、それを導入した地方自治体もあります。通常

の施策として減免制度をね、例えば、高齢者世帯あ

るいは障がい者世帯、あるいは独り親世帯、福祉施

設とかで減免制度を導入しているところも大阪府下

でインターネットで調べると、幾つかやっぱりあり

ますね。そういうところの情報とか、そういうとこ

ろを一定考慮していくとか、これからの議論として

はどういうふうに皆さん捉えられているのかどうか

をちょっとお聞きしたいんですけど。 

○花谷 勉企画室長 水道料金につきましては、やは

り受益者負担ということが原則と考えておりまして、

その上でですね、水道料金は逓増料金制を取ってご

ざいます。逓増料金制につきましては、生活者の部
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分、いわゆる少量使用者のところと、あと大口、事

業者であるとかそういったところの部分でいいます

と、約３倍の金額差が本市において設けられており

ます。そういった、そもそも福祉的な料金制度にな

っておるというところと、あとは個別の福祉施策等

につきましては、これは水道料金でそこを手当てす

るということではないのかなというふうに考えてお

ります。あと、個別の減免ということも各市されて

いるところではあるんですけれども、ここはやっぱ

り独立採算原則に基づいて、あるいは、今ですね、

これからまた、値上げをお願いしないといけないか

もしれないという状況の中で、なかなかそこは難し

いのかなというふうに考えております。 

○竹村博之委員 水道部としてはね、そういう御答弁、

この場ではね、なるのかなとは思うんですけど、実

際にやっぱり市の施策としてね、そういうのを導入

しようとするのであればね、水道部が値上げ、もう

見直しを提案、もしするのであれば、やっぱりそう

いうことも含めて、市長なりに併せての提案という

んですかね、そういうことも必要ではないかなと思

いますね。 

  その辺のいわゆる研究というか、なかなか困窮し

ている市民に、手だてになるかとか、どういうこと

が他市ではやられてるかとかいうのは、皆さん研究

というか、その辺はどうでしょうか。ぜひ研究して

いただきたいし、どのように認識をされているのか、

ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。 

○大西 徹企画室主幹 先ほど委員がおっしゃいまし

た市民の皆様の生の声ですね、これに関しまして、

先ほどから申し上げておりますいどばた会議であり

ますとか、あるいは２年に一度、市民アンケートの

ほうも実施しております。そうしたところからアン

ケートのマークシートで何番とかであったり、もし

くはいどばた会議で生の声を書く欄もございますん

で、そうした声を把握してですね、今後のその料金

改定の内容に当たりましても、ただ、単に答申だけ

じゃなくてですね、いろんな声を踏まえて、進めて

まいる所存でございます。 

○花谷 勉企画室長 若干補足させていただきます。

他市の状況、そういった取組状況についてでござい

ますが、やはり料金改定を提案させていただくとい

ったことになった場合にはですね、そういった状況

につきましても、情報収集のほう、させていただき

たいと思います。 

○竹村博之委員 最後ですけど、まだこれ、もちろん

決まったことではないわけです。経営審議会のしっ

かりした議論もしていただいて、市民の今の暮らし

の状況もですね、しっかり見ていただいて、どうい

う方法がいいのかね、その辺は引き続き議論をして、

私もしていきたいと思いますし、経営的なものでも

う少し工夫するところがないのか、今の社会情勢も

しっかり見てみてですね、結論は市民から見て負担

になることが、決してならないようなね、そういう

市民の信頼を得るような結論を引き出していただく

ということでお願いしたいと思いますんで。これは

ちょっと引き続き市長の姿勢にも関わってくるのか

なと思いますんで、引き続き、いろいろ議論を進め

ていきたいと。決してやっておられる施策は、それ

についておかしいとかそういうことを思っておりま

せんけども、今の吹田市民の暮らしの状況とかです

ね、そういうことを見れば、もう少し慎重にいろい

ろと努力をしていただきたいということを申し上げ

まして、質問を終わります。 

○久保直子副委員長 先ほどから他の委員の皆さんの

質問を聞かせていただきまして、やはり私たち人間

が生きていく中で、一番必要なのは空気で、その次

に水という、もう大切なものを日頃より市民のため

に安定的に供給できるようにと御尽力いただいてお

り、本当にありがたいなと思いながら聞かせていた

だいておりました。 

  そして、この料金改定というところにおきまして

も、そうしなければならない状況であるということ、

物価高騰はもうこれから止まることはありませんが、

私たちの暮らしというのはどんどん貧困化している

っていう状況であり、また、いろんな管路の老朽化

において、もうお金がたくさん要るという厳しい状

況の中で、いろんなプランも立てていただいてるん

だなと思いながら聞いていたんですけれども、収益

面で事業収益の根幹となる給水収益が減っていると

いうことで、いろんなこういった要因があるんだと
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いうことを言われていたんですけれども、循環型社

会っていうことがもうこれからも追求されるでしょ

うし、微生物の力とか、そういったところに注目が

いってると思うんですね。そして、人々も残留塩素

の健康被害とかそういったことにも注目もされてい

る中で、やはり水道の水は飲めるけれども、健康に

いいのだろうかっていうようなことで、浄水器を家

に設置されたり、水を買いに行かれたり、井戸水っ

ていうか湧水をくみに遠いとこまで行かれてる人と

いうのはどんどん増えている状況だと思うんですね。 

  そんな中で吹田市は、ビール工場もありますし、

泉殿宮っていう名前からして、水が豊富だったんだ

ろうなと思われるような水源池もあるようなところ

なので、この吹田の水をブランド化するというか、

そういう方向も考えてはどうかなと思いながら聞い

てたんですが、大阪の例えば交野市なんかは、湧き

水が飲めるんだ、水道水をひねったら出てくるんで

すかね、そういうのを聞くと羨ましいなというふう

に思ったりしてたんですけれども、今の現状として

井戸用地の購入をされたりとか、あと、片山浄水所

のそういう井戸からの水の供給量を増やすっていう

ことが、今動きとしてあるみたいなんですけれども、

天然水を吹田の売りにして、ここから普通の水道水

とは違う価格帯でちょっと供給していくっていうよ

うな、そういう動きはあるんでしょうか。 

○大岡寛和総務室参事 今、現在そのブランド化とい

うことにはちょっと検討はしておりませんが、この

間、ずっとスイスイサーバーという蛇口から出る水

道水を冷やして提供するという装置なんですが、各

イベントですとか、そういった、あとは市民体育祭

などのイベントとかにも積極的にそれを持っていっ

て、参加されている市民の皆さんに直接水道水を飲

んでいただく、これ、浄水器を通さなくてもおいし

いですよねというお声をたくさん頂いておりますの

で、そういった取組というのは今後も引き続いて積

極的に吹田の水道水、おいしいですっていうような

ＰＲは続けていきたいと考えております。 

○吉井亨一水道部次長 ちょっと補足といいますか、

水をブランド化してはどうかというような御質問や

ったかと思います。 

  片山の地下水というのは、やっぱり水道で供給す

る以上は、一定処理をしなければなりませんので、

天然水というわけにはまいりません。 

  それと、過去には泉の水って言ってたかな、ペッ

トボトルにしたものを販売してたりとかしたことも

ございます。ただ、ちょっとやっぱり費用のほうが

かかりますので、それでもって入が増えるとかいう

ことにはなりませんので、断念したということもご

ざいます。 

○久保直子副委員長 泉の水っていうのもあったんで

すね。こういった取組をされている自治体さんもあ

ると思いますので、また、研究してもらえたらなと

いうふうに思います。 

  それから、管路の老朽化というのは、吹田市だけ

じゃなくってもう全国的な問題だと思いますし、や

むを得ず水道料金改定となった場合も、この本市だ

けで責任を担うっていうのには限界があるんではな

いかなというふうに思うんですが、他の自治体と一

緒になって、国に、インフラを整備するというのは、

自治体だけの責任ではちょっと限界もあると思いま

すし、何か国に要望されたりですとかいうことをこ

れまでもされたのか、今後もする予定があるのか、

現状もちょっと併せて教えてもらいたいなと思いま

す。 

○大西 徹企画室主幹 先ほど、国などへの要望です

ね、確かに施設の更新あるいは耐震化につきまして

は多額の費用がかかってございます。今後もですね、

引き続き物価上昇等もありますんで、そうしたこと

を踏まえまして、国庫補助金に関するその基準です

ね、そうした様々に企業債残高対給水収益比率であ

ったり、あるいは水道料金が幾らまで、幾ら以上が

要るとかですね、そうしたところの要望につきまし

て、基準を緩和するようにといった要望をしており

ます。また、国交省等にもですね、直接要望等も伺

ってきておりますんで、こちらのほうも引き続き進

めてまいる所存でございます。 

○久保直子副委員長 本市だけで要望というのはされ

ているんですか。それともこの辺の近隣の自治体と

か全国的にされているんでしょうか。 

○大西 徹企画室主幹 こちらの要望ですね、日本水



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

 

－ 20 － 

道協会、そうした近隣の水道事業体と共に要望のほ

うを行っております。あるいはですね、市として、

吹田市としてですね、直接要望に伺っておるといっ

た実績もございます。 

○久保直子副委員長 ぜひ粘り強く続けてもらいたい

なと思いますので、よろしくお願いします。 

  最後になんですけれども、他の委員からも多数質

問がありましたが、視察にも行きましたので、あの

人工衛星を活用した漏水探査の試行というところで

質問させていただきたいんですが、磐田市に行かせ

てもらったときに、効果としては100％でもないで

すし、すごくいいんだっていう締めくくりではなか

ったかなというふうに思うんですが、それでもやは

り取り入れるというところに、今の現状、本市の現

状として、漏水がどれぐらいあって、どれぐらいを

目指しているとか、よほどここで、何て言うんです

か、音聴調査だけでは賄い切れないんだっていう現

状があるんだというようなことがあるんでしたら、

それを教えてもらいたいなと思います。 

○谷口宗央工務室参事 今副委員長がお聞きになられ

ました漏水ということなんですけれども、大体です

ね、今、年間でまだ500件程度、漏水のほうがござ

います。私が入庁した30年以上前ですと、年間

1,000件、2,000件というような漏水があったんです

けれども、ずっとこの間、管路の更新であったりと

か、鉛製給水管を機会を捉えて取ってくることで、

一定効果が現れて、年間の漏水の件数のほうは大分

減ってきてございます。 

  ただ、調査のほうはやっぱり市内全域でかけます

と、大体年間100件から200件ぐらい、目に見えない

漏水というものが発見されるということで、やはり

八潮市で起こったようなああいったちょっと痛まし

い事故が起こらないようにということで、やはり今

後も漏水調査というのが引き続き必要になってくる

かなというふうに考えております。 

○高村将敏委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第37号及び議案第28号に対

する質疑は終了します。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 暫時休憩します。 

（午後０時８分 休憩） 

（午後１時10分 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 

  次に、議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補

正予算（第９号）中、土木部所管分、議案第36

号 令和７年度吹田市公共用地先行取得特別会計補

正予算（第２号）、議案第19号 令和８年度吹田市

一般会計予算中、土木部所管分及び議案第25号 令

和８年度吹田市公共用地先行取得特別会計予算を一

括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○川田 尚委員 議案参考資料の267ページ、千里丘

朝日が丘線の件に関することでございます。 

  非常に地域住民はじめですね、期待されている事

業の一つかと思っております。当然それに伴って期

待の反面、工事どうなってるのかっていう部分も当

然気になってるかと思いますので、その部分、お聞

かせいただきたいんですが、予定では令和10年３月

の完成という部分で進めていらっしゃるかと思うん

ですが、聞こえてくるのはなかなか工事順調に進ん

でるのかなどうなのかなっていう部分が私の耳にも

入ってきています。今の地域整備推進室から見て、

令和10年３月という部分の工程においてはどのよう

な進捗をお考えでしょうか、お聞かせいただければ

と思います。 

○杉澤秀幸地域整備推進室参事 まず、令和７年度の

進捗ですけれども、用地の取得は１件ございまして、

全体で19件のうち10件の取得状況になっております。 

  今後、令和10年末の完成というところの御質問で

ございますけれども、我々としては、残りの未取得

用地の早期取得が最大の課題というふうには捉えて

ございます。 

  ただ、事業のスケジュールとしましては押してい

る状況というふうには状況は捉えておりまして、た

だ、担当としましては、今の現段階では、令和10年

３月末、残り２年の中で、道路完成を目指して進め

てまいりたいと考えております。 

○川田 尚委員 ぜひ本当に、繰り返しますけど、吹

田市だけではないんですけど、地域住民さん本当に
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期待している事業であります。ただ、私も前回も何

度か委員会でも、この場でもね、お伝えさせていた

だいてるんですけど、相手さんのある話でもありま

すので、丁寧に取り組んでいただきたいのはもちろ

んなんですけど、とはいえ、やはり公共という部分

がございます。公共の福祉という部分の観点からも

考えて、しかるべきタイミングでしかるべき判断を

しなきゃならないときもあるかと思いますので、令

和10年３月という部分は、要望とすれば崩さずにで

すね、進めていくスキームを改めて立てていただい

て、しっかりとした進捗を期待しておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

  それでは引き続きでございますが、これも議案参

考資料の中から、上の川の周辺整備事業について、

275ページでございます。 

  今月末にですね、第１期っていうんでしょうか、

300ｍ区間がですね、完成の見込みを立ってるとい

う部分でお話聞いております。非常にこれ、ここも

ですね、もう本当に地域住民の皆様から、もう何年

も前からですね、期待されていた、また、課題とな

っていたことが、もうやっと目に見える形で整備が

進んだんだなという部分が出てきております。私も

地域住民の一人として、非常に感慨深いものがあり

ますので、いろんな御努力あったかと思います。私

の素人意見でいきますと、河川の整備、非常にね、

厳しいなという部分は見聞きしているつもりではい

ます。その中、本当に吹田市ね、本当に府、国と調

整があったかと思いますけど、ここまでよく来てく

れたなと思っています。 

  その部分でいきますと、今度、２期区間っていう

んでしょうか、350ｍ区間あるかと思うんですが、

現状ですね、大阪府とはどのような状況となってい

ますでしょうか。お話しできる範囲で結構ですので、

進捗含めた状況をお聞かせください。 

○大野和也地域整備推進室主幹 ２期区間に関しまし

て今年度の成果というか、大阪府との状況といった

ところで御理解させていただきましたけれども、令

和７年８月、府との意見交換会において事業の確実

な推進に必要な河川上部空間を活用した遊歩道整備

の必要性について御理解をいただいておりまして、

その手段としての河川暗渠化の実現に向けて大きく

三つの条件を頂いておりますというお話を前回の委

員会でもさせていただきました。その条件を満たす

ために関係機関協議を進めてまいりまして、予備設

計業務で整理、検討してまいりました。 

  その予備設計業務におきましては、河川上部空間

を活用するまちづくり、イコール遊歩道整備がいか

に必要性が高い事業であるかを資料や定量的な数値

などを用いてお示しさせていただきました。河川暗

渠化構造を設計するための基本条件などについてお

示しさせていただき、原則認められていない暗渠化

について河川管理者の確認をいただき、合意を頂い

たといったところでございます。 

○川田 尚委員 本当に順調に進んでいるものと理解

いたしますので、これも非常に難しい部分があるか

と思いますが、慎重な上にも、また期待の裏返しも

ありますので、どうか地域整備推進室の皆さん、大

変かと思いますけど、こちらもですね、引き続き御

尽力いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  私は一旦、置いておきます。 

○竹村博之委員 これ、上の川、今あったんで、重な

るかもしれませんけど、すみません。 

  まず、ちょっとおさらいですけど、１期区間で整

備ということで、長い事業でしたけども、今日も通

ってきましたけど、なかなかきれいになったなと思

って、よかったなと思ってますけど、取りあえず、

この１期区間整備の費用ですね、ちょっとおさらい

みたいですけど、国、府の１期区間の工事費の財源

構成だけちょっと、改めてお願いします。 

○大野和也地域整備推進室主幹 １期区間に関しまし

て、財源費用といったところかと思いますけれども、

遊歩道の整備に関しましては、約23.2億円ほど、本

市が15.7億円、大阪府が約7.5億円といったところ

でございますけれども、今年度も工事を行っており

ましたので、まだ決算額といったところではないと

いったところで御理解いただきたいと思います。 

  また、あと１期区間といったところになりますと、

我々、葦葉橋及び花壇踏切に関しましても１期区間

として事業実施いたしました。こちらのほうは約

6.7億円といったところでございます。 
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○竹村博之委員 １期区間についてもこれからだとい

うことですけども、まず、府との協議は先ほどあり

ましたけど、もう、これ、調ったということで理解

していいんですね。 

○大野和也地域整備推進室主幹 暗渠化へ向けての河

川管理者の確認をいただき、そこに関しては合意、

一定いただいているといったところでございますけ

れども、一番重要に今後なってきますのは、２期区

間の事業につきましては、本市が基盤整備工事を施

工するといったところから、河川法第20条の規定に

より、河川管理者以外の者が施工する工事等の承認、

この法に関する承認が必要となります。今後はこの

承認を得ることが最も重要な手続といったところで

考えております。 

○竹村博之委員 いろいろね、実務的なことこれから

ですけど、恐らく実際にはもう実質始まっていくと

いうことですけど、これ、現時点での財源というか、

予算ですね。何か大まかでいいんですけど、これも

国や府の補助金とか、その辺は大まかで分かるんで

したら教えていただけたら。 

○大野和也地域整備推進室主幹 財源に関しましては

今回、１区期間と同様に国の補助金を活用していく

といったところでございますけれども、必要な額を

要求していくといったところではございますけれど

も、要求の金額に関しましては来年度で例えば申し

ますと、議案参考資料275ページにありますとおり、

歳入予定として1,550万といったところが都市構造

再編集中支援事業補助金として見込んでいるといっ

たところでございます。 

○竹村博之委員 それ、しっかりね、国の補助をしっ

かり受けてやってほしいなと思います。 

  それで、この周辺道路の歩行者安全対策というこ

とで、これも新年度、進めていくということです。 

  これについてちょっと、３か所かほどの話になる

んですけども、資料を頂いています。 

  市道円山垂水３号線、垂水保育園の前ですね。こ

れ、以前からあそこの保育園の送り迎えのね、親御

さんが出たり入ったりするいうことで、非常に抜け

道になっておりましたし、スピードもね、上げてみ

たいな、そういう車も比較的、朝とか夕方とかね、

多かったかなと思うんですけど、これは改善をね、

以前からずっと要望してきたかなと思います。 

  それと含めてですね、あと市道の山手町56号線や

それから、市道片山町21号線、市道出口町、ちょっ

とこれ、改善をしていただくのはすごいいいことだ

と思うんですけど、何か地域からの要望とか、ある

いは地域との協議とか、その辺がもしある中でのこ

の事業なのかどうか、その点だけちょっとお聞かせ

いただけますか。 

○大野和也地域整備推進室主幹 いずれの案件、市道

山手町56号線ほか、３番の市道片山町21号線、市道

出口町１号線につきましても、以前、市民さんから

お声が上がっていたものといったものでございます。 

○竹村博之委員 それからですね、ちょっと同じよう

に地域からもというか、私もあそこの豊津駅前のと

ころは、毎日のように通りますのでね。あそこの交

通安全といいますか、歩行者とか自転車の、車が通

りますんで、特に４月から道路交通法の関係でね、

自転車走行とかですね、その辺の安全面での取組が

強化されるということで、豊津駅前も御存じだと思

うんですけど、やっぱり自転車がね、歩道を走った

り、駅前というか、その豊津駅上がったところのバ

ス停があって、あそこの踏切からちょうど交番まで

の間ですよね。ちょっと自転車の走行を誘導するに

当たってね、ほかでもやってますけど、矢羽根の設

置とかありますよね。自転車左通行ですよというの

が分かるように。そういったものも必要じゃないか

なと。やっぱり逆走する自転車も多いですしね、歩

道を走る自転車も多いんですよ。ちょっとこれ１回

ね、現地もやっぱり見ていただいて、自転車走行を

しっかりやっていただく、ルールをしっかり知って

いただくいうことで、ちょっと追加で、何か手だて

を打っていただけたらいいんじゃないかなと思うん

ですけど、その点、御認識、もしありましたらお願

いします。 

○大野和也地域整備推進室主幹 踏切から交番までと

いったところに関しましては、府道といったところ

になりますので、この後、道路管理者も共有したい

というふうに思っておりますけれども、今回、我々

整備させていただきました府道吹田箕面線の約300
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ｍ区間に関しましては矢羽根の設置に関しまして、

計画段階で道路交通管理者と協議いたしましたけれ

ども、300ｍ区間だけに矢羽根を設置した場合、起

点と終点部、突然狭くなるといったところで危険で

あるといったところの見解を頂きまして、現段階で

の矢羽根設置は断念いたしました。 

  将来、府道に矢羽根設置が可能となるよう、車道

の端部の構造的なところの工夫をしており、車道端

部まで寄っても自転車を走行させやすくはさせてい

ただいたといったところでございます。 

  今後ですけれども、原則、自転車の走行は車道の

左端っことなっておりますけれども、２期区間とし

て、花壇踏切までの遊歩道を延伸していく計画にお

きまして、起点となる今回の上の川橋から終点とな

る花壇踏切までと、周辺の市道の状況なんかも踏ま

えまして、矢羽根の設置に関し、交通管理者や道路

管理者と協議開始しておりまして、２期区間の完成

に合わせて、一連の矢羽根設置を計画していきたい

というふうに考えております。 

○竹村博之委員 分かりました。ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

  それから、２期区間のその延長をしていくわけで

すけど、あそこの大学踏切がありますね。今の現状

で言うと、なかなか歩道、踏切が狭いですから、朝

とかはもう自転車やら何やらでこうなってるんです

けど、あそこは当然ながら２期工事の中で改善して

いくというふうに理解をしてよろしいでしょうか。 

○大野和也地域整備推進室主幹 そのように理解して

いただいて結構でございますけれども、大学踏切道、

これの拡幅の順序というものがございまして、踏切

に接続される道路を先に拡幅することが必須という

ふうにされておりまして、現在、踏切の東側におき

ましては市道千里山東山手線、これの歩道拡幅を来

年度予算として工事費、要望させていただいており

ますけれども、その後、踏切の西側のほうを遊歩道

整備と併せてやっていくといったところになりまし

て、大学踏切の拡幅自体はその後になるといったと

ころになっております。 

○竹村博之委員 ということで何年後というか何かめ

どみたいなんありますか。 

○大野和也地域整備推進室主幹 今後、基盤整備工事

が進んでいき、まずは用地が創出できた後といった

ところになりますので、時期としてはその時期なん

ですけれども、現段階におきまして令和10年度とか

令和11年度とかといったところのはっきりした、す

みません、計画につきましては差し控えさせていた

だければというふうに思います。 

○久保直子副委員長 佐井寺西土地区画整理事業にお

いての質問をさせていただきたいんですけれども、

以前、説明会におきまして住民の方より、振動が激

しくて、日常生活に少し支障も来たしているんだっ

ていうような、お声が上がってたと思うんですが、

こういった工事を進めるに当たりまして、住民の方

からどのような声が上がっていて、どのように対応

されているのかお聞かせください。 

○東 大輔地域整備推進室主査 今、頂いている苦情

としましては騒音、振動、粉じん、あと、工事車両

の走行について御意見頂いております。 

  それぞれですね、騒音、振動につきましては、事

業域内を３ｍの高さの万能塀で囲わせていただいて

おりまして、一応そこで一定の騒音、振動の防護と

いうのを取らさせていただいております。 

  あと、施工に当たっての振動につきましては、家

屋の近接では小型重機を使わせていただいておりま

して、重機の走行につきましては、また、低速で走

らせるよう、業者のほうに指示させていただいてお

ります。 

  あと、粉じんですね。粉じんのほう、先ほどの万

能塀もそうなんですが、あと、定期的に散水車を走

らせていただきまして、場内の散水、水で砂を湿ら

すことで、砂が舞い上がらないようにっていう形を

取らさせていただいております。 

  あと、工事車両の走行につきましてはこちら、ド

ライバーへの指示というのをちょっと徹底させてい

ただいております。 

○久保直子副委員長 しっかり対応していただいてる

ということで、引き続きよろしくお願いいたします。 

  あと、農地といいますか、何ていうんですか、自

然の中にいたアライグマとか動物のすみかっていう

ところでも、ちょっと声を聞いたことがあるんです
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けれども、動物被害というか、動物の状況が分かり

ましたら教えていただきたいんですけれども。 

○東 大輔地域整備推進室主査 動物に関しましては、

アライグマというのが工事前のほうで、住民の方も

含めて発見されていたんですが、こちら、環境影響

評価の中では害獣となりますんで、駆除対象となっ

てきます。ですが、ちょっとそこの捕獲のほうが至

らなかったため、そのままになっているところです。 

○久保直子副委員長 何て言うんですか、生態状況と

かもしっかりまた、見守っていただきたいなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○竹村博之委員 資料を頂いていたんで、佐井寺西土

地区画整理事業の全体ということで、要求資料15ペ

ージです。 

  全体像ということなんで、これ、こんだけの大き

な事業だなということも改めて思うわけですけれど

も、それで、実はこの補正予算でね、繰越明許とい

うことで、佐井寺西土地区画整理事業７億7,734万

7,000円ですかね、これが出てるんですけど、これ、

ちょっと御説明いただけますでしょうか。 

○荒井猛嗣地域整備推進室参事 佐井寺西土地区画整

理事業におけます繰越明許費７億7,734万7,000円の

内訳でございますが、大きく申し上げますと、委託

料のほうで約５億5,000万円、工事請負費のほうで

約２億1,000万円、補償、補塡及び賠償金のほうが

約2,000万円となっております。 

  主な理由としまして、関係機関との協議等にやっ

ぱり時間を要しているというところが主な原因とな

っております。 

○竹村博之委員 分かりました。特にこの用地取得等

で一番金額が大きいわけですけど、これはちょっと

どういう仕組みなのか、区画整理ですから、工事し

て、用地取得というのはどういうことですかね、御

説明ください。 

○荒井猛嗣地域整備推進室参事 資料の用地取得等と

いうことで、令和７年度以前までが63億6,000万円

上がっておるんですけれども、主にはですね、一つ

は記載させていただいておりますとおり、用地を取

得するための費用、土地代とその上に建っている建

物とかの費用とですね、あと、今回土地区画整理事

業ということですので、換地ということで、簡単に

申し上げますと、一旦、お持ちの土地からどいてい

ただきまして、どいたところを我々が整備をきれい

にしまして、またお返しするということになってる

んですけれども、そのどいていただくとき、これも

ちろん建物が建っておりましたら建物の補償をした

り、また、どいていただいてる間、例えば建物でし

たら、仮の住居の費用とかかかっておりますけども、

その辺の補償の費用等を含んでおります。 

○竹村博之委員 もう一つだけ、すみません。この公

園整備工事ということで、これは造成とか、いろん

な関係が終わった後に公園というのはね、整備され

ていくと思うんですけども、この公園は区画整理の

中で、何て言うんですかね、地権者の方から一定提

供してもらったところを、吹田市が公園として使う

というそういうことなんですよね。 

○奥村豊三地域整備推進室主幹 公園含め、公共用地

は地権者様からの減歩によって造られます。 

○竹村博之委員 分かりました。それなりの広さの公

園が確保できるんかなと思いますんで、また、いい

公園になるようにね、いろいろ検討を地域の方のお

声も聞いていただいてね、やってほしいなと思って

ます。 

以上です。 

○高村将敏委員長 質疑の途中ですが、職員入替えの

ため、暫時休憩します。 

（午後１時39分 休憩） 

（午後１時41分 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○竹村博之委員 東西道路についてお聞きをしたいこ

とがありますので、関係する都市計画部職員の御出

席をお願いします。 

○高村将敏委員長 ただいま竹村委員から都市計画部

の職員の出席要請がありましたので、出席を求めま

す。 

  暫時休憩します。 

（午後１時42分 休憩） 

（午後１時43分 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 
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  都市計画部の職員に出席していただきました。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○竹村博之委員 予算の審議としては、土木部の予算

が出てるんですけど、経過がありますんで、都市計

画部の方に御出席いただきました。 

  それで、そもそもこの東西道路の事業の経過とス

ケジュールと必要な予算について、改めてお聞かせ

いただけますでしょうか。 

○古川康次郎計画調整室主幹 まず、経過といたしま

して、ＪＲ吹田駅北側に位置する片山町２丁目及び

朝日が丘町周辺におきましては、大学・商業施設の

進出や市民病院の移転といった土地利用動向を受け

まして、平成27年度から地域との意見交換を行い、

平成29年度には当該エリアのまちづくり方針案の検

討に着手し、この中で東西交通機能の確保が地域課

題の一つであると確認されたところです。 

  この課題を解決するため、検討の前提として、道

路として望ましい線形や構造となるよう検討を行い、

現道を拡幅して整備することが、東西交通機能を確

保する上で望ましい道路の案として整備されました

が、その後、実現に向けての最大の懸案事項は用地

取得となっておりました。 

  当該道路は地権者の理解と協力が必要な任意によ

る用地取得となりますことから、長期化が想定され、

地域課題の早期解決には、当時、用地取得が不要と

なる旧吹田市民病院跡地を活用した整備が合理的で

あると判断し、庁内関係部署で構成されるまちづく

り検討委員会におきまして、東西交通機能の確保に

ついて共有し、意見聴取を行ってきたところです。 

  また、平成30年度には関係25団体から要望書が提

出され、道路の早期整備が求められていました。 

  これらの経過を踏まえまして、旧吹田市民病院跡

地売却公募の基本条件に、買受者による９ｍ以上の

道路の整備及び市への移管を盛り込みまして、跡地

整備と併せて東西道路整備を行うことといたしまし

た。 

  しかし、市立吹田市民病院が令和元年度及び令和

３年度に行った公募は事業者決定に至っておらず、

東西交通機能の確保はいまだ実現しておりません。 

  そのような状況の中、当時最も懸案事項となって

おりました用地買収について、地権者交渉を精力的

に重ねてきた結果、当該エリアの地域課題解決に対

する理解とそれに伴う道路の拡幅整備について協力

意向が示されたところです。 

  このため、令和６年度に技術的検討及び関係権利

者、交通管理者、道路管理者との協議を行い、一定

の実現性が確認できたなど、拡幅整備に向けた条件

の整理ができたため、平成27年度から地域課題の一

つである東西交通機能の確保について早期の実現に

向け、市が主体となって東西道路の整備を進めるも

のといたしたものでございます。 

  スケジュールにつきましては、今後、令和８年度

に道路の詳細設計を行いまして、令和９年度、令和

10年度の２か年をかけて道路整備工事のほう進めま

して、供用開始というところを目指して進めており

ます。 

  全体の工事費につきましては、約4.7億円となっ

ておりまして、設計に関する費用が、内訳としまし

て設計に関する費用が約1,000万円、それから用地

取得に関する関連経費が２億2,000万円、それから

設計を含む工事に関する費用が約２億4,000万円と

いうことで見込んでおります。 

○竹村博之委員 それでですね、必要な予算というこ

とで、これ、今年度ですね、2025年度の予算で２億

1,878万5,000円を計上されたんですけども、実際に

は道路の取得等はされてないということだと思うん

ですよね。それは補正予算の中で繰越明許というこ

とで、計上をされているわけです。 

  お聞きしたいのは、なぜ、さっき言われたのは土

地の買収については一定の話合いがついてたという

ことですけど、いまだに予算を執行されてないのは

どういう理由なんですか。 

○白澤静敏計画調整室参事 用地取得の地権者のほう

から用地取得の意向につきましては前向きな回答は

得ているんですけれども、用地取得に当たりまして

の具体的な条件につきまして、現在、交渉のほうを

重ねているところでございます。 

○竹村博之委員 それで、そういう状況の中で、まだ

話合いが続いている、いろいろ協議が続いている中

で、まだ用地も取得していないんだけど、あとは新
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年度予算で東西道路の設計委託の予算がね、提案さ

れているわけですよね。これ、本会議の私の会派の

同僚議員の質問でもお答えされていますけど、まだ

協議が調っていないと。調っていない中身が一つは

土地のことは言われましたけど、もう一つ大きな点

でいうと、警察との協議ですね。警察との協議が調

っていないと。要は、交差点の信号機設置の有無に

ついてのそういう新しい道路を造ったときの交差点

をね、どういうふうにするかというのが調っていな

いということなんですよね。 

  ずっと以前からね、先ほど経過を述べられました

けど、もう大分前からのこの話になってるわけで、

要は見通しがあるのかというのはね、非常に疑問と

してあるわけです。スケジュールだけは立てられて

いるけれども、実際の物理的な、もういろんなこと

なしに、あそこに信号ができるのかどうか、信号が

できなかったらどうするのか。何かもう、すぐ話が

ね、調うような話かなって、勝手に思っているんで

すけど、何がネックになっているのか、どうしたい

のか、警察はどういうふうに言っておられるのかね、

ちょっとそこをしっかり説明してもらえますでしょ

うか。 

○白澤静敏計画調整室参事 現在の東西道路と片山坂

において新設される交差点につきましては、既存の

信号交差点が近接していることから、信号を誤認す

ることなく、また、交通の円滑に支障を及ぼさない

交線にするように、今、交通管理者のほうから指摘

を受けております。 

  現在、交通管理者のほうとその諸課題につきまし

て解決するために、交通シミュレーションを繰り返

しながら意見交換を行い、協議のほうを重ねている

ところではございます。 

○竹村博之委員 場所がね、口で言うてますんですけ

ど、大体、皆さんはこちらは分かってるし、こっち

も分かってはると思うんですけど、ちょっと、何か

用意していただいてるんでしたら、それも見ながら

と思います。よろしいですか、委員長。 

○高村将敏委員長 はい。 

○竹村博之委員 ありがとうございます。 

  去年提案されたときの議案参考資料として出され

た地図です。 

  今言ってるのはそこの朝日が丘南遊園のところを

東に出たところの交差点で、お聞きしたいのはね、

北側にすぐ信号がありますでしょ。その間、そのま

まストレートに出たら、たかだか20ｍぐらいなのか

なと思うんですけど、どうしたら警察との協議が調

うのか、どういう条件なら調うかをちょっと示して

いただきたいんです。 

○白澤静敏計画調整室参事 今委員のほうから頂いた

質問につきましては、ちょっと図を用いまして説明

のほうさせていただければと思います。 

  東西道路と片山坂に新設される交差点につきまし

ては、先ほど御説明しましたとおり、近接する信号

交差点に、近接して位置しますので、交通管理者の

ほうから信号が連続いたしますので、信号の誤認の

問題でありますとか、交差点が大変近接することか

ら、車の流れが複雑になりますので、交通の円滑化

についての課題を今頂いているところでございます。 

  これら諸課題のほうを解決するために、現在も先

ほど申し上げました交通シミュレーションのほうを

繰り返しながら、この交通の円滑性を担保しつつ、

なおかつこの信号は誤認しないような信号制御方法

につきまして、現在、協議を進めているところでご

ざいます。 

○竹村博之委員 協議、シミュレーションされてるい

うことですけど、できるんですか、要は。というか、

信号をつけるというのは、はっきりしているんです

か。東西道路と予定のところが出たところの交差点

に信号をつけなければならないというのははっきり

としているんでしょうか。 

○白澤静敏計画調整室参事 今、交通管理者のほうと、

片山坂と東西道路に新設される交差点につきまして

は、信号設置を前提で協議のほうを進めております。 

○竹村博之委員 ですけども、なかなかシミュレーシ

ョンをされているということですけど、このままの

形状では難しいんでしょうね、多分。だから、ちょ

っと見通しがね、どうなのかいうのを、もう１年た

ってますから、示していただかないと、昨年、用地

買収の予算を議会として認め、それがちょっと１年

たっても調わないのに、新年度予算では設計の予算
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が出ているわけですから、いつまでこれをね、予算

ばかり重ねてやっていくのかということなんですよ。 

  お聞きしたいのは、もしね、信号はつけれないと。

信号がもうちょっと難しいということになれば、こ

の東西道路というのは、そもそも可能なんでしょう

か。 

○白澤静敏計画調整室参事 東西道路と片山坂の新設

されます交差点の安全確保につきましては、信号設

置が必要だと考えておりますので、信号設置ができ

ない場合につきましては、ちょっと事業の検討につ

きまして見直す必要があるかと考えております。 

○竹村博之委員 ちょっとこれではね、予算を認める

かどうかという非常に大事な、多額の予算ですから、

総額４億7,000万円というんですかね、そういう予

算の審議に当然関わっていくわけですから、ちょっ

とこのままではね、なかなか大丈夫かと、見通しが

あるのかということを言わざるを得ないと思います。

とにかくスケジュールありきで進められている感が

しております。 

  こういうなかなか進まないと、先ほども言われて

ましたけど、なかなかうまく進んでないということ

もお認めになった御発言があったんかなとお聞きし

たんですけど、このままずるずると行きますとね、

旧市民病院の跡地の売却にやはり支障が出てくると

いうふうに、もう既にそういうことが言われていま

すから、これからもっと支障、いろいろ影響が出て

くるのではないかと思いますけれども、その点どう

でしょうか。 

○古川康次郎計画調整室主幹 これまで交通管理者協

議のほうを数回行ってまいりまして、通常数か月に

１回というような頻度で協議のほうを進めるのが通

常なんですが、この間、交通管理者とも協議のペー

スを上げて、いよいよ方向性を出していこうという

ことで協議のほうを詰めて進めておりますので、で

きるだけ早期に警察協議のほうを調えていきたいと

いうふうに考えてございます。 

○竹村博之委員 一応そういう見通しが甘いのではな

いかということと、他の事業に悪影響を及ぼしてい

るのではないかという、そういうふうに思っていま

す。北側の信号ですね、それと今度その取付道路の

ところの出たとこ信号というか、今の道路でいうと

何メートルですか、この距離は。 

○白澤静敏計画調整室参事 約40ｍになっております。 

○竹村博之委員 警察は、そこはどういうふうな見解

でしょうか。 

○白澤静敏計画調整室参事 既存の信号交差点のほう

と、これから新設する信号交差点が近接することに

よりまして、信号の誤認の問題でありますとか、連

続する交差点になってまいりますので、車両の通行

とかそういったことの円滑化について課題があると

いうことではお聞きしております。 

○竹村博之委員 なかなかちょっとある意味、らちが

明かんというか、見通しが立たないなという印象を

強くしています。先ほど言いましたように、他の事

業にも影響が大きくなってくる前に、一旦ね、本事

業については立ち止まって、検証すべきではないか

ということを申し上げて、一旦、置いておきます。 

○井口直美委員 東西道路の件で質問させていただき

たいんですけれども、地元としてはね、東西道路を

造った後、これ多分、片山坂から下りてきて、江坂

のほうに行くところの抜け道になるんじゃないかな

という懸念があります。というのは、今だったら知

ってる人しか、豊津駅のほうに行くのに鋭角にぐる

っと回って、大和大学のところを通って、ライフの

横から右に行くんですけど、結構、ずっと下りて行

くのはいいんですけど、ライフに行くときに１回左

に曲がる道があるところがあるんですよ。あそこ、

結構狭くて、ライフから上がってくる車と、上から

下りてくる車というのは自転車も結構スピード出て

るし、車も結構スピード出てるんですよ。それが見

通しが悪いから、膨らんで左に曲がるんですよ。で

も、下から来たらそれが見えないから、そこで結構、

正面衝突じゃないけども、鉢合わせになることって

結構あるんで、そこの対策というのは何か考えては

いただけないのかなっていうふうに思ってるんです。 

  それと、あと、ここの東西道路って、両方向に相

互通行ですよね。そしたら、ちゃんと中に中央線か

何か引くんですかね。どんな感じですか。信号もつ

くかつかないかっていうところ、今、竹村委員おっ

しゃっていましたけども、その道自体は相互で、中
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央線、ちゃんと引くんですか。そのままずっと下の

ほうまで引いていただけるんですか。どんな感じで

考えているのか教えてください。 

○古川康次郎計画調整室主幹 御指摘の箇所につきま

しては現在でも一定の交通量があるというふうに認

識しておりますが、今回の東西道路は都市計画道路

のような広域的な交通ネットワークを形成するもの

ではないというふうに考えておりまして、あくまで

も地域課題の解決ということで取り組ませていただ

いております。 

  大幅な交通量の増加の要因としましては、大幅な

その土地利用転換が起こる場合ですとか、広域的な

ネットワークの形成が起きたような場合に見込まれ

るものと考えておりまして、現在でおきますと、今

後、旧市民病院跡地の売却によりまして土地利用の

転換が見込まれますことから、そういった状況のほ

う、注視していきたいというふうに考えております。 

  あと、東西道路の中央部分に車線の分離をする白

線が引かれるかということなんですが、一応引く方

向で、今設計のほうは進めております。 

○井口直美委員 ということは東西道路に関しては引

けるぐらいの道幅を造ると。そっから先というのは、

今もね、あの止まれとかいう表示はあるんですけど、

それからずっとこう下行って、多分このままで行っ

たら、片山坂のところの交差点とそれから西の庄町

の交差点がワープできるんですよ、豊津のほうに行

くのにね。だから、今はナビのほうには入ってない

のに、ですけど、ナビのほうに入っちゃうと、多分

抜け道のようになっていって、そこのライフに上が

っていくところの左側のところで、結構、自転車も

高齢者の人も歩いてはること多いんでね。あそこ狭

いから歩道もないですからね、なかなかちょっと対

策なり、ちょっと広げてもらわないと危ないんじゃ

ないかなっていうふうに思っています。 

  一つ、ちょっと竹村委員の資料をちょっとお借り

していいですか。上の川周辺の事業のね、一番下に

３番のところで、市道路の片山線の予算がついてる

じゃないですか。これは一体どういうことなんです

か。 

  ちょっと共有してほしいです、やっぱり土木の方

も。結構、あそこね、本当に危ないんで、どうかよ

ろしくお願いします。 

○真壁賢治土木部長 総括的な御答弁ということで、

土木部長から御答弁させていただきます。 

  東西道路の整備も、整備に入る段階になりますと、

当然、土木部のほうでさせていただきます。その整

備以降、管理も我々がやっていくことになりますし、

併せて交通管理というのは土木部の仕事ではござい

ますので、先ほど井口委員から御指摘のあったとこ

ろというのは、確かに駅のほうに真っすぐ川沿いに

渡られる歩行者や自転車の方と車がちょうど交差す

るような場所であることも認識はしておりますので、

我々としても、先ほど担当からありましたとおり、

交通量が既に今でも多くて、地域課題としてあると

いうふうに認識はしておりますので、今回の作業担

当からもありましたとおり、東西道路自身も地域課

題の解決やということで、当然、一つ一つ、そうや

って地域課題の解決というのはしていかなきゃいけ

ないですし、今回の整備によって、さらにまた課題

が増えるようなことにならないように、我々として

も十分注意しながら整備をしていかなきゃいけない

と認識をしておりますので、御理解いただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○浜川 剛委員 すみません、東西道路の先ほどから

の質疑で確認だけしたいんですけども、警察との新

しいところに信号をどうつけるか云々で、通常より

は頻度が多く協議もしてしていただいているとお聞

きもしまして、また、シミュレーションを重ねなが

ら継続しているということで、こうつけたらどうで

すか、ああつけたらどうですかということを重ねて

いるんやろうなとは思うんですけども、実際に、そ

うしたら、今までの協議の中で、当てというか、こ

れだったら警察はオーケーしてもらえるな、また、

事故とかの可能性も極力減らせるなというめどとい

うか、自分たちのプラン、これだったら通るだろう

というプランって今現在、お持ちなんですか。 

○白澤静敏計画調整室参事 現在、交通管理者の協議

のほうなんですけれども、当初、複数案あった案を

徐々に絞っていった形で今、協議のほうを進めてお

りますので、また、相手がいることですので、いつ
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までとはなかなか申し上げられないんですが、具体

的な安全な交差点形状の作成に向けて、今、協議を

進めているところでございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。相手のあることなの

で、いつまでにというのはなかなか決められないと

は思いますけども、ただ冒頭に令和８年度で詳細設

計をして、令和９年、令和10年で整備工事をすると

いうスケジュールから考えると、令和８年度の中で

もぎりぎりまで引っ張ることもできないのかなとは

思うので、そこは頑張って、状況によってはまた白

黒はっきりせなあかんとかと思うんですけど、その

ときに、そこにはすぐ横に片山小学校があって、実

際に児童の通学路でもありますし、すぐ南には、東

西道路のすぐ北側になりますけども、地区の公民館、

児童センターとかが３館合同である場所です。 

今までは、東西道路がなかったら、朝日が丘南遊

園はもう車も通らないような本当に筒抜けの状態で、

自由に使える状態だったところなので、そういった

子供たちへの安全対策というのも今、どのような協

議とかで進められてるのか、お聞きしたいんですけ

ど。 

○白澤静敏計画調整室参事 現在の警察との協議状況

なんですが、先ほど述べました信号の制御や交通の

円滑化以外にも、当然、議員から御指摘いただきま

した歩行者の安全性につきまして、十分協議を重ね

ているところでございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。しっかりとね、車だ

けじゃなくて歩行者の安全も、特に子供とかなので、

通学とか放課後等の事故等がないようには考えてい

ただきたいと思いますので、これは要望として申し

上げておきます。 

○白石 透委員 いろいろ話を聞いていて、具体的に

話が出てたんですけど、これもここで進めていくの

がいいと思うんですけど、地元に状況提供というか

進捗状況というか、そういう場はあるんですか。 

○古川康次郎計画調整室主幹 片山地区連合自治会の

役員会におきまして、令和７年の４月に一度、事業

の目的と、あと概要のほうを御説明させていただい

ております。 

  今後につきましては、交通管理者協議と一定、方

向性が整った段階で、再度、会長のほうと相談しな

がら、どのような周知をしていくのかというところ

を相談していきたいと考えております。 

○白石 透委員 最終的には連合とかになるんかなと

思うんですけど、多分、当初、いろいろ直接耳に入

ってる件もあるんで、やっぱりこれ、ほらねってな

らんように、説明しながら固めていくみたいな、そ

ういう方向でやっていかんと、後でまた、どうのこ

うのなるんで、情報公開もよろしくお願いします。 

  一旦、置きます。 

○竹村博之委員 ここの信号、警察協議がもう肝だと

思うんですよね。さっき、用地の関係は、これが決

まって本当にやるかどうか決まらないと、用地は買

ったわできひんかったわなんてどうしようもない話

になるのでね、とにかくあそこに本当に信号ができ

ひんかったら、もうこの位置では無理ですって、さ

っきそういう類いのことを言わはりましたからね。

だから、そこは信号ができるかどうかってあるんで

すけど、距離が50ｍしかないと、そこで信号が赤や

黄や何やって変わったら、もうそら大変なことにな

りますわ。 

だから、考えてはることで、例えばここの間を空

けようと思ったら、ここの朝日が丘の公園をね、も

う半分ぐらい、ぱっと突き抜けて、10ｍとか増やす

というシミュレーションを多分してはるんじゃない

ですか。そやけど、ここは遊園やから、児童センタ

ーがあって、前に小学校もあるしね、子供が公園で

遊んでるのに、公園をほとんど潰してしまうような

ことはやっぱりよくないですよ。 

だから、今、相手があるので、中身までは言われ

ないと、そのとおりだと思いますけど、やっぱり今

そこで子供たちが遊んで、やっぱり利用者がいてと

いうとこら辺はね、しっかり考えてやってもらわな

いと、地元からもやっぱりいろいろ逆の意見が当然、

出てくると思いますよ。 

  決まらないと皆さん、設計のために動けないわけ

ですよね。何も動けない。これはそやけど、ちょっ

と予算の使い方としてね、予算が決まっていないの

に繰越明許が出て、まだ先は分からへんのに予算だ

け組んで提案するということ自体が私はちょっとあ
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んまりよくないんちゃうかなと思います。 

  そこだけ、土木部としてはどういうふうに思われ

ているのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

○浅井義弘道路室参事 予算要望時は、今年度中に事

業が確定するというふうに認識していましたので、

令和８年度当初予算で上げております。 

○真壁賢治土木部長 補足説明させていただきますと、

先ほど担当からありましたように、当初予算を組む

ときには、当然、今言った状況でございますが、併

せて、今、我々が出すのは詳細設計といいまして、

現場を工事するための工事図面を作ったりとか積算

の資料を作るのが我々の仕事でして、その前の予備

設計と、基本的にどういうふうな形にするか、道路

の線形であったりという設計は、既に都市計画部の

ほうで進めている状況であります。 

  今、先ほど進めている協議であったり基本設計、

予備設計が上がりますと、すぐに我々としたら、詳

細設計を出して動いていかなきゃいけないというこ

とで、それが決まってから、例えば補正予算で上げ

てっていいますと、さらに入札の時間が必要になる

ということで、さらに遅れが生じるということもご

ざいますので、我々としたら、予算をお認めいただ

きまして、その方向性が決まり次第、答えが出次第、

すぐに動けるようなということも踏まえまして、現

スケジュールでいきたいというふうに思っておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

○竹村博之委員 最後ですけど、これ、さっき言いま

したように、多分このままだと公園を突っ切って道

路を造らなあかんことになりかねませんよ。それは、

公園を管理している土木部としては、どういう御意

見がありますか。 

○真壁賢治土木部長 今、公園担当、私と次長しかお

りませんので、私から答弁させてもらいますが、そ

こにつきましては、やはりそのときの状況といいま

すか、必要性に応じてということしか現時点ではお

答えできないかなと。それでしか道路ができない、

さらにそのことがトータル的に見て、公園が減って

でも道路を整備しなきゃいけないというニーズがあ

るようでしたら、当然、そういう方向で進まなきゃ

いけないでしょうし、その部分につきましては、総

合的に市としての判断を踏まえて進めていかなきゃ

いけないものと認識をしてございます。 

○高村将敏委員長 ほかに都市計画部の職員に対する

質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、都市計画部の職員は退席されます。 

  暫時休憩します。 

（午後２時17分 休憩） 

（午後２時18分 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○川田 尚委員 道路新設改良事業における令和８年 

度予算においてなんですが、議案参考資料の246ペ

ージのほうになるんですけどね、令和８年度以降の

今後の予定という中に道路新設と書かれておるんで

すが、その中で、道路の無電柱化整備という文言が

あるかと思うんですが、幾つか過去も委員会におい

て、整備の話があったかと記憶しているんですが、

本市における道路の無電柱化整備というのは、どう

いった状態のときに行う整備とお考えでしょうか。

何らかの決まりがあるんであればお教えください。

お願いいたします。 

○浅井義弘道路室参事 無電柱化整備をする路線です

けれども、防災性の観点から、地域緊急交通路を優

先順位をつけて実施していく予定でございます。 

○川田 尚委員 承知しました。何をお聞きしたかっ

たかといいますと、今まで私が理解してる範囲では、

本市における無電柱化整備というのは、いわゆる防

災上の観点からの措置だと理解しているんですけど、

例えば今後の要望という部分で行きますと、一定、

本市においては、都市化が進んだ区域かと理解して

いますので、例えばＪＲ吹田駅周辺だとか大阪メト

ロ江坂駅周辺等という部分における無電柱化、電線

地中化の施策が一層、今以上に進めていけるような

施策も御検討していただければなというふうに要望

だけさせていただきます。 

○白石 透委員 予算説明書の57ページですか、自転

車等移送保管料について。 

今、私もよく北千里駅で見るんです。月に１回か

２回か、１ｔトラックみたいなのに積んで持って行
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って、御堂筋の春日保管所ともう１か所、どこかあ

るんですね。そこらに持って行く。あの仕組みはど

んなふうになっているんですかね。予算が940万円

ほど上がっていたんで、もう一回、仕組みを教えて

ほしいんですけど。 

○鈴木和人総務交通室主幹 自転車の撤去につきまし

ては、各駅に自転車の放置禁止区域を設けています。

その中で、月間スケジュールに合わせて撤去作業を

行っています。 

  それぞれの駅から、運び先が春日保管所であった

り、江坂保管所になります。そこで引取りに来られ

た方につきましては、自転車3,000円、原付4,500円

を頂いて返還しているという流れになります。 

○白石 透委員 返還とか結構あるんですかね。取り

に来るんですか。 

○鈴木和人総務交通室主幹 今現在、大体７割ぐらい

が引き取りに来ています。 

○白石 透委員 分かりました。トラックの輸送であ

るとか人件費とかがかかっていくんで、７割、取り

に来るんやったら、まあまあ戻ってるんですよね。 

  以前に、全然駅じゃないんですけど、ある北のほ

うの地区センターの歩道のところ、置き去りにされ

て、箕面の方やったんですよ。シールを貼ってたん

で分かったんです。それで、何か警察に調べてもら

ってるんで連絡はついたんかな。それで、何か結果

的に返ったみたいなんですけど、結構、こういうの

を私もよく歩道に、こんなとこに何で自転車あんね

んというのは、時々見るんですよ。 

  あえてね、こんなことをこんな場で、どこかから、

あったから乗って行こうって言って、目的地まで来

て置いていくケースも多分、間違いなくあると思う

んです。だから、駅に来て、時間がなくてね、電車

に間に合わんから、もうぽんとそのまま置いて行っ

たのもあると思うんですね。費用対効果というか、

これだけ使って、７割取りに来てくれるんやったら、

まあまあ成果が出てるんかなと思うんですけど、ち

ょっとその辺、今後、またこういうのが増えてくる

んではないですかね、自転車って。 

もう今の自転車、お母さんたちが子供を乗せるよ

うな、前と後ろがある、十何万円とか自転車はする

んですけど、昔の自転車みたいな、もう中古店で買

うと、金額的にもそんなに張らないんで、ここにあ

ったから行っちゃえみたいな、結構あるような気が

して、その辺の費用対効果というか、検証せなあか

んのかなと思って、ちょっと聞きました。 

○浜川 剛委員 事業別予算概要の174ページ、175ペ

ージに絡めて何点かお聞きしたいんですけど、今ま

ですいすいバスの補助金か助成金か何か、この事業

概要等のところにそう書いてあった項目があったと

思うんですけど、今回、ありましたか。すみません、

探し切れなくて申し訳ないです。教えてもらいたい

なと思います。 

○石本健二総務交通室参事 事業別予算概要175ペー

ジの事業概要等のコミュニティバス運行というとこ

ろで、この補助金のところに一応上げさせていただ

いております。 

○浜川 剛委員 じゃあ、これ、すいすいバスも含め

てのコミュニティバスということなんですか。 

○石本健二総務交通室参事 すいすいバスが吹田市の

コミュニティバスということになりますので、含め

てというか、これがすいすいバスのことです。 

○浜川 剛委員 分かりました。ということは、じゃ

あ、コミュニティバスという表現で今現在、運行し

ているのは、すいすいバスしかないということです

よね。 

○石本健二総務交通室参事 委員おっしゃるとおりで

ありまして、一応、すいすいバスは愛称という形で

行かせていただいております。 

○浜川 剛委員 分かりました。そういうところから

ちょっとお聞きしたくて、まずは細かな話というか、

原因だけ教えてもらいたいんですけど、委託料が今

回、前年度から比べて480万円ほど増額となってい

るんですけども、この公共交通施設等対策事業、ま

さに今言ってたコミュニティバス運行のところの委

託料増額の理由をまず、教えていただきたいんです

けど。 

○石本健二総務交通室参事 今回、委託料が約484万

1,000円増えたところの理由といたしましては、増

減はありますけども、主にバリアフリー基本構想の

年割額の減が142万2,000円ほど、その後、公共交通
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計画の年割額が、これは債務負担でやっていて２年

目になるんですけども、こちらのほうが、令和８年

度は269万9,000円ほど増額になっております。かつ、

バス停上屋ベンチの委託のほうが、昨年度より373

万7,000円ほど増額しておりまして、その差額で約

484万1,000円増額になっているという状況でござい

ます。 

○浜川 剛委員 今度は減っている金額も聞こうと思

って、その下のね、負担金が8,600万円強、減額に

なっていると思うんですけども、これも併せて教え

てもらえないでしょうか。 

○石本健二総務交通室参事 8,679万7,000円の内訳と

いたしましては、まず可動式ホーム柵の減で約

7,400万円ほどで、千里山のコミバスの補助金が、

今年度、例年に比べまして1,000万円の減、そのほ

かにノンステップバスの購入費、こちらのほうが70

万円の減、小・中学生のバス無料体験の補助金のほ

うで今年度、令和７年度に比べまして102万8,000円

の減の合わせまして8,679万7,000円の減となってお

ります。 

○浜川 剛委員 本当に細かく答えていただきまして、

すみませんでした。 

  今のお話の中で、可動式のホーム柵が7,400万円

の減ということなんですけども、これは、じゃあ対

象となる駅がこれで終わりなのか、まだ対象となる

ところは残ってるけども、手を挙げてもらえていな

いのかって、そういう意味ではどちらになるんでし

ょうか。 

○清水準市総務交通室主査 来年度の可動式ホーム柵

につきましては、各公共交通事業者はまだ市内各駅

に残ってる部分はあるんですけれども、申請がない

ため、可動式ホーム柵の予算は計上しておりません。 

○浜川 剛委員 分かりました。それは、まだ申請が

ないとはいえ、市のほうからは打診はされてるとい

うことでいいんですかね。それとも相手が言ってく

るのを気長に待つじゃないですけども、そのまま打

診もせずに言うてくるのを待ってるとかという意味

では、どちらになるんでしょうか。 

○清水準市総務交通室主査 可動式ホーム柵につきま

しては、総務交通室でバリアフリーの計画等も策定

しておりますので、その中の公共交通特定事業の計

画にも、そこの可動式ホーム柵については載せさせ

ていただいております。 

  可動式ホーム柵の設置につきましては、主に阪急

電鉄様とＪＲ西日本が残っておるんですけれども、

設置については、毎年、要望させていただいている

という状況でございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。ぜひともね、土木部

のほうからも、電鉄会社さんのほうに声をかけてい

ただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

  あと、今の同じ項目のところの事業概要等のとこ

ろに、地域公共交通活性化という単語としては存在

してるんですけども、この取組について、現状とか

がありましたら教えていただきたいんですけど。 

○天野優子総務交通室主幹 こちらの活性化につきま

しては、今現在、計画の中間見直しということで、

主に取組をさせていただいております。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

この地域公共交通は今まで私も何回か質問等でも

取り上げさせていただいて、ここを広げたいなと思

ってるところがあるんですけども、この見直しの中

で、また土木部としても、方法云々というのはまた

お聞きもしたいですし、提案をしたいと思ってます

けども、何か拡充の観点からの見直しなのか、それ

ともこのまま縮小になっても仕方がないなという観

点での見直しなのかという、その方向性だけ最後、

教えていただきたいんですけど。 

○天野優子総務交通室主幹 見直しの方針につきまし

ては、今年度、取りまとめをいたしまして、それに

沿って来年度素案のほうを取りまとめしまして、パ

ブリックコメントのほうをさせていただこうと予定

しておりますけれども、見込みといたしましては、

基本的に維持というところで取組を進めていけたら

なというふうに考えております。 

○井口直美委員 あまり時間がないので、端的に聞か

せていただきます。 

  議案参考資料の263ページから、吹田市自転車活

用推進計画、これについてお伺いいたします。これ

も計画見直しをされていくということで、私、本当

に吹田市の中で自転車のマナーが結構よくなったな
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というふうに感じます。走ってる人が云々じゃなく

て、放置自転車が少なくなったし駅前のところに乗

り捨てられている自転車というのが本当に少なくな

ったし、あの矢羽根とかもしてくださってるんで、

本当に走りやすくなったし、何かこういうのをやは

り継続してもっと広げてほしいなという観点からお

伺いしたいんですけど、自転車通行空間の整備とい

うのは、多分、矢羽根とかいうことやと思うんです

けど、これを設置するに当たって、何か課題とかあ

ったんですか。 

○土橋拓人道路室主査 矢羽根設置についてですけど

も、基本的には交通管理者、警察との協議が必要な

工事になっております。ですので、事前に警察との

協議をしてから矢羽根の設置というふうになるんで

すけどもそこで吹田警察なり大阪府警との協議にな

るんですけども、そこでどういうふうに設置してい

ったらいいかとか。警察のほうから注文を受けたり

とか、そういったこともありまして、その辺で路線

上、設置できないところとかもございますので、そ

の辺で一定、苦労することはございます。 

○井口直美委員 かなりしていただいてると思うんで

すが、まだ足りないと思っています。今後しないと

いけないというような地域というか、道というのか、

その辺はどの辺が必要やと思っているのか教えてく

ださい。 

○石本健二総務交通室参事 現在の計画では、当初策

定したときに、10年で40kmほどの市道を自転車走行

空間を整備するというところで計画を立てていたん

ですけども、なかなかちょっと最初の頃は、そうい

う先ほどの警察との話とか、うちの予算のお話とか

いろいろありまして、当初になかなか整備延長が伸

びない状況があって、令和３年に見直しした時に、

取りあえず残り５年で半分の25kmを目指して整備を

推進していこうというところになっております。令

和８年度で今のところ、計画とおり25kmは達成しそ

うですので、今回の見直しの中では、残りの15kmほ

ど、まずそこを優先的に整備をしていくというとこ

ろですので、まだ一応、当初の計画が全て達成して

いるという状況ではないですので、そこら辺をまず

はやっていく必要があるというふうに考えておりま

す。 

○井口直美委員 ぜひ、自転車に乗っててね、あれが

あるのとないのと、何か全然、ここは通ってもいい

んだよというお墨つきをいただいているような感じ

がしてすごくいいと思うし、あと矢羽根に逆行して

走りにくくなってきて、何か気持ち的にね、広げて

ほしいと思います。というのは、この４月から青色

切符を、逆走でも駄目なんですよね。16歳以上の子

って結構、幅が広いんで、これはやはりここにも書

いてますけど、教育も必要ですし、いろんなことで

この活用推進計画ってこれからすごく重要になる計

画だなと思いますので、しっかりと進めてほしいと

思います。 

  それと、あと１件だけ、シェアサイクルというの

を実証実験でされてたかと思うんですが、これの進

捗状況と、今後はどういうふうに、また増やしてい

こうと思ってるのか、それだけ教えてください。 

○鈴木和人総務交通室主幹 シェアサイクルにつきま

しては実証実験が終了しまして、令和７年度より本

格実施ということで動いています。 

  今後の展開としましては、公共施設、例えば市営

住宅であったり、近隣センターであったりというと

ころを増やしていく予定にしております。 

○井口直美委員 今、何か所ぐらいで、今後、何か所

ぐらいになるのか。あれ結構、便利やなと思って。

職員も使っていらっしゃる方、多いように見受けら

れるんですけども。 

○石本健二総務交通室参事 令和８年１月現在で、ス

テーションのほうは110か所を超えた数が整備され

ております。 

  今後につきましては、事業者のほうもまだ吹田市

は大分増やしていきたいというふうな意向をお持ち

ですので、可能なところを協議して、ステーション

のほうを増やしていけたらなというふうに考えてお

ります。 

○白石 透委員 道路室の橋の耐震とかのところです

けど、今回、国からも補助があるみたいですけど、

今回、高浜橋とあやめ橋で、高浜橋の耐震補強と補

修と、あやめ橋の補修って二つ主な工事として上が

ってるんですけど、私、どんどん増えてくると思っ
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てるんですけど順番みたいな、例えばいつ頃できた

とか、優先順位みたいなのは決まってるんですかね。 

○眞鍋忠克道路室主幹 橋梁新設改良事業ですけれど

も、大きく分けて耐震化の工事と、あと補修工事を

行っております。それぞれ、橋梁長寿命化修繕計画

及び吹田市耐震化計画という計画を定めておりまし

て、その計画の中で優先順位も定めております。そ

の順位に基づいて実施を行うことにしておりまして、

高浜橋、あやめ橋というのは優先順位が高く、先に

行う事業となっております。 

○白石 透委員 分かりました。やっぱり順番をちゃ

んと決めてないとまずいと思って質問しましたんで、

よろしくお願いします。 

○久保直子副委員長 まず、交通安全対策事業におけ

る自転車ヘルメット着用促進事業について質問させ

ていただきます。 

  こちら、令和５年から市民にヘルメットの着用を

促進するために補助事業を行ってきたものだと思う

んですけれども、合計4,440名の方に補助金交付を

行ってきたということなんですが、その効果の検証

というか、追跡調査とか、そういったことはされて

いたんでしょうか。また、されておられたのであれ

ば、どのような効果があったか、教えていただけま

せんでしょうか。 

○森田大輔総務交通室主査 副委員長おっしゃったよ

うな追跡調査は、あいにく今のところ実施しており

ません。 

○久保直子副委員長 事業をされたということですの

でね、どんな効果があったかというところも見ても

らいたいなというふうには思います。 

○野口裕嗣土木部次長 検証ですね、その後の追跡調

査という形では、なかなか結果を得るに至らなかっ

たんですけれども、大阪府警のほうが実施しており

ます着用率調査のほうで、年ごとに上昇していると

いうことを確認しておりますので、直接この事業に

よってどれだけ伸びたかというところまでの検証と

いうのは難しいんですけれども、吹田市域全体とし

てヘルメット着用率が伸びているということは、一

定の効果があったものというふうに考えております。 

  もう一つ、補足させていただきます。あと、吹田

市独自でもですね、先ほど私の答弁で、最終的に結

果には至らなかったんですけれども、市営の自転車

駐車場の前で自転車管理人によって自転車駐車場を

利用する方の着用率の状況を調査はしたんですけれ

ども、総数的にも得られませんでしたし、なかなか

着用されてる方も見受けられなかったということで、

挑戦というかトライという形でさせていただいたん

ですけれども、結果的には統計的なデータに至るま

でには至らなかったということでございます。 

○久保直子副委員長 頭を守るということで、ヘルメ

ットの着用を促進してきたと思うんですけれども、

自転車で事故した市民が大けがに至らなかったとか、

ヘルメットをかぶってたら大事に至らなかったので

はないかとかいうような、そのような実態の把握と

いうのは警察の方と連携してされているのでしょう

か。 

○石本健二総務交通室参事 基本的には、重大な事故

があったときには警察のほうからも情報のほうを頂

いておりますし、実際、先月ですけども、吹田市内

で死亡事故が１件あったと。それも、自転車に乗っ

ておられた方で、ヘルメットをかぶっていなかった

ために、頭を打って亡くなられたという事故があっ

たというところで、警察も今後、市と連携して、や

っぱりヘルメット着用については、もっと啓発等々

をしていきましょうというところの申出というか、

やっていこうという、そういうところのお話もあり

ましたので、基本的には警察と情報の共有というと

ころはさせていただいております。 

○久保直子副委員長 土木部の総務交通室、あと道路

室って、日頃から警察の方との情報交換というのが

すごく重要になってくるのではないかと思うんです

が、どのような頻度で意見交換というか、会議され

ているんでしょうか。 

○石本健二総務交通室参事 基本的に、総務交通室、

道路室と警察が入って警察との合同パトロールとい

う形で月１はやっておりますし、そのほか危機管理

室が事務局になっている、そういう警察との懇談会

というのも、昔は月１でやってたんですけど、今は

案件のあるときにというところでやっているという

状況でございます。 
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○久保直子副委員長 この４月より、道路交通法の改

正により違反の罰則化が厳しくなるということで、

より一層、連携が大事になってくるのかなと思うん

ですが、市民の方がこういうことになるんだよと、

逆走はいけないとか歩道は走っては、もう罰金だと

かいうようなことをどの程度理解していただいてい

るのかなということが懸念されるんですけれども、

そういったことで、市として、これまでどのような

ことで周知してきた、努力してきた、またもう４月

からということで、こちらの議案書のほうにはマナ

ーの講習会を実施予定しているということなんです

が、いつされるのかということも併せて、よろしく

お願いします。 

○森田大輔総務交通室主査 いわゆる青切符に関する

啓発内容については、現在、市のホームページに公

開したり、市内の公共施設にポスターを順次、配付

してきております。また、市報すいた４月号にも概

要の掲載を予定しております。 

  それから、ルールやマナーの講習会等ですが、現

在、まだはっきりはしておりませんけれども、令和

８年６月、令和８年10月または11月の２回、実施予

定でおります。 

○久保直子副委員長 先ほどの御答弁では、６月とか

４月の市報すいたとかいうことで、４月から厳しく

なるということにおいて、遅いんではないかなとい

うふうに思うんですが、これは何か理由があるんで

しょうか。 

○鈴木和人総務交通室主幹 今回の青色切符につきま

しては、ルールに関しての変更は特にはないんです

けれども、取締りの方法が強化されるという内容に

なります。３月末に市報が入って、ぎりぎりになる

んですけれども、そのカバーとして、今、ホームペ

ージでは、府警へつながるＱＲコードなど、その辺

に載せてますんで、今のところは、それを御覧くだ

さいというところになります。 

○久保直子副委員長 16歳というね、年齢からなので、

言うたら高校生とか、まだおうちで保護者と一緒に

暮らしているような子供たちにも適用されるので、

市民の衝撃ってきっとね、大きいんじゃないかなと

思いますので、知らなかったとかいうようなことに

ならないように改善してもらいたいなというふうに

も思います。 

  それから、警察の交通課のほうとの連携も定期的

にしていただいてるというようなことなんですけれ

ども、先ほども委員のほうからありました自転車の

撤去、そして撤去後の自転車がどのようにされるの

かというので、７割取りに来られるということでし

たけど、そうではない自転車は１台、すごい格安で

引き取っていただいてるというようなことを決算の

ときに御答弁いただいてたんですけれども、吹田市

民の方が、もう何十年も暮らしているのに、最近、

家の敷地内に止めてあった自転車が盗難に遭ったと。

しかも、電気自転車で高額な自転車で、２台あった

ら２台とも盗難に遭ったって、こんなこと今までに

なかったのにということで嘆いておられた方がおら

れたんですけれども、警察との連携ということで、

知ってる範囲で教えてもらいたいんですけれども、

この自転車の盗難って、吹田市で増えてるんでしょ

うか。 

○鈴木和人総務交通室主幹 盗難につきましては、吹

田市、結構、数が多いということは聞いてます。 

  私たちが行っている自転車撤去の中で、盗難届を

出されている自転車につきましては、といいますか

撤去した自転車は全て警察のほうに所有者と盗難届

の有無を照会しています。その中で、盗難届の出て

いる自転車につきましては、こちらで保管していま

すという御案内を出して、無償でお返ししてるとい

うことになります。 

○久保直子副委員長 手間のかかる作業をね、１台１

台していただいているということでありがとうござ

います。 

  先ほどの市民の方は、盗難に遭った後、泣く泣く

新しい自転車を購入されたんですけれども、もしそ

ういう不幸に遭った市民の方が自転車を新たに買う

となると、かなり高額になるわけですよね。一方で、

引取り手のない自転車は業者の方に売却されてると

いうことですので、そこを市民にもう一度、何かそ

ういう事情の方には還元できるような仕組みがあれ

ばいいなというふうには思うんですけれども、そう

いうような平場の中での意見交換というか、こうい
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うふうにしたらもっと市民の方にいいよねというよ

うな、そういう話って何かあるんでしょうか。 

○鈴木和人総務交通室主幹 以前はですね、撤去して

引取りのない自転車は、市民の方に格安で提供して

いました。ただ、現在ではやっておりません。とい

うのは、格安でお渡しすることであっても、きっち

りした整備等を行って売却しないといけないので、

その整備する人材が今、いないというところになっ

ておりますので、平成の初めの頃ですけれども、も

うそれはなくなってしまったという形になります。 

○久保直子副委員長 何かそういう温かい取組が本市

でもあったということをお伺いして、貧困化も進み、

物も高いし、盗難も多いという現状であるので、ま

た何かいい形で市民の方が安心して自転車に乗って、

自転車を、快適に暮らせるように考えてもらいたい

なということを要望させていただきたいと思います。 

  一旦、置きます。 

○竹村博之委員 この道路新設改良事業ということで、

参考資料245ページにございまして、主な事業を四

つほど上げていただいてます。一つは、これは市独

自でいろいろ調査されて決定されたのもあるでしょ

うし、それから地域から何か御意見とか御要望でこ

ういう事業をすることにしたのか、その辺だけ聞か

せていただけますでしょうか。 

○土橋拓人道路室主査 主な工事の中で四つほど工事

を上げさせていただいてますけれども、まず一つ目

の吹田駅前線回廊改修工事につきましては、これは

地域からの要望で工事しております。 

  その次の岸部南吹田駅線道路改良工事、こちらの

ほうは道路特定事業、バリアフリーの基本構想に伴

って、計画に基づいて工事しております。 

  江坂町４号線道路舗装工事につきましては、これ

は舗装の修繕計画に基づいて舗装の工事を行ってお

ります。 

  藤白古江線自転車通行空間整備工事、こちらにお

きましては、自転車の通行空間の整備計画に基づい

て工事を行っております。 

○竹村博之委員 それでですね、この江坂町４号線道

路舗装工事について、少しだけ要望したいんですけ

ども、まずですね、円山橋というのがございます。

名神に当たる橋ですけども、ここから垂水西橋、地

図に載ってるところにある橋ですけど、ここまでの

間に、名神沿いにブロックで仕切ってるだけなんで

すけど歩道があるんですけどね、歩道というんです

かね、御存じですか。 

  それから、垂水西橋は円山町の新興の住宅がござ

いますね。昔のグラウンドのあったところですね。

あそこから住宅がかなり建ってまして、吹三小学校、

一中もそうですけど、通学路になってるんですけど、

その橋なんです。これも御存じだと思います。 

  それで、以前ですけども、そういう住宅が入って

子供さんが通学するということで、あそこの橋を、

垂水西橋を越えて千里丘西に移る際の歩道があるん

ですけども、一応、歩道は設置されているんですけ

ど信号がないので、あそこ道路の形状で言うと、か

なり見通しがよくてスピードが上がるということで、

ちょっと信号の設置なども検討してほしいというお

声がございました。 

この機会にですね、なかなか信号というのはそう

簡単にはつけてもらえないとは思うんですけども、

安全対策ということで、さっき言いましたブロック

だけでの歩道というのが、円山橋からずっと来てま

すので、ちょっとその延長で、安全対策というんで

すかね、何かそういうことができれば安心して親御

さんも子供を送り出していただけるのかなと思うん

ですけど、この点どうでしょうか。認識も含めてお

願いします 

○浅井義弘道路室参事 江坂町４号線道路舗装工事は、

舗装工事の事業として上げてますので、歩道等の整

備事業に関しましては、必要性と実現性を確認して、

道路改良等整備工事のほうで検討していきたいとい

うふうに考えております。 

○竹村博之委員 ぜひ、検討していただけたらと思い

ます。 

  それから、要求した資料がありますので、せっか

くですので、それを見てというか、バス停へのベン

チ上屋の設置状況と今後の計画ということで資料を

出していただいてます。何と言うことはないんです

けども、これからも引き続きやっていただけるとい

うことですので、この補助事業はもう一応、終わる
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ということです。この補助事業のベンチというのは、

上屋があったとこにベンチをつけているんですよね。

委託事業の上屋とベンチというのは、この中に具体

的に上屋、ベンチ、五月が丘西とか、上屋、南小学

校前とかってありますけど、これは基本的に、どっ

ちか、あるいは両方ということで考えていいんです

ね。既にベンチがあったところにつけたとか、そう

いうことではないんですね。 

○石本健二総務交通室参事 この中で、上屋というふ

うに書いてあるところだけには、既にもうベンチは

ついていて、上屋がなかったところに上屋だけをつ

けていると、そういう表現でございます。 

○竹村博之委員 両方つけるということでの委託にな

ると、分かりました。ぜひ、それは引き続きお願い

したいと思いますのでよろしくお願いします。 

○川田 尚委員 １点だけ、念のため確認だけさせて

いただきます。ヘルメットの件でございます。 

  先ほどもありましたが、端的にお答えいただけれ

ばと思うんですが、本市としてヘルメットの着用に

関する調査という部分は行ったという理解でよろし

かったでしょうか、端的にお答えください。 

○石本健二総務交通室参事 端的に申し上げて、行っ

たということです。 

○川田 尚委員 また、行ったんだけど、統計的な、

量的な数的なものが得られなかったという理解でよ

ろしかったでしょうか。 

○石本健二総務交通室参事 委員おっしゃるとおりで

ございます 

○川田 尚委員 その統計が得られなかったのは、も

う致し方ないということで一旦終わったということ

でしょうか。また、今後も折を見て継続するという

ことでしょうか、どちらでしょうか。 

○真壁賢治土木部長 まず、今、担当から答弁ありま

したとおり、三日間にわたってトライはしてみまし

た。自転車の管理人の協力を得ましてトライはして

みたんですけども、非常にやっぱり混乱を極めて、

朝の通勤時間帯というか、利用者の多い時間帯にや

るのがベターであろうということで、させていただ

いたんですが、母数、入ってくる自転車の数を追う

こともなかなか大変ですし、そこからヘルメットを

持っておられる、もしくは横につけておられる方を

探すのも非常に大変ということで、混乱を極めたと

いうことで、三日間トライをしましたが、なかなか

それではうまくいかなかったというのが現状です。 

  でも警察の場合は、どうも専門の調査員等にお願

いをしているようですので、我々として、そこまで

予算を上げての調査というところには、今のところ

至らないということからも、今後につきまして、着

用率の調査ということについてはちょっと厳しいか

なというふうに考えてまして、警察依存になるかな

というふうに思っています。 

  ただ、今後、新しい事業として講習会をやってい

く中で、ヘルメットモニター募集ということを計画

しておりますので、そういうモニターの方から、今

度、ＳＮＳを通じて宣伝していただいて、逆に我々

がアンケートを取らせていただいたり、お声を聞い

たりとか、そういうふうな形で、別の形で今後は事

業展開をしていきたいなというふうに思っておりま

す。 

○高村将敏委員長 質疑の途中ですが、職員入替えの

ため、暫時休憩します。 

（午後３時６分 休憩） 

（午後３時35分 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○川田 尚委員  まず、資料を作成いただきありが

とうございます。 

その部分からお聞かせ願いたいんですが、まず今

回、議案参考資料307ページ、公園及び道路樹木等

管理包括的民間委託業務についてでございます。 

  議案参考資料にも記載していただいてはいるんで

すけど、改めてではありますが、今回、委託業務を

するに至った経緯をまずお聞かせください。 

○白井洋平公園みどり室主査 まず、経緯から御説明

させていただきます。 

  まず、近年、温暖化等の影響により、雑草等の生

育が旺盛で、これまでの維持管理手法では快適な公

園道路環境を維持することが難しい状況になってご

ざいます。それと、発注業務のほとんどを単年度で

個別で事業者と契約していることから、年間の発注
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件数が、小規模な発注も含めて200件以上にも上り、

発注契約事務等が非常に多く煩雑になっております。 

  そして、担当している市職員の高齢化、若手職員

への技術の継承が課題となっております。これらの

課題を解決するために、民間事業者のノウハウを生

かし、スケールメリットにより効果的、効率的な維

持管理を推進するため、これまでの吹田市における

公園道路等の維持管理経験、知識を有する民間事業

者と連携を図り、複数の施設、維持管理等に係る業

務を複数年で包括的に委託しようとするものでござ

います。 

○川田 尚委員 今、御答弁いただいた中でも、議案

参考資料にも記載があるんですが、スケールメリッ

トにより効果的、効率的なと記載があるんですが、

この辺りの具体例、具体的な部分を分かりやすく御

説明していただきたいと思います。何がどういうと

ころで、スケールメリットなのでしょうか。よろし

くお願いします。 

○川本賢治公園みどり室主幹 現在、発注が小さい業

務を10本で委託を出してるんですけども、それぞれ

に経費がかかっております。それが１本になること

によって、１本の工事の経費で済むことになるので、

費用ががくんと下がることが一つと、今回、道路の

樹木の管理も入れさせていただいてますので、公園

の除草をしたついでに、通り道にも道路がございま

すので、ついでにできるのじゃないかというような

メリットも考えられます。 

○川田 尚委員 よく理解できました。今回、公園と

道路という部分なんですが、市民からですね、こう

いう状況になってますよという通報が入る、それか

ら動くという部分があるのかなと思うんですが、市

民、我々から見ると、公園なのか道路なのかという

のは全然関係ないところで、吹田市に対してという

ことかと思いますので、その辺り、公園みどり室と

道路室との連携は、当然図っていただけるかとは思

ってるんですが、その辺りどうでしょう、どのよう

な御協議をされてますでしょうか。よろしくお願い

します。 

○白井洋平公園みどり室主査 道路室と公園みどり室

の連携につきましては、来年度予定しています公募

資料の作成等、仕様書につきまして、日々、検討を

重ねているところでございます。 

  あと、連携というところなんですけれども、まず

市民の方からの要望につきましては、これまでどお

り市で変わりはありません。道路であれば道路室、

公園であれば公園みどり室ということになります。

けれども、そこから先、事業者のほうにお任せする

ところが同じ事業者になりますので、そこから現地

を確認していただいた後に、道路であろうが公園で

あろうが、同じく処理をしていただけるような仕組

みを検討しております。 

○川田 尚委員 承知しました。といいますのもね、

私個人とすれば、今回上がってくる議案ですが、非

常によいことかなと私は思っております。 

  今回、千里南公園エリアという部分であります。

記載によると、今後、拡大を視野に入れるというこ

とですが、最初が肝心かと思います。庁内の中のリ

レーションが結果としてうまくいかないということ

で、今回の事業がですね、立ち消えとは言わないま

でも、あまり好結果が生まれなかったとなったとき

は、非常に残念なことになりますので、少なくとも

そこに関しては十分協議されてるかと思うんですが、

改めてしっかりと取り組んでいただいて、市内、ほ

かのエリアも今後、自信を持って拡大できるような

体制をぜひともよろしくお願いいたします。 

  民間委託業務ということで、職員のことに関して。

委託は、私としては特に問題ないと、しっかりと取

り組んでいただければなと思ってはおるんですが、

結果として職員の業務が、言い方は悪いんですけど、

楽になったというだけにならないような施策にして

いただきたいと思ってます。楽にならないまでも、

例えば端的に申すと、言い方は悪いですけど、浮い

た時間を使って別の業務に注力していただくという

ことが、一番、私としては希望するところでござい

ますので、その辺りについて、まだ始まったわけで

はありませんのでこれからかと思うんですが、軌道

に乗った後の、悪い言い方ですけど、浮いた時間を

有効活用するという考え方について、どのように今、

お考えでしょうか。お聞かせください。 

○白井洋平公園みどり室主査 委員のおっしゃるとお
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り、限られた人員の中で公園は老朽化も進みます。

一方で、公園の再整備工事であったり、効率的な維

持管理手法の検討であったりとか、多様な主体によ

る公園の使い方、多様なニーズへの対応であったり、

課題が山積しております。 

本当に注力すべきことを整理することが今回重要

であると考えておりまして、定例的な除草等の作業

については、得意分野である民間の事業者にお任せ

し、市の職員として、先ほど言いました課題に取り

組むことが重要かなと考えております。 

○川田 尚委員 ぜひともよろしくお願いいたします。 

  現在、土木部の、特に公園みどり室かと思うんで

すけど、職員がですね、例えば市民から、樹木が今、

こういう状態になってますよと、通行に支障が出ま

すよとなった場合にですね、速やかに対応していた

だいてるのは重々承知しています。 

ただ、今回の業務委託、民間委託にすることによ

ってですね、若干そこに時間がかかる形になるんで

あれば、非常に市民から見れば、残念だなとなって

しまいますので、そうならないように、ぜひともよ

ろしくお願いしたいと同時に、今回の委託をする結

果として、現在の土木部、特に公園みどり室の技術、

職員の技術の低下につながることがないようにして

いただきたいなと考えておるんですけど、その辺り

はいかがでしょう。 

今回の民間委託業務をするに当たって、土木部の

技量、技術の継承が、言い方は悪いですけど、おろ

そかになるようなことがないようにしていただきた

いんですけど、その辺り、御配慮というか、御検討

していただいていますでしょうか、お聞かせくださ

い。 

○白井洋平公園みどり室主査 そもそも、今回の取組

につきましては、今後、職員の減少に伴う技術力の

低下を補うものとして取り組んでいます。技術の低

下を防ぐための手法につきましては、様々あるとは

思うんですけれども、例えば受注していただいた事

業者の方に対して維持管理のノウハウに関する市職

員への研修であるとか、現場作業の見学会の開催等、

そういったことを考えられますので、仕様書にそう

いったことを定めるといったこともありますし、ま

た事業者だけでは判断できないことにつきましては、

これからも変わらず、市の職員も一緒になって対応

しますので、それらも技術の低下を防ぐための取組

かなと思っております。 

○川田 尚委員 ぜひとも、私の中ではそこが肝の一

つかなと思っておりますので、今、御答弁いただい

たとおり、よろしくお願いします。 

  また、作っていただきました資料によりますと、

北摂近隣だけ捉まえても、本市が同様な事業を行う

のは、トップバッターだというふうに理解しており

ますので、当然、各周辺市町村もですね、吹田市の

今回の民間委託については非常に注目もされてるん

じゃないかなと個人的には思っておりますので、吹

田市がうまくやっていただければ、参考にしていた

だける他自治体もあるかと思いますので、ぜひ今後、

そういうふうに、吹田市を見習っていってもらえる

ような取組を期待してますので、どうかよろしくお

願いします。 

  一旦、置いておきます。 

○白石 透委員 今の話に関連して、本会議でも言っ

たんですけど、いいことやと思うんですけど、まず

千里南公園で試験的にやってみるんですけども、こ

う変わりますって告知の方法というのは、具体的に

もう決めてるんですかね。こういうケースはここに

連絡してみたいな、従来どおり、市に行くんかな。 

○白井洋平公園みどり室主査 告知の方法につきまし

ては、これからの検討になります。 

連絡先の窓口としては、市としては変わりはござ

いませんので、それらも含めて、必要なアナウンス

方法というのは、今後、検討していきたいなと考え

ております。 

○白石 透委員 分かりました。多分、市の窓口へ行

ったら、窓口で受けた方が、土木部にまず回すと思

うんですけど、これは実例で、具体的なことを言い

ますけど、千里北公園、千里金蘭の前の小野原から

のバスの通り、３ｍ、４ｍほど道が高くなるんです

よ。木がその下から生えてるんですけど、上の部分

がもう歩道の上を覆いかぶさってきて、しかも、枝

がネットの隙間からはみ出てる。分かりますかね。 

困ってるのはその歩道を通る自転車の人が多いん
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ですけど、歩く人も結構いますけど、よけて通るよ

うになってて、多分、それを市民さんに言ってもぴ

んと来ないと思うんです。困ってるよというような

連絡が来るかもしれんけど、その辺のしっかり告知

というかね、トータルで市は受けたらいいんでしょ

うし、試行錯誤しながらだんだん浸透していくんだ

と思うんですけど、そもそも市民さんは、私もこん

な仕事してるから分かるんですけど、公園や道路っ

て、全く関係ない、ただ木が邪魔って、そこしかな

くて、そういうことも前提に、意識しておいてほし

いなと思います。 

  それと、これはイメージ的にどのぐらいの期間、

やってみるんですかね。 

○白井洋平公園みどり室主査 委託期間としましては、

３年間を予定しております。 

○白石 透委員 ちょっと視点が変わりますけど、こ

れ、民間の業者に頼むようになってる。多分、軽微

なというか、ちょっとした凸凹とか、そういうのは

取りあえずやってもらうようにはなると思うんです

けど、業者さんから見たら、登録した業者か何かに

行くんだと思うんです。そこは偏ってはいけない、

当然、契約する業者というのは決まっていきますよ

ね。その辺は、どういうふうにして選択するんです

かね。 

○白井洋平公園みどり室主査 今回、受注をしていた

だけるのは、複数、市内造園事業者さんのチームを

組んで、受注いただけるかなと想定しております。

その中で代表企業が出てまいります。その代表企業

がどういった役割を配分するかと、そのグループの

中の、この業者はこれをお願いすると、そういった

役割分担によるところかなと思います。 

○白石 透委員 そうすると、ある程度、代表企業が

小分けというか、ここやってよって複数者に分ける

ような形になると思うんですけど、例えば変な見方

をすると、その企業にしか行かんというのは、そこ

だけに振ってるようなこともあり得ると思うんです。

それを公平にする立場から、第三者的にそれをチェ

ックする機能みたいなのも必要かと思うんですけど、

その辺も考えてるんですかね。チェックっていうと

オーバーかもしれんけど、確認というか、いつも同

じところに発注するんじゃないかという。多分そう

いう話が将来、出てくる可能性もあると思うんです。 

○川本賢治公園みどり室主幹 勉強会の中でもですね、

市としてはモデル地域で、北部と南部ぐらいに分け

て出したかったんですけども、仕事が取れなくなる

可能性があるとか、そういう不安な業者さんもいら

っしゃったので、取りあえず南千里公園エリアから

始めて、その中で、ほかの取れなかった業者さんと

かが仕事が取れてるのか、取れなかったのかってい

うのも、今回のモデルケースで検証したいなって思

っておるので、その辺も踏まえて、モデルでやらせ

ていただきたいなと思っております。 

○白石 透委員 当然、いろいろノウハウを積んでい

かなあかんと思うんですけど、多分、最終的には市

の土木部の職員が考える、先ほど言った軽いやつと

いうか、ちょっとした修繕とか修復とかは、それも

そのほうが市民から見ても、スムーズに行くし、早

いし、その辺、これは私も大賛成なんですけど、あ

と予算的なものとか、いろいろ物理的な、技術的な

問題も来るんかなと思うんですけど、取りあえずモ

デルなんで、いろいろ工夫して、一刻も早くとは言

いませんけど、なるべく早めにやってもらったほう

が、市民のためにはなると思いますんで、よろしく

お願いします。 

○浜川 剛委員 私も、まずは、今までのこの公園及

び樹木包括的民間委託の件で確認をさせていただき

す。 

  今までの質疑の中でお聞きしましたことの確認も

含めて、何点かお聞きもしたいと思うんですけども、

まずは今回、３年間を考えていらっしゃると。ただ、

その３年の中で、やっぱり思ってたよりも事業者が

できなかった。なかなか、やってもらえると思って

たけどできなかったみたいな判断になった場合とい

うのは、それは３年を待たずしてでも、もう一度、

土木部のほうでこれまでの形態に戻すとか、そうい

った考えというのはあるんですか。それとも、もう

３年契約したら、もう取りあえずは何が何でも行っ

てもらおうなのか。 

○白井洋平公園みどり室主査 事業者が、あまりでき

なかったときという想定なんですけれども、今回モ
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デルということで、できなかった理由が何なのかと

いうのは、まず確認する必要があると思います。そ

れが、我々の定めた仕様書が原因であるのかとか、

そういった原因を確認した上でどうするかというこ

とにはなると思うんですけども、今回、モデルとい

うことですので、一旦、３年間はやり切るのが基本

ではあるかなと思うんですけども、今の段階ではそ

ういったお答えになります。 

○浜川 剛委員 分かりました。何が何でもじゃなく

てというところ、そこの一応、お含みのところだけ

の確認と思いました。 

  今までの中で、スケールメリットも生かしたいと

おっしゃっていたんで、それは理解するんですけど、

私個人としては、今の土木部のレスポンスってすご

い速いと。何か相談をしたら、いつも次の日には、

もう行動に移してくれてるとかというふうな、そう

いうレスポンスは、事業者にお願いするものではな

くて、自分たちで行けるやつやったんでとかという

お声もあるかもしれないんですけど、でも今回、包

括的に委託すると、そういったところも全部、事業

者のほうにお願いすることになって、レスポンスが

悪くなったりするんじゃないかなという懸念はある

んですけど、その辺はどうなんですかね。 

○白井洋平公園みどり室主査 まず、基本としまして、

これまでの市の行っていたサービス水準は維持する

ようにということで、仕様書を考えております。そ

れができなかったときは、モニタリングということ

で、定期的にチェックする機能は考えています。 

  いかに市の水準よりも下げない工夫があるかとい

うと、これまで市が行ってきていた作業の対応マニ

ュアルですね、そういったものを仕様書に定めて、

事業者にやっていただくと。そうすることによって、

たとえ事業者が替わったとしても、それは引き継が

れていくといった仕組みを今、考えております。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

  あと、冒頭のときに、今まで一つ一つの作業で受

注、発注してたのを10個なら10個、まとめての発注

にできるんですというメリットは、それは理解する

んですけど、だからこそ今度は、じゃあ受注者が一

つか二つぐらい来たときに、いやもしかしたらもう

ちょっと１日、二日、さっきの話になってくるんで

すけど、もうちょっと待ったらまとめられるから、

要は週に１回の発注にしましょうとかね、そういう

ことにならないのかなという懸念もあるんですけど、

その辺は仕様書とかでも、どうなんですかね。 

要は、委託事業者が週に１回、発注することによ

って、人の手配とかも楽になりますんで、そういっ

たことでのちょっとしたレスポンスが悪くなってく

る、こういった懸念もあるんですけど、それは仕様

書の段階で、何か縛りといったものって考えられて

るんですかね。 

○川本賢治公園みどり室主幹 今、考えている委託業

務が、もう受注した方が直で作業をやられるという

のを想定していますので、取られた業者からまた発

注という流れがないように、造園業者のグループで

考えていますので、私どもが今、直営で一時対応し

ているのも、直でその方に行ってもらえるような総

括責任者のような方も配置を考えておりますので、

レスポンスが遅くなるということはないかなと思っ

ております。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

皆さんが思ってる以上に、僕らが相談を受けた人

たちはありがたがってるんです。土木部のレスポン

スの速さというか。だから、そこは維持してくれっ

て言ったら、このままの形態を維持していくことに

なるので、そこまでは言えませんけどもね、維持も

しくはもっとよくなればさらによくなると思います

んで、そこはお願いしたいと思います。 

  じゃあ、別の質問でお聞きしたいと思いますけど

も、議案参考資料261ページの公園等整備事業の工

事ということでございます。 

  公園全体の施設の考え方とか、この計画に基づい

て施設や改良を行うということは理解してるんです

けど、ここの計画に載ってるものはいいんですけど

ね、既に計画にあって、もう解消していると。ただ、

それでも現状から見たら、どうなんというのが、具

体的に、子供が使う滑り台で、鉄製のやつがあるん

ですよね、違う公園に行ったら鉄ではなくて、鉄や

ったらこの夏の酷暑のときに、めっちゃ熱くなるん

ですよ。だから、熱いからそこは使わないというの
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はね、もったいないなと思いますし、それはそれで

しゃあないんですけど、でも熱いかどうかを分から

ずに、小さい子とかが触ってやけどとかしてしまう

ような可能性もあるんじゃないかなとは心配するん

です。 

そういった夏の暑さ、５年、10年前から考えると、

尋常じゃない暑さというのは続いてますんで、そう

いった観点からの、既にもう何年かに１回でないと、

こういった公営の施設とかは更新しないってあると

思うんですけど、ただ安全面から考えての更新の必

要性とかというのは、検討されたこととかってある

んですかね。 

○尾崎龍樹公園みどり室参事 遊具につきましては、

年に１回、遊具点検を実施しておりまして、それで

安全性等は見ておりますが、委員、おっしゃってい

ます暑さ対策による滑り台の問題については、ステ

ンレスの鉄製の滑り台というもの自体は、安全基準

の中では違反になるような施設ではありませんので、

今、ずっと続けてやっております遊具の更新の際に

は、なるべく日の向きを考慮して北向きに滑る面を

つけるとかというのは考慮はしておりますが、なか

なか暑さ対策としてステンレスのものを使わないと

いうようなことはしておりませんし、新たな遊具の

ときも、今、ステンレス製のものとプラスチック製

のものって両方あるんですが、そちらのものでどち

らも採用はしております。 

なので、こちらとしての対策としましては、注意

喚起をするような形で、近年は遊具のところに、熱

いですので気をつけてくださいというような形では

対策をしている次第でございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。それは必要やと思う

んですけども、ただ気をつけてても、小さい子とか

が気づかずに行ってしまってとか、それこそ肌がま

だまだ柔らかいというか、熱さにも弱い肌で、もし

40℃、50℃ぐらいまで熱せられてて、座面とかを触

ってやけどした場合というのは、これはどうなんで

すか。個人の責任になるんですか。それとも、熱い

ので気をつけてくださいって書いてるから、それは

市に責任がないのか。それとも、やはり最終的には、

市のほうにも責任が出てくるのか。そういうね、治

療とかに関しての責任という観点でいいんですけど

も、それはどういう判断になるんですかね。 

○横井 亨公園みどり室長 その滑り面が熱かったせ

いでけがをした、誰に責任があるかということにつ

いては、正直、実例を僕も知らないところがあって、

判例があれば判例に基づいてということになるんで

しょうけども、ないときに関しては、市の責任では

ないと、多分言うのかなという気はしています。た

だ、正確に、誰が実際に責任があるかということに

ついては、現実的にはちょっと判例がないと、何と

も言えないというふうに思います。 

○浜川 剛委員 分かりました。そこはね、そういう

ことが起こらないように、熱いので気をつけてくだ

さいという注意喚起はやっていただく必要があると

思いますんで、よろしくお願いをいたします。 

  あと、１点だけ、ちょっとまた話が替わりまして、

参考資料の259ページの紫金山公園の指定管理につ

いてなんですけど、過去に私、ここを利用している

人からの話を何回かお話もしたとかしたんですけど、

要は、今でも具体的に言うと、野球で使ってもらっ

ているというところもあったりとかして、ある人に

よっては、いやいやそれは困るねん、でもある人に

よっては、いやいやそれは子供たちが今、できる場

所もないから、貸せるんやったら貸したってえやと。

しかも、同じような地域から出てきてる。そういっ

た判断というのは、今まで土木部公園みどり室が判

断をしてやっていただいてるというところなんです

けど、そういった本当に単純な管理とかね、樹木の

剪定だとか掃除とかというのは、確かにこういう指

定管理することによって、そちらに任せたらいいん

でしょうけども、本当に最終的な判断は、やっぱり

市で行うということは、まず確認だけなんですけど

も、最終的にはそういった近隣の声をいかに反映し

ていくのかとか、最終的な判断というのは、これま

でどおり公園みどり室が持たれるということでいい

んですかね。 

○横井 亨公園みどり室長 指定管理公園で、要は近

隣からいろいろさせたい人とさせたくない人がおる

中での最終的な判断をどうするかということだと思

うんですけども、基本的にはそれまでの市の判断の
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実例というものを指定管理者にノウハウを引き継い

だ中で、同じような判断をしていただくというのが

基本的な流れになると思いますけども、公園でのそ

の判断というのは、基本的には市内公園で統一した

ものであるのが望ましいんですけども、必ずしもや

っぱり市の公園、数ある中で、全てが同じ状況の公

園ではありませんので、ルールは必ずどこの公園も

一致するものでもないというのも事実なので、一定、

そこはアドバイスを入れた中で、最終的なその状況、

状況に応じた判断を指定管理者にしていただくとい

う流れにしていくのがいいと思っております。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

画一的に、何かもう単純なマニュアルみたいなも

ので、いい悪いだけの判断ではないような、そうい

ったことにはしてもらいたいなと思いましたんで、

確認をさせていただきました。 

  一旦、置いておきます。 

○井口直美委員 私も議案参考資料307ページの道路

樹木管理包括的民間委託業務についてなんですが、

先ほどこれをした理由というのが、草場、雑草の育

成が旺盛というのとか、発注業務が増えていって

200件もあるので、これが結構増えてきてるとか、

スケールメリットということをおっしゃられたんで

すが、このスケールメリットについてお伺いします。 

今ここで仕事をされるのに、樹木等保持業務とか

雑草業務、低木剪定業務とか、いろいろあるじゃな

いですか。これを今までは小さな委託で発注されて

たと思うんですが、このエリアにとって、今までの

発注されていた経費というか、その予算とこの限度

額、今回、３年で５億2,800万円ぐらいを取っては

るという、本当にスケールメリットになってるのか

なというふうに思うんですが、比較とかはされたん

ですか。 

  結構、委託業務をされてるときに、低木剪定なら

１本何ぼとか、高木やったら１本何ぼとかという、

結構細かい積算で発注されているようなところがあ

るんですけど、その辺の比較というのを教えていた

だけますか。 

○白井洋平公園みどり室主査 久保副委員長の要求資

料、金額の比較表を記載させていただいております。

９ページになります。こちらの表が、担当部署ごと

の比較、１番が従来委託による積算金額、横の２番

が包括的民間委託による積算金額ということで、そ

れぞれ金額の差を示しております。 

  公園みどり室の２番、包括後の積算金額につきま

しては、５万3,000円ほど増えています。これの理

由につきましては、米印の２で記載をさせてもらっ

たんですけども、新規業務の統括管理業務及び現場

一時対応業務を含むと。新規の業務の金額で少し高

くなっております。 

○井口直美委員 従来から若干少なくなってるという

感じですが、これに伴って200件の発注件数がある

ということでしたら、道路室の職員は、これを委託

することによってどれぐらいの時間がなくなるとい

うか、楽とは言いませんけど、ほかの仕事に回す時

間ができるのかというのは、どんな状況なんですか。

これがかなり負担やったということなのか。 

○山田真能道路室主幹 直営作業であったり、現場確

認作業というのは、市内全体のエリアで限られた人

数でやってます。それを単純にエリアで７分の１で

するという考えになりますと、想定する時間で全て

正職員、会計年度職員で年間340時間ぐらいは削減

できると、７分の１で割ったらそうなるんですけれ

ども、ただ実情としては、そこのエリアの部分は実

際に包括の事業者がやられて、ほかの部分はまだ直

営の作業員がやるということになってて、それがそ

のまま単純に減るということでもなくて、これはエ

リア全体が、もし全部が包括民間委託に仮になった

としたら、その分、例えばそれを７倍したら、例え

ば３人工とかになると思うんですけど、そういうメ

リットが出てくるかなとは思うんですけれども、単

純に今回の包括化することによって、我々も直営作

業なりが７分の１減るということでもないのかなと

いうふうには認識しております。 

○井口直美委員 何でこんなことを聞いたかって言っ

たら、今はエリア分けで実施、１回やってみようと

いうことでやられていると思うんですけど、これ全

部のエリアで七つに分けてはるということは、多分

そっちの方向に行くのかなというふうに推測をして

るだけなんで、これがうまくいかへんかったら、従
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来どおりかも分からないですけど、結局、今200件、

年間でこれだけ大変なお仕事、大変やと思うんで発

注してお願いしてってね、随時契約になるのかもし

れないですけど、そういう仕事が、これを委託する

ことによってなくなるということだと思うんです。

それに対しては反対ではないんです。 

それが、市民さんにとって素早く、苦情を言った

らすぐに草を刈ってくれたり、業者の人が剪定して

くれたりというようなメリットがあるんだろうなと

いうふうに思いますので、これに関しては、別に全

然反対するわけじゃないんですけど、じゃあ、お仕

事的には、今まで発注業務ですごく時間がかかって

たとかという、今までだったら340時間ぐらい、そ

れがなくなっていくわけじゃないですか。これをさ

れてた職員さんって、正職の方なんですか。それと

も、会計年度任用職員の方が主にやってたんですか。 

○山田真能道路室主幹 発注業務のほうで、大体160

時間ぐらいで見込んでます。それは正職がやってい

ます。今、発注と話が混同してしまいましたけど、

現場一時対応というのは、直営作業で発注だけじゃ

なくて、直営の作業員もやってたりするもんで、そ

この部分が180時間ぐらいになるんかないうふうに

は思っております。それは会計年度任用職員と一部

正職も入っています。 

○井口直美委員 何が言いたいかというと、これをほ

ぼ正職がされてた金額と、委託したとしても半額に

なるわけでもないし、少しは減ってますけど、それ

をスケールメリットっておっしゃれば、そうかも分

からないですけど、じゃあこれは委託しました、委

託費がかかりました、職員はそのままです、行って

はる人がほかの仕事をされるんだと思いますけど、

浮いた時間というのか、浮いた時間給、細かいこと

を言いますけど、そういうのがやっぱり浮いてくる

わけで、その辺はやっぱり会計年度任用職員を精査

するなり、職員体制を見直すなりというところもや

っていただかないと、結局、一緒のことをやってて、

委託費だけが増えましたみたいな、そんなことにな

ってもらったら困るなというふうに思います。 

今、財政状況も御存じだと思いますけどもね、令

和６年度なんかは単年度で赤字が出てますからね、

そういうところからも、委託するのはいいんですよ。

市民さんに対しての利便性もしていただけるのはい

いんですけど、ただそれだけというわけにはいかな

いので、やっぱり部としても、室としても、その辺

も考えてやっていただきたいなというのを要望して

おきます。 

○久保直子副委員長 資料の御準備もありがとうござ

いました。 

  まず、吹田市公園及び道路樹木等管理包括的民間

委託業務について質問させていただきます。 

  メリット、デメリットはもうお答えいただいてま

すので、ちょっと教えていただきたいんですけれど

も、包括的民間委託業務と指定管理とは、どこが違

うのかを教えてもらいたいんですが。 

○白井洋平公園みどり室主査 指定管理との違いにつ

きましては、権限の範囲の違いになります。指定管

理は施設の運営の管理、使用許可権を民間へ移譲し、

自主事業等の自由度も高いとされています。一方、

包括委託は、業務の効率化が主目的。特定の業務を

まとめた業務であり、業務内容も仕様に基づくこと

が多いとされております。以上が違いになります。 

○久保直子副委員長 大きなメリットとして、予算の

削減というところなんですけれども、道路室の積算

金額が1,500万円ほど下がるということなんですけ

れども、これはどういったところで、これだけ下が

るのか教えてください。 

○山田真能道路室主幹 スケールメリットということ

で、本来、市内である一定、分割発注していたもの、

これがそのエリアでまとまった一つの業務、単純に

一つの業務になることで、その間接費とかが一つに

絞られて、経費率というものが安くなりますので、

結果的に1,500万円ぐらいの圧縮ができるというこ

とでございます。 

○久保直子副委員長 いろいろ質問させていただく際

に、これから始まるところやから、いろいろまだこ

れからなんですというようなお答えもあったんです

けど、こういう予算的なことだけは、きちっともう

先に見積りというか、出たということなんですね。

そういうところで、行政側としましては、予算も削

減できる、あと人の手も、年間発注件数200件とい
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うところが一括でできるというところがメリットか

と思うんですけど、業者側の方にとったら、どうい

うところがメリットなんでしょうか。また、デメリ

ットもありましたらお願いします。 

○白井洋平公園みどり室主査 業者さんにとってのメ

リットとして、複数年契約により、将来の業務量の

見通しがつくため、人員とか機械の確保や効率的な

配置、運用、さらに新たな設備投資がしやすくなる

こと。あと、事業者の創意工夫によるコスト削減が

可能になることがメリットとして挙げられます。 

デメリットにつきましては、事業者さんで包括事

業を取れた方、取れなかった方々の一部影響はある

かなとは思われます。 

○久保直子副委員長 見通しがついて、計画が立てや

すいというところがメリットである一方で、取れな

かった業者さんというところが、これまでの安定的

に経営できていたところが、ちょっとしんどくなる

んじゃないかというお話やったんですけれども、資

料を用意していただいてた中に、今回、市場調査と

いうんですか、意見交換会に参加された業者さんが

29者ということなんですけれども、この中で、吹田

に本社があるというか、納税されてるというか、地

域の業者さんというのは何者あるんですか。 

○白井洋平公園みどり室主査 今回、このリストに挙

げさせていただいてる業者さんは、全て吹田市内に

本店及び支店を有する事業者さんになります。 

○久保直子副委員長 グループをつくって代表企業さ

んを立てて運営されるということだったんですけれ

ども、漏れ落ちる業者さんもおられるということな

んですね。29者参加されて、大体、何者ぐらいでグ

ループをつくるようになるのか、またグループは何

個ぐらいつくられるのかとか、現段階でお分かりの

ことを教えていただければと思います。 

○白井洋平公園みどり室主査 今の御質問につきまし

ては、まだ事業者の明確な回答ではありませんので、

なかなかお答えはしづらいんですけども、恐らくグ

ループの企業数としましては、５者とか６者とか７

者とか、そういった単位になるかなと思います。 

  あと、グループ数というところにつきましては、

定かではございません。 

○久保直子副委員長 やはり地域の業者さん、これま

で市の業務に携わっていただいていた業者さんが、

この包括的民間委託業務によって、仕事がなくなっ

たり、生活ができなくなるというようなことが万が

一あると、それはやはり残念なことやと思うんです

よね、技術の継承も、人材が不足してる中で、いろ

んな守らなあかんことも、公の立場としてはあると

思いますので、そこも慎重に見てもらいたいなとい

うことを思います。 

  それから、資料で用意していただいた意見交換会

の内容についてなんですが、最初、39者さんにアン

ケート調査をして、24者さんが意見交換会、第１回

目に参加されて、２回目は20者さん、３回目は19者

さんと、だんだん少なくなっているんですけれども、

これは何か市の要望に合わへんとか、何か原因があ

って、だんだん参加される方が減っていったのでし

ょうか。 

○川本賢治公園みどり室主幹 アンケート調査につき

ましては、一定、公園の管理をしていただいている

土木業者さんであるとか清掃業者さんであるとか造

園業者さん全てに対して行ったもので、39者と多い

数字になっております。 

  第１回意見交換会に24者が参加されて、第１回の

スキームの説明とかですんで、どういったことをす

るのかなといって興味を持たれたところが多かった

ということで、一番多い。その後、２回、３回目は

ほぼ20者で、第４回目、３月に予定しております参

加者数も約20者で、もうそこは変わりなく来ていた

だいているようになっております。 

○久保直子副委員長 大体変わらない、皆さん、興味

を維持されてるというようなところなんですね。じ

ゃあ、業者さんの意見も拾い上げながら、いい業務

にしていただきたいなと思います。 

  もう一つは、やっぱり三方よしで、市民の方にと

っても、よかったなって思ってもらえるようにしな

いといけないと思うんですけれども、市民の皆さん

にとったら、どんなメリット、どんなデメリットが

あるとお考えでしょうか。 

○白井洋平公園みどり室主査 市民にとってのメリッ

トにつきましては、要望に対する現地確認及び作業
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を直接、事業者が行っていただくことで、スピード

アップにつながるというところで、メリットが挙が

ります。また、事業者側の地元の企業を想定してお

りますので、地域のことはよく分かっていらっしゃ

るというところで、予防保全の取組がなされるだろ

うということで、異常、不具合の件数も減ると考え

ています。ということで、サービスの向上につなが

るということで、メリットは考えております。 

  デメリットにつきましては、特に事業者さんのノ

ウハウを生かすことができたら、デメリットはない

はずでございます。 

○久保直子副委員長 これまで市民からの要望は、市

民の方がホームページで検索されて、直接電話され

たりとか、私たち議員に相談されて、土木部にお伝

えするというようなことであったと思うんですけれ

ども、このような南千里エリアを発端に、全市に広

げていくというモデル事業でもあるということで、

より多くの市民の皆さんの声を拾うという意味も込

めてですね、公園に看板を置いて、市民の方が気づ

いたら、何かこう意見を書けるような仕組みをつく

るですとか、意見があったから、それに対応すると

いうよりかは、こちらからどんどん意見を取りに行

くというような姿勢も必要なんじゃないかなという

ふうに思うんです。看板はこれまでも、鳥に餌をあ

げないとか、いろいろありますよね。古くなった分

とかもあって、整理する必要もあると思うんですが、

この包括的民間委託業務を始めるに当たり、新たに

そういう市民の声を拾うという意味で、何か工夫さ

れたらどうかなと思うんですが、そこについてはい

かがでしょうか。 

○白井洋平公園みどり室主査 今回の包括委託の対象、

今の副委員長のお言葉を参考にしまして、今回、委

託の対象公園には包括事業者により一定期間、管理

をされますので、その旨をＰＲするような周知方法、

あと意見を吸い上げるような仕組みにつきましても、

事業者の提案等を含め、検討したいなと思っており

ます。 

○久保直子副委員長 ぜひ前向きに進めてもらいたい

なと、市民の皆さんのためにもよい委託業務になっ

たなと思われるようにしてもらいたいなと思います。 

  行政のほうと業者さんとの連携ということについ

ては、特にいろいろされると思うんですけど、今、

考えておられることを教えてください。 

○川本賢治公園みどり室主幹 月に１回の定例会は開

いていこうかなということと、年に１回ぐらい、モ

ニタリング調査でしっかりやっているかなというこ

とを確認させていただこうと思っております。 

○久保直子副委員長 最後に、部長、意気込みをよろ

しくお願いします。 

○真壁賢治土木部長 包括委託について、議員の皆さ

んから種々、御指摘なり御要望もたくさん御意見も

頂きました。皆さん、おっしゃっていることは、一

つ一つ、全て理解もできますし、我々として、当然

ですけど、住民サービスを落とすためにやるもので

はないし、さらに経費的にも、これをやったから経

費が上がるということを目指しているわけではない

ので、もちろん住民サービスの向上と経費の削減と

いうのを合わせた形で、この間、私も一緒に入って

知恵を絞ってきた、なおかつ先ほど御指摘いただき

ました受ける側に対してもひずみが起こらないよう

に、丁寧なヒアリングを重ねてやってきたというこ

とと、あと事業から漏れた場合、どうなのというこ

ともあったので、市全域ではなくて一部のエリアで、

残りのエリアはまだ引き続き、皆さんにお仕事をし

ていただけるようなエリアを現時点では残しつつ、

今後どうしていこうかというのを見ていこうかなと

いうふうに思っているところですので、やってみな

きゃ分からないところはたくさんあるというふうに

思ってます。 

ただし、御存じのように、先ほど技術の継承とい

う話もありましたが、我々のいわゆる直営職員、現

業職員というのは、もうこの先もどんどん減ってい

く、現時点でも私が新採のときから言えば、本当に

数少なくなってますので、その部分を直営ではでき

なくなっていく、もうこの先、15年先には誰もいな

くなることは分かってますので、それまでに直営で

はできない部分を業者さんにお願いすることと、そ

れを業者さんに指導できるだけの技術力は我々が身

につけていかなきゃならないという双方の課題もこ

の包括委託の裏にはありますので、そういったこの
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先の我々の体制、それから市の樹木の在り方、総合

的に見た上で、今回、試しにやっていこうというこ

とですので、皆さんから御意見も頂きたいし、応援

もしていただきたいと思っていますので、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

○久保直子副委員長 やはり吹田市の公園って、木も

太くて古くて、皆さんの憩いの場になって、本当に

私もすごい好きなところですので、部長の意気込み

を聞かせていただいて本当によかったです。よろし

くお願いします。 

○白石 透委員 説明会に来た業者さんが29者ってあ

るんですけど、今回の仕組みについて29者参加した

ということで、聞きたいのは、今までの提携の、例

えば千里北公園の木の剪定とか何とか、大規模なや

つで、あそこをこの中の数者に頼んでやると思うん

ですよね。 

その一方で、ワンポイント的に来た仕事を、また

そのときにグループに振ると。当然、かぶることは

ないですよね。でも、もしかぶったら、多分、こう

いう仕事の人、多分、同業者で人を頼むときは、人

を横からというか、ほかの業者から人に来てもらっ

て手伝ってたりしてると思うんで、それはそれでい

いんですけど、多分、この業者さんたちは、吹田市

の指定を受けてやってるんで、すごいステータスが

上がるので、当然、そういうとこには入りたいと、

私なら思います。 

  一方で、人が足らんとかいうことも言えない、そ

れは市が分かった上で発注、言うている意味、伝わ

りますかね、限界がありますよって。既に北公園で

今、定期的にやってるのに、どこかで南公園でこん

なんなって、ちょっと小さいけど頼むわって、グル

ープやから、ほかの会社が行けるんでしょうけど、

多分、マンパワーが足りないというような状況もあ

るので、それは市が把握してないといけないですよ

ねということを今、言ってるんですけど、そういう

のを考えた上でやっていただいたらなと思います。 

○竹村博之委員 まず、資料をお願いしたので、公園  

再整備と公園便所の予定といいますか、これまでの

事業とこれからの予定も含めて資料を出していただ

きました。 

  公園の再整備ですけど、私も公園の再整備に関し

て、いろいろ住民の方から御意見いただいたり、そ

れを市のほうへも伝えたり、一緒に説明会に参加さ

せていただいたりして、結果的に、やっぱりしっか

り再整備に当たって、住民の方のお声を聞いていた

ら、なかなか手間がかかるかもしれませんけど、結

果的にはいい公園になりますし、住民の方も喜んで

いただけるような、そういうふうになりますんで、

ぜひ引き続き、お願いしたいと思います。 

  新年度の予算では、千里丘上公園、くちなし公園、

原竜が池公園、あやめ遊園ほかということですけど、

これらの公園については、何か地域との関係で取組

というのは予定されておりますでしょうか。 

○神田こず恵公園みどり室主幹 今年度、整備の千里

丘上公園、くちなし公園、原竜が池公園、あやめ遊

園、それぞれ公園のほうは実施設計業務を今年度や

っておりまして、その中で、地元自治会に当たって

整備の内容を御説明させていただいて、細かな要望

とかお聞きするようにしてます。 

○竹村博之委員 それでは、それぞれよろしくお願い

したいと思います。 

  それから、この先ですけども、年２公園程度予定

ということで、何か優先順位とか、目安みたいなの

はあるんでしょうか。 

○神田こず恵公園みどり室主幹 優先順位は公園の老

朽化だとかを総合的に判断したＲｅパークプランに

基づいて判断していくんですが、２公園程度を予定

しております。 

  令和９年度の工事については、今年度、実施設計

を計上しております公園について、新芦屋中央公園

とあんず公園を実施設計で計上していますので、そ

の辺を優先順位が高い公園として計上しております。 

○竹村博之委員 あと、公園便所整備です。これもず

っと一連、毎年やっていただいて、非常に使いやす

くなったと思います。今年度も豊津公園や末広公園、

新芦屋中央公園、北之町遊園ということを予定して

いただいておりますけど、これはいわゆる更新です

よね。今あるところを更新。 

○尾崎龍樹公園みどり室参事 更新するトイレにつき

ましては、多目的のトイレが、便房が一つで、女性
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用の大便器一つ。男性用の小便器一つで、男性、女

性おのおのに手洗いがつくようなタイプのものを市

のほうでは中タイプと言っておりまして、そのもの

を設置する予定でございます。 

○竹村博之委員 分かりました。 

  次にですね、先ほどから議論になっています公園

及び道路樹木等管理包括的民間委託業務ということ

で、これも先ほどからいろいろ議論されていますの

で、私の意見を述べたいと思います。 

  吹田市が直でね、いろいろやっておられて、いろ

いろ業務量とか体制の問題があってというお話でし

た。ただ、やっぱり技術の継承というんですかね、

そこはやっぱりしっかり市の職員が技術を持った上

で市民の方と対応するというのがやっぱり大事で、

吹田市への住民の方からの信頼もしっかりね、勝ち

得ていけるかなと思いますんで、業者にある意味、

任せてしまうということで、技術の継承がうまくい

かないというのはよくないなと。皆さんのお仕事自

身も、そこにやりがいも含めてあるのかなと思いま

すんで、その点は、先ほどありましたけど、よろし

くお願いしたいと思います。 

  それと、もう一つ、発注業務を事業者が一手に引

き受けるということで、これも先ほどからありまし

たけど、グループに入ってない業者さんの仕事がど

うなるのかなと、あるいは不公平感というんですか

ね、そういうことについては、やっぱり懸念をしま

す。そこのところ、仕事を平等にしっかりとしてい

ただくということでの御認識とか対応について、何

かございましたら教えていただけますか。 

○白井洋平公園みどり室主査 包括に受注できなかっ

た事業者の方々に対する取組というところも、今後

考えるために、今回、モデル委託ということで進め

ております。 

  包括委託のエリアが拡大すると、取れなかった事

業者の方々の受注具合であるとか、そういったとこ

ろを確認しながら、慎重に進めていけたらなと考え

ております。 

○竹村博之委員 全市内に広げていくというのは慎重

に、やっぱりモデル事業ということでもございます

ので、検証もしっかりとしていただいて不利益が業

者の方にいかないように、あるいは市民からの直接

の信頼をしっかり得ていただくということでお願い

したいのと、業者任せにしないで、部内でも情報共

有をしっかりしていただくのと、我々議会にも丁寧

な御報告をその都度お願いしたいと思いますんで、

よろしくお願いします。 

  次に、最後ですけども、これも資料をお願いして

ました。紫金山公園の指定管理者制度導入というこ

とで提案がされています。要求させていただいたの

は、主要公園の魅力向上ということで、要求資料の

19ページです。 

  江坂公園から始まって、桃山公園、千里北公園、

中の島公園、紫金山公園ということで、いわゆる指

定管理者制度が公園に導入されて以降の取組を一覧

表にしていただいてるわけですけど、やっぱり今回

の紫金山公園、かなり努力もしていただいて、いろ

んな取組をしていただいたなというふうに思ってい

ます。 

市民アンケートから始まって、市民ワークショッ

プが４回ですね、社会実験も２回、参加者もたくさ

んの方に参加をしていただいてよかったかなと思い

ます。それを経て今回の提案になっているわけです。 

  一方、江坂公園とか桃山公園については、見てい

ただいたら分かるように、市民アンケートと意見募

集ですね。これは１回した限りで、その後も、直ち

に指定管理者公募されたということで、これはＰＦ

Ｉですから、もう20年間、同じ事業者がずっと管理

運営していくということになっておりますので、こ

の点はね、議会でも申し上げましたけども、一定の

時期に検証というんですか、市民の意見を改めて幅

広く聞いていただく、そういう機会も設けていただ

いて、検証もしていただくということは必要ではな

いかなというふうに思いますけれども、ちょっとこ

の点について、理事者の御認識をお聞かせいただき

たいと思います。 

○陣門泰輔公園みどり室参事 委員おっしゃってる、

市民の意見をもっと聞くべきだという話なんですけ

れども、江坂公園につきましては、そういった御意

見もありましたので、市民アンケートというか、利

用者満足度調査の中でそういったことを聞こうとい
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うので、公園協議会にもかけまして、それを各自治

会さんのほうで掲示板に掲示していただいて返って

くるような、そういった仕組みをつくらせてもらっ

て、やっているところになります。 

○竹村博之委員 当然、そういうことはね、引き続き

やってほしいんですけど、これからのいろんなこう

いう取組は、蓄積もされているわけですから、しっ

かりとやっていただきたい。 

江坂公園については、私も議会でもいろいろ言っ

てきましたけど、やっぱり今の制度の中で、公園の

利用者からも御意見も聞こえてきますので、最初の

ボタンの掛け違いといいますか、申し訳ないですけ

ど、皆さんはこのときに最善の取組をされたとは思

うんですけど、やっぱりその後の経過を見てもね、

要は不十分であったのではないかということを御指

摘させていただいて、今後にぜひつなげてほしいな

と思いますんで、よろしくお願いします。 

  それで、市民参加ということで、市民参加を保障

する場合の一つで、公園協議会がございますよね。

この構成とか運営をどうしていくかということで、

いろいろ御努力もしていただいてると思うんですけ

ども、公園ごとに、いろいろ構成とか運営のやり方

とかいうのは違いがあっても、それは公園の特性と

かもございますのでいいと思うんです。 

改めて、今回、御提案のある紫金山公園について、

公園協議会としてはどういう在り方で進めていこう

とされているのか、御認識をお聞かせください。 

○亀川恵子公園みどり室主幹 紫金山公園に関しまし

ては、過去に紫金山公園運営協議会という組織を立

ち上げまして、市の指導の下、多様な主体に参画い

ただいて運営してきたという過去もございます。新

たな指定管理者の下でも、同じ形でというところで

はないんですけれども、改めまして、参加していた

だける主体のほうを選定させていただいて、新しい

形で協議会というのを、過去も踏まえて検討してま

いりたいと思っております。 

○竹村博之委員 最後になりますけど、指定管理者が

今後、予算が成立して、いろいろ手続を進めていく

中で、予定では再来年度からの指定管理者制度導入

ということだと思うんですね。どんな指定管理者に

なるか、今の時点では、分かりませんけれども、要

は、先ほど言われた紫金山公園のこの財産をしっか

りと受け止めて、紫金山公園の管理運営をしていた

だける、そういう業者を選んでいただきたい。 

あわせて、公園協議会の運営も含めまして、指定

管理者に任せるんじゃなくて、吹田市もしっかりと

そこに入ってですね、紫金山公園がよりよい公園に、

魅力向上になるようにね、引き続き、努力していた

だきたいというふうに思います。ちょっとその点に

ついて御答弁を部長にいただきたい。 

○真壁賢治土木部長 紫金山公園については、この間

も種々、丁寧にやってまいりましたので、今おっし

ゃっていただいたとおり、紫金山公園にふさわしい

指定管理者が見つかるものというふうに思っており

ますし、公園の魅力である歴史と自然というところ

を十分に生かして、自然というのは、吹田市全体で

も非常に貴重な自然でもありますので、市民の皆さ

んが満足いただけるような維持管理をしていかなき

ゃいけないというふうに思ってます。 

あの公園自体は、私が若い頃に直接工事も担当さ

せていただいた公園で、私自身も愛着を持っており

ますので、この先も長くいい公園であってほしいな

という思いは議員の皆様と同じでございますので、

いい指定管理にしていきたいなというふうに思って

おります。 

○高村将敏委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、土木部所管分、

議案第36号、議案第19号中、土木部所管分及び議案

第25号に対する質疑は終了します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 以上で、本日の分科会を閉じたい

と存じます。 

  次回は、３月９日（月曜日）午前10時に再開しま

すので、よろしくお願いします。 

  本日は、これにて散会します。 

       （午後４時51分 散会） 
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（午前10時 開会） 

○高村将敏委員長 ただいまから、予算常任委員会建

設環境分科会を再開し、本日の会議を開きます。 

  これより議事に入ります。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 議案第31号 令和７年度吹田市一

般会計補正予算（第９号）中、環境部所管分及び議

案第19号 令和８年度吹田市一般会計予算中、環境

部所管分を一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○川田 尚委員 議案参考資料の233ページ、ＳＡＦ

に関する件でございます。 

  このＳＡＦに関してなんですけど、昨今、テレビ

ＣＭ等もありまして非常に知名度も上がってきて、

これからかなというふうに思ってきております。そ

んな中、本市が取り組んでおられる、取り組んでい

くという部分、非常に高く評価したいかと思ってま

す。引き続き、本当に努力のほどよろしくお願いし

ます。 

  また、竹村委員の要求された資料でいきますと、

周辺他市での取組の内容が記載されているんですが、

それと関連することなんですが、例えば、端的に申

して本市が行う今回の事業、他市との差異といいま

すか、特筆すべきものがありましたらお教え願いた

いかと思いますが、よろしくお願いします。 

○和田亜由美環境政策室主幹 本市の取組に関しまし

ては、コスモ石油をはじめとします企業との連携協

定に基づきまして、もともとやっていた廃食用油の

回収、市内の15か所での拠点回収で回収しているも

のに加えまして、市立学校及び市立保育園での給食

で出た油についてもＳＡＦのほうに供給するという

点で、他市町よりも市町村レベルでの供給量が非常

に多いという点が特色として挙げられます。 

  また加えまして、今後の廃食用油の回収量の増加

につきましても、事業者と共に協定を基にしまして、

協力して市全域で取り組んでいくという特徴がござ

います。 

○川田 尚委員 非常に、本市ね、他市も行っている

とこありますけど、従前より油の回収されていまし

たので、その辺り進め方というのは幾分、円滑なの

かなというふうに思っております。 

  ここで改めてなんですけど、今回のいわゆるＳＡ

Ｆ回収における回収場所、どのようなところで行っ

ているのか、改めてお聞かせいただきたいかと思う

んですが、よろしくお願いします。 

○和田亜由美環境政策室主幹 現在の回収拠点数15か

所につきましては、市役所本庁舎環境政策室、総合

防災センター１階サブエントランス、資源リサイク

ルセンター（くるくるプラザ）です、男女共同参画

センター、夢つながり未来館、藤白台市民ホール、

中央図書館、江坂図書館、山田出張所、千里丘出張

所、千里山・佐井寺図書館、目俵市民体育館、交流

活動館、下新田自治会館、内本町コミュニティセン

ターとなっております。加えまして、協定に基づき

まして、吹田市内のコスモ石油のサービスステーシ

ョン５か所でも回収を行っております。 

○川田 尚委員 非常に今回の取組に期待しています。

また、今教えていただきました回収場所でございま

すが、例えば図書館でありましたら、市内にある全

図書館でできるというわけには今のところなってな

いかと思うんですが、市民から見れば、図書館なら

回収できるだとか、いわゆる市民ホール、コミュニ

ティセンターとか、そういった部分だったら、もう

全て回収できるっていう理解のほうが分かりやすい

かと思いますので、幾分建物の形状だとか、立地の

環境とかもありますので全部ではないとは思うんで

すが、例えばそういった部分、頭に入れて、図書館

なら全部できるんだなとか、公民館なら全部回収で

きるんだなというような形を取り組めるような努力

をしていただければなと思いますんで期待しており

ますんでよろしくお願いいたします。 

  次にやすらぎ苑についてでございます。 

  本市に限らず、特にこの時期、冬場というんでし

ょうか、非常にいわゆる待ち時間があるという話を

いろんなところから聞いているんですけど、今期は

どのような状況でしょうか、お教えください。 

○西岡幸広環境政策室主幹 今日現在でのやすらぎ苑

の予約状況でございますが、本日はいっぱいなのと、

明日、空きがあります。あと、次に空きがあるのが

土曜日、14日には空きがございます。そのような状
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況です。 

○川田 尚委員 この空きという部分は、例えば昨年

と比べた場合は、どういう状況なんでしょうか。同

様なのか、傾向が違うのか、その辺りも含めてお教

えください。 

○西岡幸広環境政策室主幹 待ち日数だけ見ると、ほ

ぼ例年並みとなっておりますが、火葬件数につきま

して、直近の集計になりますが、前年度より少なく

なっている状況です。 

○川田 尚委員 ということは、今期においては待ち

という部分は体感でいくと、昨年度より若干短いと

いうか、少ないという表現が正しいか分かりません

けど、そういった状態であるということでよろしか

ったでしょうか。 

○西岡幸広環境政策室主幹 おおむねそのような状況

でございます。 

○川田 尚委員 なぜ減ったのかは、正直分かるとこ

ろではないかと思っているんですけど、今回、言い

方が悪いですけど、たまたまそういう状態だったの

かもしれません。抜本的な軽減にはつながってない

かと思いますので、その辺りはお考えいただいてる

かと思うんですけど、引き続き、来期以降もどうい

う状態なのか分かりませんので、いろんな工夫をさ

れてるのは聞いておりますが、抜本的な取組という

部分も視野に入れて、本市のやすらぎ苑に取り組ん

でいただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

私は一旦、置いておきます。 

○白石 透委員 予算ですけど、広報活動の件、本当、

テレビのＣМで特定の企業さんを見て、私の頭の中

にインプットされているんですけど、こういった広

報というか、市民の方の認識が一番のポイントやと

思います。 

  今回、それに対応したグッズとか書いていますけ

ど、私の意見ですけど、最近牛乳パックとか卵のパ

ック、卵のケースみたいなの、透明のやつとかがす

ごい浸透してきてて、スーパーなんかでも持ってく

る人が多いんですけど、この油というのはまだまだ

普及されてないと思います。だから広報するんだと

いうことですけど、具体的にはどういったことを考

えられているんですか。 

○和田亜由美環境政策室主幹 今回、令和８年度予算

に計上しております啓発グッズというものが、油を

移し替える際に使っていただく漏斗を吹田市オリジ

ナルのものを500個程度購入して、それを配りなが

ら啓発を行いたいと思っております。 

○白石 透委員 まだほかにいろいろ考えていること

は、予定とかはありますか。 

○和田亜由美環境政策室主幹 市内でのイベント等で

の啓発ブースの出展ですとか、市内の事業者、ある

いは大学等との連携の中で市民の方により広く知っ

ていただいて実践していただく、そして習慣づけて

いただくというところを主眼に啓発を行っていく予

定でございます。 

○白石 透委員 徐々にしていかないといけないと思

うんですけども、例えば、連合会長の会合、そうい

ったところにチラシなりをお願いするとか、あと公

民館とか市民ホールとかで、少しずつ浸透させてい

かんと、なかなか大変やと思うんです。やってるこ

と自体は航空燃料とかすごいことなので、最初のと

ころが大事だと思いますんで、積極的にいろんな会

合、何とか大会とかそういうところでもできる限り

認識、じわりじわりとしかこういうのは浸透してい

かないと思うんで、大事なのは市民が意識すること

やと思いますんで、そういったところを考えて早く、

広く、一般に広げるようにやってもらえたらと思い

ます。 

○浜川 剛委員 事業別予算概要から何点かお聞きを

したいと思います。 

  最初に140ページ、141ページの環境汚染防止対策

事業の中で、委託料が今回1,600万円弱増えるんで

すけど、この増額の理由、要因を教えていただきた

いんです。 

○西川克弥環境保全指導課長 委託料の増加に関しま

しては、大気汚染の測定局ですね、北消防署のほう

が改修がございましたので、一時、測定を休止して

おりまして、それを令和８年度に復活させるという

ことで、機器の維持管理料、そちらのほうが増加し

ております。 

  あわせて、昨年の実績から今年度の委託料を算出
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する際に、事業者の見積りを参考に算定しているん

ですけれども、そちらの上昇率を加えて委託料が増

加した結果となっております。 

○浜川 剛委員 そういう意味では、この大きな要因

というのが、先ほどの大気汚染の測定局の復活って

ことなんですね、分かりました。 

  この対策事業の中で、これまでの事業から来年度、

令和８年度に関して何かここが増える、要はこれに

人をつけなければならないということもあるんです

か。その対策事業の予算全体のとこの比較のところ

を見たときに、予算としてはマイナス348万8,000円

なんですけども、人を足した括弧書きというのは、

マンパワーの増減であると理解しておりまして、そ

うなると1,320万6,000円と。プラマイで1,600万円

ほど、要はフルタイムの職員二人分ぐらいが追加と

いうようなイメージで見えるんですけども。それは

仕事量が増えたのかなというような感覚にあるんで

すけども、今のお話も含めて、どういったところで

人を増やそうという計画になっているのかだけ教え

ていただきたいんです。 

○西川克弥環境保全指導課長 基本的に、事業別予算

概要に配分されています人件費に関しましては、全

て環境保全指導課職員に当たり、その事業に関して

必要な人数というのを割り振っておりまして、基本

的に割り振っている人数のほうは変更はございませ

ん。基本的には、全ての職員の人件費の総額で割っ

たものが配分されていますので、人件費が上昇した

分が反映されているというふうに考えております。 

○浜川 剛委員 分かりました。それだけ、要は関わ

っている職員の数が多ければ多いほどってことです

よね。二人分増えたに見えるけども、実は一人一人

の分が上がっているから、ここが上がってきている

という。 

  それで、続いて146、147ページの産業廃棄物対策

事業で、お聞きしたいのが、会計年度任用職員の報

酬が職員手当等というところもそうですけども、今

まで280万円とか100万円とかあったところが全くゼ

ロになっているんですけども、これは会計年度任用

職員を全く採用せずに、職員の方だけでやる、人員

の見直しをされたってことでいいですか。 

○石川一宙産業廃棄物指導長 146ページ、147ページ

の産業廃棄物対策事業のところなんですけども、会

計年度任用職員の給与等については、その部分の上

のほうに人事室予算になっておりまして、丸ごと人

事室のほうで給与の管理がされますので、１名配置

しておるわけですけども、減るというわけではござ

いません。 

○浜川 剛委員 分かりました。見落としてました。 

  委託料がこれまでは、これまでよりもマイナス

747万4,000円と、委託料がすごい減額になっている

んですけど、これはどんな理由ですか。 

○石川一宙産業廃棄物指導長 委託料の減額について

は、昨年度までは、高濃度ＰＣＢ廃棄物処理に対す

る委託料を、簡単に言いますと代執行をかけなくち

ゃいけないっていうところの予算を持たせていただ

いてたわけなんですけども、今、代執行する処分先

がございませんので、また代執行できる法の立てつ

けになっておりませんので、その747万4,000円分が

委託料として計上していないという状況に、来年度

させていただくっていう形になっております。 

○浜川 剛委員 分かりました。今の御答弁の中での

確認ですけども、代執行する立てつけになっていな

い云々という表現があった中で、それまでの確認を

しておくと、要は今現在、市内で代執行するような

建物、施設等がない。やろうとしたら時間がかかる

んで、今現在ないけども、令和８年度中に、もしそ

ういう施設、建物が対象として上がったとしても、

時間がかかるので実際には令和９年度、来年、再来

年度になるだろうということで、今回ないってこと

でいいんですか。令和８年度で新しく対象となるも

のが出たときに、令和８年度の予算を取ってなくて

も別に時間的に、スケジュール的に間に合うという

ことなのかなと理解したんですけども、その私の理

解はいかがなものかだけ。 

○石川一宙産業廃棄物指導長 今、委員のおっしゃっ

ているところのことなんですけども、国の法律的な

ところで簡単に申し上げますと、高濃度ＰＣＢ廃棄

物というものを処理する先が全くありませんので、

もし仮にそういう事案が出てくる、高濃度ＰＣＢ廃

棄物を持たれるっていうことを我々が覚知する、発
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見するっていうような形なんですけれども、その場

合はもう適正保管をするというところで、ステイの

状態にしておいてくださいという国の状況でござい

ます。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

  そしたら最後、別の話になりますけども、150ペ

ージ、151ページ家庭系ごみ収集運搬事業のところ

で、委託料が4,840万円一応増えているんですけど

も、これは20億円に対しての4,800万円なので、委

託事業者さんとかの物価上昇も含めて考えてこれだ

けなのか、それとも、また新たな事業の展開がある

ので委託料が増になっているのか、その確認だけさ

せていただきたいんですけど。 

○武石康秀事業課長代理 家庭ごみの委託料につきま

しては、収集の単価を収集した世帯数に乗じて支払

っております。令和８年度につきましては、世帯数

の増加及び人件費等の高騰を見込んでおりますんで、

その影響で増加というところになっております。 

○高村将敏委員長 理事者から、先ほどの浜川委員の

質問に対する答弁の訂正について申出がありますの

で、ただいまから発言を受けることにします。 

○西川克弥環境保全指導課長 先ほど、浜川委員から

の質問の中で人件費の質問がございまして、人数の

ほうは変わらないというふうに答弁させていただい

たんですが、現在、予備定数をつける予定となって

おりまして、その人数１名分が増加しており、残り

に関しては人件費の上昇分となっております。謹ん

で、修正のほうよろしくお願いいたします。 

○高村将敏委員長 ただいま理事者から発言を訂正し

たい旨の申出がありましたので許可します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○井口直美委員 議案参考資料の235ページから質問

させてください。上から５行目、万一災害や事故等

により処理能力が不足する事態が生じた場合に、箕

面市と茨木市とで一般廃棄物の処理に関する支援協

定を締結しますということなんですが、万が一とい

うか、どんな状況を想定しているのか教えてくださ

い。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 万

が一ということを想定している場合ですけれども、

プラント設備の機器トラブルや自然災害により収集

した後、工場への道路が通行止めになった場合を想

定させていただいております。 

○井口直美委員 ということは、物理的に収集不能と

か、さっき機器のトラブルとおっしゃっていたんで

すが、何トン以下になったときとか、誰が判断して

どういうスキームで動くのか教えてください。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 ご

み処理工場には、ピットというごみを一時的に貯留

する設備がございます。毎日の搬入量というのは決

まっております。それに処理量というものもほとん

ど決まっております。そこから勘案して、貯留する

設備のピットがあふれる前に他市への搬出を判断さ

せていただこうと思っております。 

○井口直美委員 次ですが、茨木市と箕面市と締結を

する理由って何かあるんですか。例えば安かったと

か、いろいろあると思うんですが、教えてください。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 箕

面市と茨木市に決めさせていただいた理由ですけれ

ども、当初、隣接している市町村にごみ処理、本市

のごみ処理をできる余裕があるかということをヒア

リングさせていただきました。そのときに余裕があ

って処理できるというふうにお返事を頂いたのが、

箕面市と茨木市。ですので、箕面市と茨木市に決定

させていただいたところでございます。 

○井口直美委員 これ年間最大が1,200ｔというのは、

両方の市が処理ができる最大で想定した量なんです

か。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 1,200

ｔの根拠ですけれども、本市の１炉当たりのごみ処

理能力は、１日当たり240ｔを処理する能力がござ

います。その240ｔが五日間停止したという想定で、

240掛ける５で1,200ｔという量を算出させていただ

いております。 

○井口直美委員 ということは、この240ｔが吹田市

で一つ。これは箕面市にしても、茨木市にしても、

それは十分処理してもらえる量っていうことですか。 

 どっちかに持っていく、もしかしたら両方かも分か

らないんですが、その両方の処理能力ってどれぐら

いあるんですか。何とか余裕があるよっていうこと
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で提携されたとさっきおっしゃってましたけれども。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 両

市の処理能力、余裕の能力でございますけれども、

もちろんいろんな変数がありまして上下することは

あるんですけども、今のところ御回答いただいてる

箕面市は１万ｔ程度、茨木市も１万4,000ｔ程度処

理する能力があるということをおっしゃっていただ

いております。 

○井口直美委員 災害協定は、箕面市と茨木市と締結

しているんですか。そうではなくて、違うところと

締結しているんですか。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 災

害の協定は、箕面市、茨木市を含め、ちょっと正確

な数を持ち合わせてないんですけども、ほかの北摂

各都市との協定を結ばせていただいております。 

○井口直美委員 ということは、災害が起こったら支

援体制というのは茨木市、箕面市、ほかでも協定、

支援体制を構築しているっていうことですね。分か

りました。 

  今回の補助対象というのは、事業者から出してい

るごみではなくて、それを持っていく運搬に対して

の差額っていうことだと思うんですが、例えば、出

した業者には差額を求めなくて、持っていくほうに

差額を補助するっていうことなんですが、これは、

例えば業者が今10業者ありますけれども、例えば災

害のときに、差額では足りひんと、何ていうんかな、

お金がかかるってことはないですけど、悪いこと言

ったら、どさくさに紛れて遠くまで持っていくから、

じゃあもう少し払ってよっていうような、何という

か二重の料金を請求したりとか、そういうことにな

らないようなスキームになっているのか、それを防

ぐ方法というのはあるのかどうか、それだけ最後に

聞かせてください。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 委

員がおっしゃったようなことにならないように、別

途、補助金交付要領を定めさせていただいて、対象

業者、対象となる搬出条件、算出方法、実績報告及

び確認方法を明確に規定させていただきます。補助

額は、客観的な基準に基づいて算定し、恣意性が入

らない制度設計とさせていただく予定でございます。 

○白田康雄環境部次長 委員がおっしゃっていた運搬

料金は、今回の補助金には含まれてなくて、あくま

でごみの処理費だけがそこに算出されて補助金を支

払うという形になりますので、遠いとか近いとかい

う問題ではなく、あくまで吹田市で処理したときと

箕面市、茨木市で処理した処理費の差額ということ

でございます。 

○井口直美委員 ちょっと詳しくは分からなかったん

ですけど。運搬料金は入ってなくて、処理費ってい

うことなんで、その運搬料金というのは事業者に求

めることというのはないんですか。一般ごみじゃな

くて、事業者のごみだと思うんですが、別途にお金

払っているじゃないですか。そういうのが加算して

請求するっていうような、そんな感じになってるっ

ていうわけではないんですか。 

○白田康雄環境部次長 本来であれば、運搬料金とい

うのも含まれ、排出者に運搬の業者が請求するとい

うのはあるとは思いますけど、うちのほうで補助金

を支払う分に関しては、やはり、例えば箕面市に持

っていったときであれば、近い北千里のところと、

例えば遠い御旅町っていうことで、差がやっぱり大

きくなりますので、それはなかなか補助金を出すと

いうのは難しいところでございますので、その辺は

運搬業者の努力でやっていただくという形で考えて

はおります。 

○井口直美委員 ということは、今のお話を聞くと、

市の修繕によって遠いところに運んでいく可能性が

ある、処理費は補助金で対応するけれども、運搬料

金に関してはそれぞれの事業者によって加算という

か、高く請求されていく可能性も出てくるかもしれ

ないよっていうことでいいんですか。 

○白田康雄環境部次長 委員のおっしゃるとおり、そ

ういう可能性もあるかもしれないですけど、できる

限り努力をしていただくという形で市のほうからお

願いはしていくつもりでございます。 

○井口直美委員 その辺も含めて、市が業者にそうい

う負担がないように。基幹的設備機能回復工事って

大事なんで誰が悪いわけではないんですけれども、

ぜひ公平になっていただくように指導のほうお願い

いたします。 
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○道澤宏行環境部長 ちょっと補足をさせていただき

ます。今、議案で提案させていただいていますのは、

通常についてはもちろんエネルギーセンターで焼く。

これは非常時のことを想定しております。 

  あと運搬費につきましては、先ほど担当が申し上

げましたように、基本的には事業者さんとも協定を

結んでこの料金でお願いしますよという協定を結び

ます。ただ、昨今の物価上昇であったり、エネルギ

ー料の高騰に伴いまして、想定せぬ人件費であった

り資材高騰があった場合は、それは双方協議の上、

金額を決めていくということになりますので、

100％運搬収集費が上がるということは言えません

けども、原則は協力の中でお願いをしたいというふ

うに思っておりますので、もし金額が上回るという

ことであれば、客観的なものを出していただきなが

ら、市のほうでは精査をしていくということになり

ます。御理解いただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○竹村博之委員 まず、資料を出していただきました。

温暖化防止の取組におけるＮＡＴＳや近隣市の先進

事例ということで、ＮＡＴＳですから、西宮市、尼

崎市、豊中市、そして吹田市ということ。それから、

近隣市ですから高槻市とか枚方市、本市と同じよう

な規模の市についての資料を出していただきました。

これは先進事例ということでお願いして、調べてい

ただいて出したものですから、何がどう先進なのか

というのはちょっとお聞きをしたいと思いますけど。 

  私の観点は、いろんな取組があると思うんですけ

ど、やっぱり市民的にしっかり温暖化防止の意識も

持っていただくということと併せて、やっぱり市民、

事業者に向けての取組をしっかりやっていただいて、

それを広げていくということが大事かなと。市民と

して何ができるかというとこら辺で思っているんで

すけども。 

  それぞれ市民向け、事業者向けの取組というのを

出していただいているんで、まずそれを少し簡単に

御説明いただけますでしょうか。 

○飯尾圭祐環境政策室主査 まず、先進事例っていう

ふうなところで、例えばですけれども、環境省でや

られてる脱炭素先行地域、尼崎市の取組ですとか、

あとは枚方市で実施されている重点対策加速化事業、

こういったところは2050年カーボンニュートラルを

目指して地域特性に応じて温室効果ガスの排出削減

を実現するためのモデル地域であったり、底上げと

いうふうなところで地域課題等を一緒に解決しなが

ら実施されているような事例があったりします。 

  あとは豊中市ですと、クリーンランドで発電した

電力の地産地消ということで、発電した電気を施設

で使うとともに、余剰電力につきましては市の公共

施設に送電するなどし、地産地消の取組などを実施

してございます。一例ではございますが、以上です。 

○竹村博之委員 まず、本市の市民、事業者向けの取

組ということで、他市に向けて発信できるような取

組というのは何かございますでしょうか。 

○飯尾圭祐環境政策室主査 本市の事例としましては、

西宮市、尼崎市、豊中市と連携して実施しておりま

す事業者向け太陽光発電設備共同購入事業、こちら

は購入を希望する事業者を募って、スケールメリッ

トを生かして市場価格よりも安価に太陽光発電設備

を導入できると、そういった取組をやってございま

す。 

  また、ＥＶ普及というふうなところで、管理組合

向けにＥＶの充電設備のインフラの説明会を実施す

るなどして、啓発なども取り組んでございます。 

○竹村博之委員 いろいろやられてると思うんですけ

ど、例えば、再生可能エネルギーの普及促進ですね。

先ほどＮＡＴＳでやってる事業者向けの太陽光発電

設備共同購入事業、これは再生可能エネルギーの普

及促進ということにはなると思うんですけども、こ

れは事業者向けですね、私としては、個人向けとい

うんですかね、あるいはもう少し吹田市の公共施設

なども、もっと広げていただきたいと思うんですけ

ども。 

  吹田市として、ＮＡＴＳでやってることに上乗せ

して、個人向けにそういうこともしていこうという

ような検討はされていらっしゃるんでしょうか。 

○飯尾圭祐環境政策室主査 本市の事業としての取組

ではないですけれども、大阪府のほうで府民向けの

太陽光の共同購入事業を実施してございます。こう

いったところで、本市は大阪府と連携をしながら市
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民の皆様に対して広報、周知を行いながら、太陽光

の導入促進、普及啓発を行っているところでござい

ます。 

○竹村博之委員 かなり太陽光パネルの設置費用とい

うのも、以前と比べて普及してきてますから、安価

になってきてるのかなというふうに思います。やっ

ぱり吹田市の場合は個人の家が多いまちですから、

そこへのインセンティブをつけていくっていうんで

すかね、それが設置費用の割合から言うてそんなに

高くなくても、やっぱり建て替えだとか改修すると

きに太陽光パネルをつけよかという、一つの意欲に

は結びついていくと思いますんで、その辺は御検討

いただけたらなというふうに思います。 

  それからもう一つ、これは豊中市でやっているわ

けですけど、電気自動車の購入支援補助金というこ

とで、分かるようでしたら詳細教えてください。 

○坂東勇樹環境政策室主幹 豊中市の電気自動車等購

入支援補助金の詳細につきまして、個人に対しまし

ては１台当たり10万円、事業者向けの自動車に対し

ましては20万円の補助金となってございます。 

○竹村博之委員 この額が多いか少ないか、電気自動

車そのものがまだまだ高価といいますか、国の補助

等もあるようですから、吹田市としても上乗せをし

てやるってことは、そういう電気自動車に乗り換え

ていこうという、そういう一つの意欲にはつながっ

ていくのかなと思いますんで、これも検討していた

だけたらなと思います。 

  予算との関わりもありますけども、吹田市のこの

環境まちづくり基金というのがございますね。これ

はそちらの所管だと思います。ホームページで調べ

ました。いろいろ取組されているわけです。 

  例えば2025年度の取組がどういうものだったのか、

あるいは、この新年度予算でどういうふうな取組で

これを活用していこうとしているのか、御説明いた

だけますでしょうか。 

○篠田直宏環境政策室主幹 2025年度（令和７年度）

の取組なんですけども、市有車両のＺＥＶ購入とい

うことで、これ総務室の所管になっております。環

境部のほうでは、全庁ＬＥＤ化リース事業及び災害

廃棄物処理計画の策定をさせていただきました。 

  続きまして令和８年度につきましては、引き続き、

総務部所管の市有車両管理事業のＺＥＶ車の導入、

環境部のほうで全庁ＬＥＤ化リース費用、災害廃棄

物処理計画、２年次目の計画になります。ＳＡＦの

啓発及び廃食用油回収促進業務、以上となります。 

○竹村博之委員 これは継続、例えば、これホームペ

ージ見ていまして、環境まちづくり基金活用事例と

か書いていますけど、連続してマイボトルの給水器

の設置だとか。先ほど言われた公用車にＺＥＶの導

入、これも継続してされておりますし、ＬＥＤのリ

ース費用とかそういうこともされています。 

  何かもう少し市民向けというか、今言われたのは

割と市役所の中での取組かなという気はしたんです

けど。 

夏の熱中症対策としてのマイボトルの給水器とか、

学校の給水施設とかそういう議論も本会議ではされ

てましたけども、そういうような取組は新年度につ

いてはどうなんでしょうか。 

○丸谷友孝環境政策室参事 環境まちづくり基金をど

のように使っていくかということにつきましては、

まずはどういう施策が必要か、実施計画においてど

ういう施策を進めていくかということが前提にござ

いまして、その中で先進的なものについては、この

基金から財源を充当していくという考えがございま

すので、まず、基金があるから何かをするというこ

とではございませんで、何かの施策を先進的に進め

ていくためにこの財源としてこの基金を充てるとい

うことですので、新たな取組、今、委員のほうから

おっしゃっていただいたような取組につきましては、

その必要性からまずは議論が必要になるものという

ふうに考えております。 

○竹村博之委員 基金ですから、企業からとか、吹田

市内の個人としての寄附ですかね、それが原資にな

って、施策を進めるときに市からも予算を当然プラ

スしてやってるということだと思いますので、市民

的に見て吹田市として取り組んでいるなというのが

ぜひ分かるような形でやってほしいなというふうに

思いますのでよろしくお願いします。 

  ごみの減量ということでお尋ねしたいと思います。 

  先ほどから議論があったこの事業系一般廃棄物処
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分費補助金ということで、先ほどほかの委員がお聞

きされたんで大体仕組みが分かりました。 

  ちょっとお聞きしたいのは、吹田市が地方自治体

として処理すべき一般廃棄物ですね、これの家庭系

ごみと事業系ごみがあると。大体聞くと全国的には

家庭系が全体の７割とか、事業系が残り３割という

ことですね。それぞれのこの間の増減っていうんで

すかね、いわゆる減らす方向でもちろんいろんな取

組されていると思うんですけども、ごみがどの程度

減量されてきているのか、分かるように教えていた

だけたらと思います。 

○白田康雄環境部次長 直近のデータになります。令

和６年２月までの分と令和７年２月までの分という

ことでお答えをさせていただきます。 

  まず、家庭系ごみのほうですけど、令和６年２月

末で大体５万6,250ｔ、令和７年度が５万5,817ｔに

なりますので、それほど変わってはおりません。 

  それから、事業系のごみについてですが、令和６

年２月末で約３万243ｔ、令和７年度が３万83ｔと

いうことで、事業系もほとんど変わっておりません。 

  ごみ全体の量としましても、令和６年度が９万

4,000ｔに対して、令和７年度が９万3,380ｔという

ことで、20ｔぐらいしか変わっておりませんので、

ほぼ横ばい状態であると考えております。 

○竹村博之委員 １年ですからそんなには変わらない

のかなと思いますけど。例えば、もうちょっと遡っ

て５年とか10年、要は減量している傾向があるのか

ね。経済情勢とかにもよりますし、コロナがあった

りとかそういうこともございますけども、傾向とし

てはどういうふうに見通しが立つのかなというのを

お聞かせください。 

○白田康雄環境部次長 10年単位で見ますと、かなり

減ってはおります。急激な減少ということではなく、

２％から３％程度平均して下がっているような状況

でございます。 

○竹村博之委員 いろんな企業とか市民活動、生産し

た、あるいは消費したものを最終的に燃やすという、

それが当然ＣＯ２として出てくると思いますので。

やっぱり、ごみは温暖化対策という問題というか、

それにどう取り組むかということでは、ごみの減量

というのはやっぱり大きな一つの必要な取組かなと

思うんですけど。 

  吹田市がこの間取り組んできて、その中でごみの

焼却によるＣＯ２の発生量が何ぼになったとか、御

説明いただけますか。 

○小山修平環境政策室参事 本市の、市役所としての

排出量におきましても、委員のおっしゃるとおり、

ごみの量を含めて出す数字と、ごみの量は市民活動

から出てくるものですし、例えば生ごみですと、も

ともと植物なのでＣＯ２とはカウントしないとか、

そういった幾つか出す方法がございまして、一応、

本市の市役所として基準にしている数字はエネルギ

ー起源、つまりごみから出るＣＯ２は排出しない数

字とはしておりますが、ごみも含めた数字というの

も進捗管理しておりまして、もちろんそこも含めて、

まさに委員のおっしゃるとおり、そもそもごみがで

てごみを燃やすという時点で、やっぱりいろいろな

生産活動しておりましてＣＯ２が出てますので、そ

こも減らそうというところで管理はしているところ

です。 

  ただ申し訳ございません。今、具体的に何万トン

のＣＯ２というのはすぐにはお出しできないんです

が、進捗管理はしているところでございます。 

○竹村博之委員 多分いろいろ検討や研究をされてる

と思います。 

  そういう中で、今回、事業系一般廃棄物処理費用

ということで、その仕組みというか、災害時とか万

が一ということで、エネルギーセンターの改修期間

中の万が一のときの処理、事業系ごみをどう処理す

るかというとこら辺の話、工事期間中とかいろいろ

書いているんですけど、具体的にはこれからどうい

うふうな工事、エネセンの改修事業はどういうふう

に進んでいくのか、その辺を聞かせてください。万

が一というところがもう少し分かるように教えてい

ただけたら。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 委

員がおっしゃっていただいた基幹的設備機能回復工

事ですけれども、契約工期は令和７年度から令和12

年度までの６か年を計画させていただいています。 

  その中でも、令和８年度から令和11年度までの４
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年間に関しては、炉の焼却炉の休止期間が非常に長

くなるということを予定させていただいています。

その間、やはり資源循環エネルギーセンターの処理

能力が低下するということで、今回のような補助金

を御提案させていただいているところでございます。 

○竹村博之委員 分かりました。そもそもの話みたい

になってしまうんですけども、事業系ごみというの

は、事業者というんですかね、製造されている工場

とか、あるいはスーパーマーケットとかね、いろん

な事業所から出た一般ごみ、一般排出ごみですね、

一般廃棄物を運送業者が回収して、それを吹田のエ

ネルギーセンターに持っていって処理するというこ

となんですよね。 

  当然、必要なことだとは思うんですけど、吹田市

民の税金を使って、国からのいろんな補助とは言っ

ても、全部税金、ほとんど税金で造って、ほんで事

業する人が排出したごみを吹田市の焼却場で燃やし

てると。もちろん経費は、当然利用料というんです

かね、頂いているということですけども、そうは言

っても、一部の経費で事業者の方が利益を得ている

ということには間違いないのかなと思うんです。 

  だから、本来は大量に一般廃棄物を排出する事業

者は、事業系ごみを排出する事業者は、自前で廃棄

物を処理する、リサイクルも含めて廃棄物を処理す

る、焼却するというそういう施設をやっぱり持つと

いうのは、ある意味本来的かなとは思うんですけど、

その辺のところは、全国的にどうなっているのかと

か、地方自治体としてはどう考えていったらいいの

かとか、御示唆いただけたらありがたいんですけど

も。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 委

員がおっしゃっていただいたように、基本的には事

業系一般廃棄物の処理責任というのは、排出事業者

にございます。ただ、実務的に、現実的にやはり市

町村が処理するっていうのが全国的にもそういう流

れでございます。ですので、やはり市町村に処理す

る責任が一定あるというふうに認識させていただい

ております。 

○竹村博之委員 本来的には、私が言ってることは、

一つの理屈かなと。ごみの減量が本当に進むという

ことに取り組んでいくのであれば、やっぱりそうい

うことも念頭に置いた、排出する事業者が自分の責

任で処理をしていくと、ごみの処理をしていくとい

うこともごみの減量としては当然、有効だと思いま

すし、温暖化対策というんですかね、そういうこと

にも寄与していくではないかなということで、ぜひ

この辺も、私もいろいろ勉強もしていかなあかんと

思いますし、ぜひ研究課題としていただけたらなと

思いますんで。 

  だから事業系一般廃棄物処理費補助金についても、

実質運搬許可業者の方には別にそんな不利益も当然

ないのかなと思いますけど、先ほど言いましたけど、

運搬距離が延びたりとか、それは当然、排出事業者

が持つべきだと。もしそういうことがあって、運搬

業者がガソリン代とかいろんな費用がかかるという

ことであれば、それは当然、排出事業者が責任とし

て持つべきだなということは思っていますので。 

  それはあくまでも運搬業者と排出事業者とのやり

取りの中で決めてもらうと、そういうことですか。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 今、

委員がおっしゃっていただいたように、基本的には

排出事業者様と許可業者様の間で契約を締結してい

ただくという流れでございます。 

○久保直子副委員長 資料の御準備ありがとうござい

ました。廃食用油を回収して航空燃料にすることの

費用対効果っていう資料用意していただきましたの

で、こちら廃食用油回収促進業務についての質問を

させていただきます。 

  まず、ＣＯ２の排出量の低減っていうことで書い

ていただいてる従来の航空燃料と比べ、ライフサイ

クル全体でＣＯ２排出量60％から80％削減っていう

ことを書かれているんですけれども、もう少し分か

りやすく説明してもらいたいと思うのですが、よろ

しくお願いします。 

○和田亜由美環境政策室主幹 ＣＯ２削減につきまし

ては、原料となる廃食用油、当然植物性ですので、

もちろん飛行機が飛ぶ時に出るＣＯ２の量というの

は、化石由来の燃料のものと同じなんですけれども、

排出されたこのＣＯ２を、原料となる植物が光合成

で二酸化炭素を吸う、吸収するというところで、ラ
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イフサイクル全体でこのようなＣＯ２の削減量にな

るという仕組みになってございます。 

○久保直子副委員長 植物性の油だから、その植物が

光合成をするということで、日本だけじゃないです

よね、世界で使っている航空燃料がその植物性の油

に変わったら60％から80％削減するというそういっ

た理解でよろしいんですかね。 

  今、世界で何トンの航空燃料が使われているんで

すか。 

○和田亜由美環境政策室主幹 使われている燃料って

のは今すぐ出てこないです。申し訳ございません。 

○久保直子副委員長 というのが、令和６年度で回収

した廃食用油が７ｔですよね、７ｔというわけで、

一体この７ｔでどれだけの距離、飛行機が飛ぶのか

なと思ったときに、長距離の国際航空燃料を満タン

にしようと思ったら、15万ｔから18万ｔとか書かれ

てたんですよね。ということは７ｔではどんだけも

飛ばないということになり、そしてこの生産コスト

も今の２倍から８倍だったり、原料の確保が困難。

そんだけ毎日天ぷらとか空揚げ食べている家がある

かどうか。２倍にするっていう目標を掲げられてい

る、令和12年度には、回収量を２倍にするという目

標を掲げてられるんだけれども、この原料を確保す

るっていうのがすごく困難だったり、エネルギー密

度が低いとかいろんなデメリットがあるということ

なんですが、もちろんすばらしい技術だとは思うん

ですけれども、世界的にやっていかないと、もちろ

んこういう燃料が切り替わるっていうことはないと

思うんですが、ここにかける本市の思いってどうい

うものが根底にあるんでしょうか。 

○和田亜由美環境政策室主幹 副委員長のおっしゃる

とおり、確かに微々たるというところではございま

すけれども、国際的な動きとしてＳＡＦの供給量を

国際目標として掲げているものがありまして、その

中でいうと、例えば2050年の炭素排出量をゼロにす

るっていうところに関しまして、例えばヨーロッパ

でしたらＳＡＦを搭載している飛行機でないと離発

着ができないであるとか、そういった規制もどんど

んかかってくる中で、本市として、微力ではありな

がらも、この啓発をして回収を増やしていくことに

よってそれが日本全体に広がって、全世界にも広が

ってというところに発信していくっていうことも一

つ本市の役割かなというふうに考えております。 

○丸谷友孝環境政策室参事 ＳＡＦの事業を進めてい

くことの意義といいますか、どういうところの思い

があるかっていうことだったかと思うんですけれど

も、これはあくまで啓発をしていても思うんですけ

れども、こういうことができるんだと、油も資源な

んだっていうことでイベントなどで啓発してますと、

そういう気づきを気づいてらして、ぜひ私もやって

みたいというようなことを言われる市民もいらっし

ゃいます。 

  今、担当が答弁しましたように微力ですけれども、

これを通して、ＳＡＦを通して身近なごみになって

いるものが資源になるということで、そういうこと

をすることでまた社会貢献ができるんだっていう市

民の意識向上、これに向けて取り組んでいきたい、

その一つの事業として、取組としてやっていきたい

という思いを持ってございます。 

○久保直子副委員長 もちろん使った油をそのまま排

水に流すっていうことは、川や海を汚すことにもつ

ながりますので、循環型社会を目指していく、そう

いった資源も無駄にしない、この意識づけというの

は学校教育でも必要だと思いますし、いいことやな

とは思うんですが、だけれども世界的なルールの中

で、そこに突き進んでいくということ、それが現実

的にどうなんかなっていうことも考えたときに、こ

こにかける労力と費用はどうなんだろうかというこ

とを聞かせていただきたいんですけれども。 

  現在、この７ｔの廃食用油を回収するために、市

の職員はどれぐらいお仕事されているのか。また、

委託業者にそれを担っていただいているような業務

はないのか。そういったことも教えていただきたい

なと思います。 

○和田亜由美環境政策室主幹 現在、廃食用油の回収

の収集運搬につきましては、事業課の職員が週に１

回か２回程度、別の業務、巡回業務に併せて回収を

行っております。また、委託業者のほうには収集は

依頼しておりません。 

  回収しました油のほうは、中間処理施設、破砕選
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別工場のほうでドラム缶に移し替える作業につきま

しては、委託業務でもちろんほかの業務と一緒にし

ていただいております。 

○久保直子副委員長 ということは、週１回、２回、

回収に行かれたりとか、集めた油のところに委託業

者も入って作業されてるということですけれども、

何時間ぐらい年間、この業務に携わっておられるん

でしょうか。 

○武石康秀事業課長代理 私のほうから収集運搬のと

ころの御説明させていただきます。 

  先ほど答弁ありましたとおり、地区ごとに担当し

てる者がおりまして、その地区パトロールをするつ

いでといいますか、合間に行くというところになり

ますんで、具体的に収集運搬何時間というところは

算出しにくいんですけれども、パトロールの一環と

して収集もしているというところでございます。 

○福山晃正破砕選別工場長 中間処理施設なんですけ

れども、回収されたペットボトルからドラム缶に移

し替えるんですけれども、申し訳ありません、何時

間移し替えの作業をしているかというのは分かりか

ねるんですけれども、年間にするとそれほど大きな

時間ではないと思います。 

○久保直子副委員長 ペットボトルから移し替えるっ

ていうのが７ｔ分というのは、結構な時間がかかる

んじゃないかなと私は思いました。その費用対効果

とか、その先にどんな未来が待ってるのかというの

を見たときに、やはり、下りてきたものに対して市

も何か取り組まないといけないし、すごく自然にい

い、環境のことを考えた取組だというふうに思うこ

とだけれども、実現可能なのかとか、実際にそれを

やることで、どんだけのＣＯ２が削減されて地球温

暖化がどれぐらい抑えられるのか、どんだけの油を

回収しないと飛行機を飛ばすのに見合うだけの油が

要るんかとか考えたときに、そういうことも一見い

いようなことでも、今の暮らしに照らし合わせて考

えたらどうなんかっていうようにも考える目線って

いうのが必要なんかなっていうふうに思いました。 

  それで、15ｔまで引き上げていきたいと。そこに

今回50万円かけて啓発をしていくということなんで

すが、どのような市民の声があったとか、もちろん

循環型社会というのは突き進んでもらいたいと思い

ますので、また効果検証みたいなものも聞かせても

らいたいなというふうに思います。 

一旦、置きます。 

○白石 透委員 輸送費が240万円、これは処理費だ

けということで、全然もう何もないんですけど。 

  例えば、今、原油価格がめちゃくちゃ上がってい

るんですよ。言いたいのはガソリン代とか180円と

か、逆に言うともし仮にどうなるか分かりません、

なる可能性があると私は思ったんですけど、その場

合にインフレスライド条項みたいな決まりはあるん

ですか。 

○辻川和人資源循環エネルギーセンター所長代理 今

回、御提案させていただいている補助金というのは、

あくまで処理手数料の差額を補助するものですので、

委員がおっしゃったようなインフレスライド等は含

んでおりません。 

○白石 透委員 じゃなくて、通常の回収ではどうな

のかなって。ガソリン価格が仮に上がったら、そう

いう条項があるんかな。 

○武石康秀事業課長代理 まず、家庭ごみ収集運搬業

務の委託料につきましては、インフレスライド条項

は適用しておりません。 

○白石 透委員 分かりました。 

○高村将敏委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、環境部所管分及

び議案第19号中、環境部所管分に対する質疑は終了

します。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 暫時休憩します。 

（午前11時16分 休憩） 

（午前11時19分 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 

  次に、議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補

正予算（第９号）中、下水道部所管分、議案第38 

 号 令和７年度吹田市下水道事業会計補正予算（第

２号）、議案第19号 令和８年度吹田市一般会計予

算中、下水道部所管分及び議案第29号 令和８年度

吹田市下水道事業会計予算を一括議題とし、質疑を
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行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○川田 尚委員 まずは議案参考資料の中から377ペ

ージからお願いいたします。 

  昨今、報道等で下水道だけではなくて上・下水道

でいきますと、全国1,700の自治体の中で、料金改

定という話が上水、下水問わず聞こえてきている中、

本市において、まず１点お聞かせいただきたいのが、

何度か過去も委員会でお聞かせいただいたんですけ

ど、改めてなんですが、本市下水道料金を改定した

のは何年前だったか、お教えください。 

○池原寛治経営室参事 平成16年３月になります。 

○川田 尚委員 本市の場合、料金改定が長らくされ

ていないという部分、非常に市民から見れば料金上

がってうれしいよという方はいないかと思いますの

で、非常に御努力していただいているのが正直、理

解できております。 

  その中、今回、同じく議案参考資料377ページで

すけど、令和８年度予算概要の中ではありますが、

見込みで運転資金が55.3億円になる見込みですと記

載がございます。これ昨年同様、令和７年度予算概

要で見ますと、そのときは運転資金が47億2,000万

円という数字がありまして、今回見ますと８億円ほ

ど増加していることになっているんですが、端的で

結構なんですが、主な要因という部分はどういった

ことが考えられましたでしょうか、お教えください。 

○小林数馬経営室主査 運転資金の増加要因としまし

ては、施設の更新を進めていっておりますので、そ

ういった新しい資産に対して、減価償却費というの

がこれから増えていっているところでございます。

そういったものも含めて運転資金に含まれていって

おりますので、前年度と比べまして増えている状況

となっております。 

○川田 尚委員 何をお聞きしたかったかっていうと、

もちろんそのとおりなんですが、なかなか他の公営

事業者の数字等を見ていますと、この上・下水道問

わず運転資金が年々枯渇という言い方が正しいか分

かりませんが減ってしまってるという部分が見受け

られます。 

  そんな中、本市は先ほどおっしゃっていた減価償

却の部分もありますので、運転資金が潤沢という表

現が正しいか分からないですが、増えているという

ことも特筆すべきことかなと思っております。 

  もし資料があればお教えいただきたいんですが、

本市で考える最低限持っておかなきゃならないと思

われる運転資金残高という部分はどの辺りで算定さ

れてますでしょうか、お教えください。 

○池原寛治経営室参事 大体20億円と想定しておりま

して、１か月の支出が９億円で、災害等がありまし

たら収入が途絶えることが２か月と考えますと、９

億円の２か月分で18億円で、プラスアルファ２億円

で20億円と現状では考えております。 

○川田 尚委員 お聞きいたしますと、非常に潤沢に

近いのかなと思っています。非常に御努力されてる

結果なのかなと思いますし、以前お聞きした中でで

すと、本市における下水道料金、いわゆる基本料ベ

ースですが、大阪府内43市町村の中で最も低いレベ

ルだったと記憶しているんですけど。恐らく今でも

その数字は変わらないかと思っているんですけど、

これはどういった理由でしょうか。もちろん悪い意

味ではないんですけど、本市の地形的な特性がある

なのか、それとも過去に行ったインフラ投資の成果

が今出ているのかという部分、正直なかなか異質な

会計なのかなと思うんですが。もちろん悪い意味で

聞いているわけではないんですが、吹田市はどうい

った特色があるのかなという部分、下水道部さんの

中でどのようにお考えなのかお教えいただければと

思います。 

○池原寛治経営室参事 低い料金で抑えられてる状況

につきましては、過去に借りた企業債、その利息が

徐々に減ってきておりまして、その部分で経営を圧

迫することが少ないので、現状では使用料を改定す

ることなく至っております。 

○川田 尚委員 非常に頼もしい御答弁で、吹田市民

から見れば、お隣の市町村がここ数か年で料金改定

に至ってることを見ますと、この吹田市は非常に恵

まれたまちだなというふうに思っていただけるかと

思います。そういったところが特筆すべきところか

なと思っているんですけど、なかなか見えにくいと

ころかと思います。 
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  釈迦に説法ですけど、埼玉県八潮市の本当に痛ま

しい事件がございました。下水道管を起因するもの

だといわれてはいますが、市民全体が吹田に限らず、

インフラの重要さという部分、昨今特に理解してい

ただいているのかなと思います。 

  そんな中、本市の下水道においては、比較的資金

も他市に比べれば余裕があるという部分を、例えば

広報っていうんですかね、下水道部は非常に広報力

を入れてらっしゃるかと思います。本市の各部局の

中では、ほぼトップクラスの広報力なのかなと理解

しているんです。本市は資金も含めて、非常に他市

と比べて恵まれている状態、努力の結果でもあるん

ですが、そういったところも広報していただければ

なと。市民から見れば安心につながりますし、また

これから吹田市に住みたいなと思っていただいてい

る方が、お金に苦しい市町村から見れば非常に恵ま

れているんであれば、吹田市に行きたいな、住みた

いなと思ってもらえるかと思うんです。 

  我々から見れば、当然、吹田市に魅力を感じて住

んでいただきたい、人口も増えてほしいとは私、思

っているんですが、この下水道部の数字関係だけを

見ますと非常に頼もしい存在かなと思っています。  

そういった部分の広報というのは、できる、でき

ないはあるかと思うんですけど、本市の会計に特化

した広報、宣伝はどのようにお考えでしょうか。 

○水窪俊博経営室参事 下水道の広報ということでご

ざいますけれども、料金が安いというところで、そ

ういったところも広報してはいかがかというお話が

あったかなと思うんですけれども、先ほど答弁あっ

たように、本市の場合、比較的大阪府内の中でも非

常に下水道を整備した時期が早い。昭和34年に戦後

しばらくたってすぐ公共下水道に着手したというこ

とがありまして、非常に下水道の整備が早かったこ

とによりまして、施設を整備したのが早かったので

減価償却が進んでいて、その分が今ちょうど効いて

きてるという意味になってます。 

  ある意味、これは逆のことで言いますと、ちょっ

とマイナス面になってしまうんですけれども、吹田

市は施設が古いということにもつながります。です

ので、八潮市で非常に痛ましい事故も起こったとい

うこともありまして、広報では料金というところで

はなくて、まず下水道の非常に古い施設を維持管理

をしていかないと市民生活に非常に問題があるとい

うことなので、その辺りを広報していくというとこ

ろで、例えば、昨年度は下水道の日に合わせました

広報ということで、１階のロビーでいつも広報活動、

宣伝パネルをさせていただいているんですけれども、

そういったところでは現状の施設の維持管理という

ところのパネル、非常に古い下水道の写真ですとか、

そういったところを見ていただきまして、皆さんの

安心、安全のためにはこういった我々の努力といい

ますか、しっかりやっているというところを広報さ

せていただきました。 

○川田 尚委員 そんな中、資金の部分を私、取り上

げさせていただきましたが、続いては、同じく予算

概要の中なんですが、資本的収支における収入のほ

うの企業債なんですが、令和７年度は前年度と比較

してプラス3.4％の増加となっていますが、令和６

年度と比べますと50％、60％近く増えているんじゃ

ないかなと思っているんですが、この企業債が増加

しております。結構な額が増加しているのかなとい

う理解なんですが、これ令和６年度のときから比べ

て令和７年度、今回の令和８年度増えているんです

が、これは何か大きな要因等ありましたでしょうか。

建設改良費に係る費用が増えたのかも含めて、また

どんな内容だったのかも含めて改めてお聞かせいた

だければと思います。 

○池原寛治経営室参事 委員のおっしゃるとおり、建

設改良費の増に併せて企業債の借入れも増えており

ます。要因につきましては、ちょっと調べさせてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○川田 尚委員 レベルアップなど様々な事業を行っ

ていっていただいていると理解はしているんですが、

非常に資金的に比較的余裕のある本市の下水道の中

ですが、その中において順調に、いわゆる老朽化対

策であるだとか耐震対策をしていただいているのか

なというのは十分理解しています。 

  とはいえ、今後、昨今報道等でも指摘されてます

が、金利のある世界という言葉にも本当に慣れっこ

になってきました。従来の金利とはまた違う部分出
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てきておりますので、企業債の使用の仕方の在り方

がまた問われるのかなというふうに思っています。 

  特に下水道部でいいますと事業としては、数十億

円単位の事業が平気でたくさんある、当然インフラ

維持というのが一番大事な部分もありますので、そ

の企業債の考え方ということを念頭に置いて、年度

内事業を行っていただきたいかと思うんですが、そ

ういった債権の金利の部分の在り方は下水道部さん

でどのようなお考えでいらっしゃいますでしょうか、

お教えください。 

○小林数馬経営室主査 金利のある世界に移行してい

く中での企業債の発行の考え方という御質問かと思

いますけれども、まず企業債の借入先については大

きく２種類ございます。地方公共団体金融機構です

とか財務省資金といった公的資金を借り入れる場合

と、あとは民間の金融機関から借り入れる民間資金

というふうにございます。この辺りは、毎年の企業

債の事業費によりまして国のほうで幾らかは公的資

金から借りてくださいと、残りの幾らは民間資金で

借りてくださいというような割り振りを国のほうで

されて、そのとおり借入れを進めていくわけですけ

れども、公的資金と比べますと、どうしても民間資

金での借入れになりますと金利が高くなってまいり

ますので、そこをなるべく抑えていくことが大事な

のかなというふうに考えておりますので、毎年度の

事業費をなるべく平準化していくことによって、民

間資金に割り振られていく金額の枠っていうのを少

なくしていけたら、支払利息等での費用というとこ

ろにも跳ね返ってきますので、そういったところを

抑えながらやっていけたらと考えております。 

○川田 尚委員 吹田市の下水道だけに言われること

ではないんですけど、民間企業も一緒ではあるんで

すけど、金利のない時間を長らく過ごして、私もそ

うですけど生きてきましたので、ほとんど考えたこ

となかったなと。今思うと幸せな数十年だったかな

と思ってはいるんですけど。引き続き、本市の下水

道部ですね、資金的にはまだまだ恵まれた要因のあ

る自治体かと思っていますが、とはいえ企業債部分、

軽く見ることなく、もちろん検討していただいてる

のは重々承知なんですが、金利を考えた借入れを考

えていただければなというふうに思っておりますの

で、引き続きこの資金の潤沢さにね、言い方は悪い

ですけど、あぐらをかくことないように取り組んで

いただければなと思っておりますので期待してます

んで今後ともよろしくお願いいたします。 

一旦、置いておきます。 

○愛甲栄作下水道部長 大変、評価をいただきまして

ありがとうございます。経営の状況につきましては、

資料にお示ししますように純利益もちょっと下がっ

てきてるというような状況になっておりまして、昨

今の物価高でありますとか、人件費の高騰の影響を

受けています。 

  先ほど運転資金の話で、今のところ潤沢にあるか

なというふうに考えております。最低どれぐらいや

っていうぐらいの議論の中で20億円というお話をさ

せてもらいましたけれども、企業債の返還が30億円

ぐらい毎年返還しておりまして、今後、もう老朽化

対策ですとか、後には処理場の再構築なんかを控え

ておりますので、そういったことも考慮すると、ど

んどんどんどん企業債残高も増えていきますし、返

還する金額も増えていきますので、そういった金額

が上昇するっていうことも懸念をされますので、そ

ういったところは十分見つつ、健全に下水道をしっ

かり処理できるような、経営をしっかりやっていか

なあかんなというふうに思っています。 

○池原寛治経営室参事 先ほど川田議員の質問で保留

があった部分につきまして、回答させていただきま

す。 

  令和６年度決算に比べまして、浸水対策事業と老

朽化対策事業が令和７年度の予算、令和８年度の予

算、増加しております。 

○白石 透委員 先ほど川田委員からも出ました八潮

市の話なんですけど、吹田市はどのような点検の仕

方、方法があるのか具体的に教えてほしいんです。 

○幡中洋平管路保全室主幹 全国特別重点調査の件な

んですけれども、調査を進めてまして、口径が２ｍ

という大きい下水道管の中なので、人が入って潜行

目視っていう形で調査のほうを進めています。 

○白石 透委員 本市もドローンとかは使ってはない

んかな。 
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○幡中洋平管路保全室主幹 ドローン等の調査はして

いなくて、あくまで人が入れる条件が整っていまし

たので、潜行目視のほうでさせていただいておりま

す。 

○金沢博行管路保全室長 補足なんですけども、よく

あるのがドローンなんですけども、要は、人が入り

にくいとか、なかなか調査するのに難しいところと

いうのは、そういう新しい技術を採用しているかと

思うんですけど、先ほど担当が申しましたとおり、

まずは目で見て、２ｍって人が入れる大きさなんで、

目で見て確認していってる状況でございます。 

○白石 透委員 八潮市は何年か前のときに光の量と

かの不足で何か曖昧やったのをランクＢか何かに判

定して、でも実際にはちゃんと見れば分かっとった

ような、たらればの話ですけども、私が思うのは、

ドローンとかどんどん技術革新で新しいのが出てく

ると思うんです。そういう設備投資というんかな、

その辺も必要かなと思ってて、そういうことで今、

聞いたんですけど。 

  今後、ドローンとかも高度化していって、私も苦

手な分野なんですけど、水道部のほうでも衛星写真

を使ってみたいな話もあって、私の頭じゃなかなか

想定できひんような時代になってると思うんですね。

やっぱり早く見つけるのはすごい大事なので、そう

いう将来的な投資も考えてもらったほうが、そうな

るとは思うんですけども。 

  具体的な予算の話じゃなくて、その辺の考え方を

部長にお聞きしたいです。結構迫ってるような気が

するんです。50年、60年たって管というよりも、そ

の周りに漏水して、そっからどんどん土が削られて

いったみたいな、そういう話やと思うんですね。ガ

タがくるところは。その辺の考え方をお聞きしたい

んですけど。 

○金沢博行管路保全室長 当然、先進技術って、日本

全国いろんな技術がありますんで、それをまず我々

が全然考えていないことでもなくて、要は、委員の

おっしゃるとおり、いろんな他市の状況を見ながら、

やっぱり調査していくのはベターかなと思いますの

で、引き続きいろんな市町村のそういうところ、先

進事例を注視しながら進めたいとは考えております。 

○愛甲栄作下水道部長 最新技術を導入するっていう

ところで、メリットとしましては人が入らないって

いうところで人の安全が担保されるというところと、

あと今後、やっぱり担い手不足っていうのがもう顕

著に表れています。我々100人規模の職員を抱えて

事業を行っておりますけども、もう地方に行けば数

人で下手したら技術者がゼロやみたいなそんな自治

体もありまして、その状況の中でも下水道管を管理

するというのは全然変わりません。 

  なので、そういう将来的なことも考えますと、人

員不足にも対応していくっていうところで、最新技

術はどんどん進化していくんだろうなというふうに

思ってますし、適宜適切な調査方法を導入すること

になるというふうに考えています。 

○白石 透委員 お願いします。水道部にも言ったん

ですけど、30年後とか50年後が大事だと思うんです。

すぐ変わるわけじゃないんで、やっぱり技術継承が

すごい大事だと思っています。今後もよろしくお願

いします。 

○浜川 剛委員 議案参考資料の377ページで令和８

年度予算における主な取組で浸水対策と老朽化対策、

また地震対策ということで、書いていただいてます。

これは水道部のときも聞いたんですけども、輪島市

に吹田市の職員の方が行って、今回本が出たときに、

輪島市の市長が戻れるならどうするかっていうとき

に、やっぱりインフラ対策をしっかりしたいという

言葉があって、それはもう当然なんやろうなと思う

んです。そういったことを考えたときに、下水道部

の令和８年度の取組とかも含めて、災害が起こった

ときの対応力、要は耐震化とかも含めてですね、現

状とこれからまた更新がまだ100％でなかったら、

これから更新の必要もあると思うんですけども、そ

の更新のスピード、どれぐらいのペースで、年間ど

れぐらいの更新とかをしていきたいとか考えられて

るとかそういうのがありましたら教えていただきた

いんですけど。 

○元樋幸蔵管路保全室参事 まず、地震対策につきま

しては、現在、吹田市での取組なんですけども、管

路につきまして900km程度の管路があります。それ

につきまして全てに地震対策を実施するということ
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ではなくて、優先的にしてるのは、重要な幹線等と

言われる管渠につきまして、約900kmのうちの４分

の１がその重要な幹線等に該当するんですが、これ

の225kmについて地震対策を実施しているところで

す。 

  やっぱり古くから造っている管渠なので、その管

渠に対しましては耐震性能ができてないっていうの

が分かっております。それを、今、広域緊急交通路

とか災害対策の本部からの排水を受けるものとか、

そういったものを重点的に耐震診断というのをまず

行いまして、その耐震性能を把握してます。その耐

震性能がない管渠につきまして、耐震化対策をする

というような形になっております。 

  令和６年度でいきますと、約28％の耐震化率とな

ってまして、それを耐震診断をすること、また耐震

化工事をすることによって、耐震化率を上げていき

たいなというふうに考えております。 

  また、地震で取り組んでるんですけども、実は老

朽化対策も実際やっております。地震で対応するも

のとしまして、管の中に既設管の中にもう一つ管を

造るような、管渠更生工法というのを採用している

んですけども、老朽化対策におきましても、老朽化

している管渠に関しましては、中を管更生をすると

いうような形で、アプローチは地震対策と老朽化対

策として違うんですが、行き着くところは管渠更生

工法を行ってまして、地震対策で行った管渠につい

ても老朽化対策ができてますし、老朽化対策を実施

している管渠に対しても地震対策ができていると、

そういった形で進めております。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

  その中にも含まれてるのかなとも思うんですけど

も、小学校とか中学校とかもそうかもしれませんけ

ど、大きな災害起こったときには、一定期間市民の

方が暮らすであろうといった避難所になるであろう

小学校とかの施設の下水道管の状況とか、そこが耐

震化ができてるか、そこを進めていってるのかを確

認させていただきたいんですけど。 

○水窪俊博経営室参事 今、委員のおっしゃられた件

につきましては、これ水道部と共同で上・下水道の

耐震化計画というものを策定をしております。これ

に基づきまして、下水だけの耐震化計画でいきます

と、もう下水管だけに着目しますので、先ほどあり

ました緊急交通路とか大きな道路の下とかに道路陥

没を起こしてはいけないようなところをメインにや

っておるんですけれども、この上・下水道耐震化計

画につきましては、例えば大きな災害が起きまして、

救護所等になっておる施設、そこに市民の方が避難

をされて、そこで水道と下水道が使えることを目指

すというところになってございますので、その計画

で一定、地域防災計画上の救護所施設に該当されて

る代表的な中学校とかそういったところを耐震化し

ていくというところで策定をして、水道部さんと一

緒に進めているところでございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。よろしくお願いしま

す。 

  川田委員の話の中でありましたように、経営状況

の判断で、議案参考資料の377ページにも下のほう

に厳しい経営状況とかあるので、いつまでも今の状

況ではあかんやろなというのは十分推察されるんで

すけど。 

  そしたら、現在の料金設定のままでいいのかどう

かとか、判断というもの。水道部は２年ごとに審議

会を開いて、適正な料金なのかどうかという判断は

してもらっているということなんですけども、この

下水道部さんに関してはどのような確認方法を取ら

れての料金を設定をされているんですか。 

○池原寛治経営室参事 料金の設定ですが、下水道部

につきましては審議会というのはまだ設置できてお

りませんが、現在の使用料算定期間が令和６年度か

ら10年度になっておりますので、その間で料金算定

しまして、どういった使用料にするか今後、決めて

いきます。 

○浜川 剛委員 今おっしゃった令和６年度から10年

度の間にというのは、今もうそれはスタートしてい

るわけじゃなくて、その間に考えようってなってる

ので、その間にまた考える会議体などを持つのか。

今現在も進んでいるのか、これから設置するであろ

うということなのかっていう意味ではどちらでしょ

うか。 

○池原寛治経営室参事 あくまで内部で使用料をどう
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するかっていうのを考えていく段階です。 

○浜川 剛委員 その会議体としては内部で考える会

議体ですけども、その会議体はまだスタートしてい

ない。そしたらいざその料金形態を考えましょうと

いうときに、１年間で終わるようなもんなんですか。

何年かかかるのかなということで聞きしたいんです

けど。 

○愛甲栄作下水道部長 経営戦略を立てておりまして、

その計画が10年ですけれども、中間見直しを行った

のが令和６年度から走らせてる分なんですけれども、

その際に５年ごとにこの料金が適正かどうかってい

うのを見ていこうというところで、今、参事のほう

からも５年ということを御答弁させていただきまし

た。 

  タイミングでいきますと、次の令和10年までなの

で、令和11年から走っていく経営戦略の見直しを行

っていく必要があります。その中で料金をどうする

かっていうのを考えていくことになろうかなと思う

んですけれども、ただ最近の物価高であったり人件

費の上昇であったりですとかの影響を受けておりま

すので、下水道部に関しましても。その料金改定が

本当に今の経営戦略期間大丈夫なのかどうかってい

うのを確認含めて、もう既に少しかかっているとこ

ろはかかってます、内部で。来年からはもう少し細

かくその辺りを検討する必要がありますんで、組織

の中で、内部ですけどもそういう担当をつけまして

行っていこうかなと考えているところでございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。実際、水道部とはま

た違うので、比較してここはどうこう言うつもりは

ないですけども、水道部は令和９年度、来年度から

ぐらいのことをこの前、言い切ったんで。 

  結果論なんでしょうけど、どうせ上がっていくん

やったらちょっとずつ何年かごとに上がってくれた

らええのに、何かいきなり何年かごとにがんと上が

るよりはって。どう捉えるのかは人によっても違う

んでしょうけど。市民に対する影響も最小限に食い

止めるというとおかしいですけど、最小限となるよ

うに検討いただければと思います。 

○高村将敏委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩しま

す。 

（午前11時56分 休憩） 

（午後１時 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○井口直美委員 先ほどからの各委員の質問も受けて

なんですが、観点を変えて聞かせていただきたいん

ですが、議案参考資料の377ページの中の収支の見

込みの１、２、３っていうのがすごく私は気になっ

ているところです。収益的収支2.7億円、これは黒

字っていうふうに示されているんですが、その次の

資本的収支が21.4億円の資金不足、それを積立金や

損益勘定留保資金などの自己資金で補塡する予定で

すと書いてあるんですが、ここが心配なところであ

ります。 

  内部留保で補塡するんだと思いますが、補塡した

後の残高ってどれぐらい残る予定ですか。 

○小林数馬経営室主査 令和８年度の当初予算で組ん

でおります補塡財源を使用した後の残高としまして

は、55億2,600円ほどの予定としております。 

○井口直美委員 資金不足が21.4億円、それと同じぐ

らい企業債の償還金も21.4億円ということで、これ

は同額なんですけれども。丸々返済が足りひんから

内部留保で払っていかないといけない状況になって

いるっていうふうに解釈を私はしているんですが、

その辺はどんな経営状況、どうなってるか教えてく

ださい。 

○池原寛治経営室参事 下水道部の場合なんですが、

建設改良費などにつきましては企業債と国庫補助金

で確保できております。確保できてないのが、この

企業債償還金になっておりますので、その分、資金

不足を補塡財源で補うという形になっております。 

○井口直美委員 企業債の償還金が確保できてないっ

ていうふうに今おっしゃいましたが、じゃあ損益勘

定留保資金というのは、過去５年からどんな感じで

推移しているのか教えてください。どんどん減って

いってるのか。まあ、償還金は絶対必要なわけで、

足りひんっていうふうに書いてあるんで。これの推

移ってどうなってるんか教えてください。 

○小林数馬経営室主査 手持ちの資料である分で申し

上げさせていただきます。 
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  令和６年度末の残高、厳密に言いますと令和７年

の11月議会の中で利益処分の議案を可決いただきま

したので、その処分をした後の残高として43億

5,000万円ほどとなりました。令和７年度の決算見

込みの今回の補正予算をそのまま決算見込みとしま

すと、47億9,900万円と増えてまいります。令和８

年度予算において見込んでおるのが先ほど申し上げ

た55億2,600万円というふうになりまして、ここが

増えていく理由になるんですけれども、こちらにつ

きましては、減価償却費というのがこれからどんど

ん増えていくところにあります。 

  減価償却費といいますのが、会計上費用として発

生して当期純利益を圧迫する部分ではあるんですけ

れども、実際に現金としてどこかに出ていくもので

はありませんので、資金を留保する役割というのも

一方で持っておるものでございます。ですので、こ

の辺りの減価償却費であるとか、資産減耗費ってい

ったところが今後増えていくっていうところの中で、

損益勘定留保資金が増えていっておりまして、運転

資金も併せて増えていると、そういった状況でござ

います。 

○井口直美委員 分かりました。その次に議案参考資

料103ページの中で、今後、老朽化対策、下水処理

場基本構想を検討するとおっしゃってて、そん中に、

老朽化対策費をやっていくよというふうに計画を立

てていくというふうに書いてはるんですが、これか

らかなり大きな予算的なことが動くんじゃないかな

と思うんですが、この辺の今の減価償却が増えてい

くから安心とは私は思わないんですけど、お金が動

いていくっていう状況で、どんな見通しを立てては

って、中・長期的な資金計画というのも併せて考え

る必要あると思うんですが、その辺の予定というか、

どのように考えているのかを教えてください。 

○池原寛治経営室参事 長期的な資金予測ですが、経

営戦略で、令和10年度まではおおよその見込みを立

てておりますが、その後につきましては、今後、令

和９年度、10年度で改定を行う経営戦略で見込むよ

うな形にはなります。 

○井口直美委員 令和10年度までは大丈夫だというふ

うに立ててはるんだと思うんですね。それで間違い

ないですか。 

○伊藤英幸下水道部次長 令和10年度までは経営戦略

ではうたっているんですけれども、部長の答弁でも

ありましたけれども、昨今の資材の高騰とか人件費、

労務費の上昇を見込む中で、令和10年までは安心で

すっていうわけではなく、今後、来年以降、またそ

の経営管理についての組織強化をしていって、その

中で今後の経営についても考えてまいります。 

○井口直美委員 そうはいっても大丈夫なのっていう

ところが、すごく心配だったのでお伺いいたしまし

た。 

下水道部はしっかりと経営されているっていうの

も分かりましたので、平成16年から値上げをしてな

いというのは、すごく優秀かなと思うんですけど、

これから金利も上がるでしょうし、この予算書を見

たら、企業債の金利が3.2とされているんですが、

これからも金利も上がっていく可能性もありますし、

その辺でしっかりと計画を立てていただきたいなと

いうふうに思ってます。 

一旦、置きます。 

○竹村博之委員 今この財政状況で資本的収支のとこ

ろでの収入と支出との乖離で、いろいろ自助努力を

されて、何とか乗り切っていこうということでされ

てます。改めてですけど、この厳しさの原因という

のは何なんですか。 

○池原寛治経営室参事 厳しい状況なんですが、まず、

議案参考資料377ページの右側の一番下にあります、

流域下水道管理運営負担金というのが、令和７年度

12.7億円であったのが、令和８年度14.7億円になり

ます。ここで２億円が上がっておりますので、支出

の分もかなり大きくなっているというのが大きな原

因です。 

○竹村博之委員 要はインフレスライド等による維持

管理費の増加により、前年比16.4％増ということで、

２億円増ということで、この辺が圧迫してくるとい

うことでした。 

今後、いろいろ浸水対策とか、老朽化対策、地震

対策、非常に高額な事業を進めていかなあかんとい

うことで、これらは大事な市民生活を守るライフラ

インを、しっかりと堅持をしていただくということ
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で、非常に大事な事業ですから、これは確実に進め

ていただくいうのが必要だと思います。 

  それで、全国的な物価高騰によって、いろんなと

ころに影響が出てきているんですけども、そういう

中での国のほうも、国会もやられていますが、今後

の新年度の予算の編成の中で、いろいろと不十分か

もしれませんけども、ある意味、必要な物価高騰対

策をやっていこうということで、議論が今されてい

ます。 

  それで聞くところによりますと、この物価高騰、

官公需の価格転嫁対応についてということで、国の

方針ですけども、物価高騰の中で自治体がコスト増

に対応できるよう、2026年度は費目の範囲を大きく

広げ、総額も5,850億円に増やしますという、こう

いう一文がありまして、その中にはごみの収集だと

か、学校給食などのサービスだとか、あるいは道路

や河川等の点検、補修に係る維持補修費だとか。あ

と、公営企業における物価高への影響ということで

500億円、公営企業繰出金ということが書かれてい

ます。 

  それで、これはいろいろ説明すると長くなるんで

すけど、こういういわゆる物価高騰対策ですね、地

方自治体、あるいは公営企業に対しての物価高騰対

策への支援策というか、それは皆さんつかんでいた

だいているのか、あるいはこの予算の中にそういっ

たものを加味して、予算案を立てられているのかど

うかというのはどうなんでしょうか。 

○伊藤英幸下水道部次長 今、委員のお話の中で、物

価高騰に対する国からのその助成金とか、そういう

のが、我々の予算に入っているかということなんで

すけれども、それに関しては入っておりません。

我々は、もうこの間も、国からの国庫補助金をもら

いながら下水道事業、管渠工事、処理場の改築工事

をしておりますので、そちらのほうで賄って、国に

も御負担をいただいているっていうところがありま

す。ですので、今回の物価高騰に対する、委員のお

っしゃるような助成は受けておりません。 

○竹村博之委員 もちろんこれまだ議論の最中ですし、

国の予算が成立したわけではないので、確定的には

言えませんけども、もうこれ、地方自治体に対して

は、総務省のほうから説明をされているというふう

にお聞きをしており、どの時点での説明か分かりま

せんけども、そういう説明が地方自治体に対して国

のほうからもされているということでございますが、

いずれそういった予算は成立をして、活用すること

ができるようになるのではないかというふうにも思

いますので、いろいろ経営的に大変なところはあり

ますけど、いろいろ事業をするに当たっては、しっ

かりと国庫補助を受けていっていただきたい。 

  浸水対策なんかは、地球温暖化の影響によるもの

が、過去からもありますし、老朽化対策とか地震対

策というのは、一企業体として対応できるような話

でもありませんので、そこは大阪府や国への要望も、

もちろん他の地方自治体とも連携してやっていただ

くと同時に、しっかり現行の制度の中で補助金をも

らうということ。それから、さっき言いました国の

予算も新たにつけていかれるような見通しもござい

ますので、それも加味して、今後の経営については

しっかりと努力をして、市民生活にできるだけ経済

的な影響がやっぱりないようにいうのは、ぜひ努力

していただきたいと思いますけども、その点、何か

御見解がありましたらお聞かせください。 

○愛甲栄作下水道部長 我々の事業は装置産業と言わ

れまして、とにかくお金のかかる仕事をしてます。

委員のおっしゃるように、我々の自己財源だけでは

なかなか賄い切れないので、歳入の確保というとこ

ろで国費をできるだけ獲得しながら、事業を進めて

いくというような状況です。国の動きに追随するよ

うな形にはなりますけれども、そういったところに

アンテナを張って、いろんな補助メニューが充実さ

れたりもしますし、補助メニューにかからないとこ

ろでもやっていく必要はあるんですけれども、でき

るだけその補助メニューにかかるような事業の進め

方を、今後も浸水対策、老朽化対策、地震対策で、

そういったものを進めていく必要があると思ってま

すので、引き続きそういう動向は注視しながらやっ

ていきたいと思います。 

○高村将敏委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、下水道部所管分、
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議案第38号、議案第19号中、下水道部所管分及び議

案第29号に対する質疑は終了します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 暫時休憩します。 

（午後１時19分 休憩） 

（午後１時21分 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 

  次に、議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補

正予算（第９号）中、都市計画部所管分及び議案第

19号 令和８年度吹田市一般会計予算中、都市計画

部所管分を一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○川田 尚委員 議案参考資料の281ページ、住宅政

策事業におけるマンション管理適正化専門家派遣の

内容でございますが、従前からお聞かせいただいて

いまして、この事業についてなんですが、本市にお

いては現在のところ、管理不全のマンションはない

と判断されているという御回答を頂いているんです

が、ただ兆候があるマンションがあるというふうに

考えているという御答弁もおっしゃっていただきま

した。逆に言いますと、そういった兆候があるマン

ションに対して、どのようなアプローチをしていく

のか。この議案参考資料の中にはアウトリーチ型の

支援という記述はあるんですが、もう少し具体的な

アプローチ策をお聞かせいただきたいかと思います。 

○新名智子住宅政策室主査 マンション管理適正化専

門家派遣事業は、マンションの管理不全を未然に防

ぐため、行政が積極的に関与するアウトリーチ型の

支援事業でございます。支援の具体的な内容としま

しては、マンション管理に課題を抱え、支援を必要

とするマンションに対しまして、管理組合の設立や

運営支援、総会の開催支援、管理規約の作成支援、

長期修繕計画の策定支援などを行いまして、課題を

解消するものでございます。 

○川田 尚委員 ということは、アウトリーチという

ことは、もちろんそういったマンションからも、い

わゆる支援してくださいというお声があったら、当

然、対応していただけるかと思うんですが、そうで

はないマンションというのは、どこでどう判断され

るお考えでしょうか。また、もし具体例とかありま

したらお教えください。 

○前 潤住宅政策室主幹 まず、令和５年に吹田市マ

ンションの管理の適正化に関する条例を制定しまし

て、その中で既存のマンション、分譲マンションに

対して届出を義務化しました。その中で、管理に関

しまして基本的な項目８項目ございまして、例えば

管理組合がないとか、管理規約がないですとか、そ

れから管理者、理事長がいないですとか、そういっ

た基礎的な項目に複数該当するマンションをピック

アップいたしまして、令和８年度はそちらから順に

対応を進めていきたいと考えております。 

○川田 尚委員 分かりました。御存じのとおり、吹

田市は非常に集合住宅が多いエリアかと思いますの

で、都市計画部のそういった知見を生かしていって、

よりよい住環境づくりに努めていただければと思い

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

私からは一旦、置いておきます。 

○白石 透委員 昨日か私もマンションに住んでる人

と話してびっくりしたんですけど、自治会を半分ぐ

らい抜けたっていうんです。だけど管理組合は残っ

ていると。当然そうなんですけど。私自身が管理組

合ないんですよ。今、吹田市の状況って、新しくで

きてるマンションは必ず管理組合ができてますわね。

ちょっと傾向を教えてほしいんです。 

○前 潤住宅政策室主幹 その点に関しまして、詳細

な情報というのはこちらでもつかんでいるわけでは

ないんですけれども、当然に、特に最近コンプライ

アンスも厳しい折ですので、新築のマンションに関

しましては、当然に管理組合というのは結成される

ものと認識しております。 

  その中で自治会のお話でいいますと、自治会とい

うのはあくまでも法律に縛られた義務的なものでは

なくて、任意のものになりますので、マンションで

単一自治会を結成されてたりするケースはございま

すし、また通常どおり地域の単一自治会にマンショ

ンで個別に、個々で加入をされたりというようなケ

ースというのはあるかと思います。 

○白石 透委員 まだマンション、できそうなところ

がたくさん周りにあります。一方で古いマンション

も多いんです。築50年近いマンションも結構、私の
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マンションの近くにあります。老朽化マンションみ

たいなのも増えてきていると思うんですけど、その

辺は数字的には把握していると思うんですけど、築

50年とかが来ているやつも、今後どうするかという、

そういう仕組みはあるんですか。 

○前 潤住宅政策室主幹 本市で把握しておりますの

は、高経年のマンション、築40年を区切りにしてお

りますけれども、築40年以上になるマンションが管

理組合ベースでいきますと４分の１程度、26％程度

あるというふうに把握をしております。確かにおっ

しゃるとおり、マンションの築年数がたっていくに

つれて、もちろん建物も老朽化、設備も老朽化して

まいりますし、居住者も高齢化をしてまいりますの

で、やっぱり管理の適正化においては、なかなか課

題を抱えるケースが増えてくるというふうに認識を

しております。 

  その中で、条例では届出、全マンションに対して

義務化をしておりますので、そういった傾向も含め

て把握をして、適正に管理が進められるように努力

をしてまいりたいというふうに考えております。 

○白石 透委員 分かりました。よろしくお願いしま

す。 

○浜川 剛委員 このマンションの管理適正化専門家

派遣に関してですけど、管理不全に陥るだろうとい

うことで、表現は悪いですけど心配をして専門家を

派遣すると。専門家の意見とかもあって、管理組合

の設立の支援とか何とかって、こんな支援がされま

すっていうことでお聞きしました。でも、結局やっ

ぱりそこのマンションの人たちがそれを動いてくれ

ないと形にならないと思うんです。そういうときっ

て、何か聞いてても、何かそういう危険性があるね

んなとか、このままいったらやっぱり管理できない

と危ないね、でも、じゃあ誰がすんのか。僕ら忙し

いからもういいって何も動かない場合は想定されて

いるのか、また、そういう場合はどういう対応をさ

れるのか、教えていただきたいんですけど。 

○前 潤住宅政策室主幹 専門家を派遣することは、

事業としては進めてまいりますけれども、ただ、一

方で、マンション自体、区分所有者さんがいらっし

ゃいますので、強制力を持ってということは難しい

というふうに考えております。 

  そんな中で、先進事例として大阪府であったり、

京都市であったりというのが、同様の事業をされて

いまして、その中でも、もちろん門前払いになった

りするケースもあるというふうには伺っております

けども、その中でも成功事例も幾つかございますの

で、そちらを参考にしながら、吹田市としての公的

な面と、専門家の専門的な知見と併せまして、粘り

強く適正化を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○浜川 剛委員 そしたら、最終的に行政として代執

行とかいうレベルじゃないのかもしれませんけども、

管理人を入れることができるみたいな何か文章があ

ったんですけど、そこまでは考えていないんですか。

要は、真摯にお話をしていただいて、分かってもら

って、一部の本当に志ある方々に動いていただくの

が、一番理想なんです。ですが、それでもやっぱり

どうしようもない、１年間かけてもやっぱり動いて

くれなかった、２年かけても駄目だったという場合

は、そこから先というのは何か考えてはるんですか。 

○前 潤住宅政策室主幹 滋賀県野洲市では、たった

９戸の小さなマンション、小規模なマンションなん

ですけれども、最終的には行政代執行で解体をする

というようなケースも確かにございました。その代

執行の費用が１億円を超えているような状況になり

ますので、もちろん全額回収を目指して進めておら

れると思うんですけれども、マンション、規模が大

きいものですから、９戸のマンションでもそれぐら

いの予算規模がかかってくる。それが例えば100戸

のマンションだと、それの10倍以上の影響力という

のが出てくると思います。本市としては、そういう

ような状況になる前に手を打ちたいというふうに考

えておりまして、それが今回のソフト的な支援につ

ながるものでございます。 

  幸いにして今のところ、吹田市内で、もうそんな

切迫したどうしようもないマンションは存在しない

ものと認識をしておりますけども、10年後、20年後

にそういうことにならないために、今のうちから手

を打っていきたいという考えで、こちらの専門家派

遣事業を提案させていただいております。 
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○浜川 剛委員 分かりました。 

議案の勉強会のときに、今回のこの専門家派遣の

ことのときに、何か２件で各年６回ぐらいの派遣を

予定してますっておっしゃっていたんですけど、今

のお話を聞くと、あったとしたら２件ぐらいなんで

すね。そのときの目星としては、こことここぐらい

は、ちょっと今年のうちからやっとかなあかんなっ

ていうふうに思ってはるのかなという理解はしたん

ですけど、それはどうなんですか。 

○前 潤住宅政策室主幹 基本的な８項目があって、

その中で一つでも該当するマンションに関しまして

は、要支援マンションという位置づけをしておりま

す。それが60件程度あるんですけれども、大半は１

項目だけになっているんです。まず、令和８年度は、

やっぱり一番切迫性の高いところからスタートをし

ていきたいというふうに考えておりまして、それが

複数項目に該当する２マンションを、まず初めに手

をつけていきたいと、こういうふうに考えていると

ころです。 

○浜川 剛委員 分かりました。じゃあ本当にすごい

逼迫しているようなもんじゃないけども、そこに行

くまでの間に、要は優先順位、吹田市内の優先順位

として見たときにということなんですね。 

  続いて、また別のことでお聞きしたいんですけど

も、事業別予算概要の170ページ、171ページに、建

築指導事業がございまして、委託料が倍近く、658

万1,000円から1,242万9,000円と580万円強、委託料

として上がっているんですけど、この上がっている

理由っていうのを教えていただきたいんですけど。 

○渡部恵介開発審査室主幹 委託料につきましては、

大きく増えている主要因になるんですけれども、５

年更新の窓口端末であるＧＩＳシステム、こちらの

更新システムというのが、ちょうど前回５年前に新

しく入れたシステムが更新のタイミングになりまし

て、その費用が大きく膨らんでいるのが主要因にな

ります。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

今言ってました建築指導事業と、次のページの

172ページには開発指導事業があって、両方を見る

と、建築指導事業は一応一番上の総合計のところが、

比較として前年比較は742万円ですけど、人件費ベ

ースで考えたらプラスの774万2,000円、だから人件

費でプラス700万円ぐらい上がってて、172ページの

開発指導事業も同じように700万円強、人件費も入

れると上がっていると。これはさっきの別の課でも

聞いたときには、別の答えがあったのでそうかなと

思ったりもしながらも、この要因って何かあるんで

すか。単純に見れば、業務量が多くなって人を増や

したのかとか、何かほかの要因があって、この人件

費が増えているのか。 

建築指導事業でいいますと、合計のところが

1,465万9,000円で、今年が1,391万7,000円、引き算

したら74万2,000円です。その下に括弧書きであっ

て、１億4,197万5,000円が来年、今年が１億3,423

万3,000円、引き算すると774万2,000円。これは予

算概要の最初の部分のほうに括弧書きでの人件費も

込めた数ということ、数値ということで書いてある

ので、その分、増えてるということですね、だから

ね、700万円。別に本年度のところで聞いてるんじ

ゃなく、差額としてこんだけ増えてるという記載に

なってるので、それはどういう理由でしょうかと。

建築指導事業だけじゃなくて、次のページの開発指

導事業も同じような傾向が見られるので、どういっ

た理由かっていうのを教えていただきたい。 

○錦古里 晋開発審査室参事 委員の御指摘のとおり

人件費に係る部分で金額が74万2,000円上がってい

るという形になっております。その分、増えている

ということで、人数が増えたとかではなくて、人件

費等ですので、会計年度任用職員への給与等も上が

ってますので、その分が上がっているということに

なります。 

○平野和男開発審査室長 少し補足をさせていただき

ます。人数等、定数等も変わっておらないんです。

ですので、基本的に人件費が上がっている分が金額

として差が出てきているというふうに認識しており

ます。 

○浜川 剛委員 分かりました。会計年度任用職員の

方の給料も上がってますといいながら、今のところ

には会計年度任用職員は外しているんですよね。外

していて上のほうに入ったんですよ。 
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人数の配置を大きく変えている、変えてないとか

いうところを、毎回いろんなところでこの話をする

んです、実を言うと。そしたら、やっぱり業務の見

直しで人を増やしましたとかっていうところがほと

んどなので、いやいやもうそういう業務の見直しや

ったら、もっと前からやっとったらっていうのもあ

って、こういうところだけは毎回聞いているんです。

先ほど聞いたところも、同じように人件費の高騰が

見直してこうなりましたという答えでしたので、あ

あ、そうかなという納得のために確認させていただ

きました。 

一旦、置いておきます。 

○井口直美委員 私は、吹田市営住宅長寿命化計画に

ついてお伺いしたいと思っております。 

  吹田市の市営住宅の現状というところを見てまし

たら、高齢者、障がい者のニーズが増加傾向であり

ますとか、状況をいろいろ書いてあるんですが、市

営住宅の現状の中で、風呂設備がない住戸は約５割

あるというふうに書いているのが、すごく気になる

んです。借上げも含めて市営住宅を管理されている

と思うんですが、この中でお風呂がない市営住宅っ

てどこなのか教えてください。 

○宮武健治住宅政策室主幹 現在、お風呂設備がない

住宅につきましては、岸部中西住宅と豊津住宅でご

ざいます。 

○井口直美委員 この二つがお風呂の設備がないとい

うことなんですが、空室になっているのかどうかが

分からないんですが、空室になっているのはどれぐ

らいあるのか教えてください。 

○加藤智雄住宅政策室参事 岸部中西に関しましては

３割程度、空きがあります。豊津に関しましては、

１割程度になります。 

○井口直美委員 これ、岸部中は３割もあるっていう

ことなんですが、この３割って多くないですか。何

が言いたいかっていったら、これ目標管理戸数、必

要な量って１万5,111世帯が必要であって、計画の

中に書いてあるんですが、対応可能数が１万7,940

戸あるよ。だから、今のままやったら市営住宅の目

標管理数は現状維持でいいよっていうふうに言って

はるにもかかわらず、結局、この市営住宅、岸部中

西の中で３割は、120戸の中の３割って結構大きい

じゃないですか。空室になっているっていうことな

んですが、これでお風呂がないから入らないという

のも、今、ほとんどお風呂はある状況やのに。もと

もと市営住宅って、もともと風呂がないような造り

になってたんですか。それが今、二つ残っているっ

ていうことは、どういう状況なんですか。 

○奥埜秀一住宅政策室主査 市営住宅につきましては、

基本的に建て替えをしていた９団地とかは、お風呂

がないのが非常に多くありました。基本的には共同

の浴場が近くにあって、そこを利用される方が多く

て、お風呂を設置してないという経過がございます。

近年につきましては、そういった共同の浴場という

のが減ってきているということで、そういった形の

時代の住宅が、まだ２団地残っているということで

ございます。 

○井口直美委員 この岸部中にしたって、豊津にした

って、ほぼ銭湯ってなくなっていってるじゃないで

すか。にもかかわらず、お風呂を自分でつけてねっ

ていうことやと思うんですが、これが原因で３割の、

岸部中西やったら３割が空室になっているっていう

状況やと思うんですが、どうなんですかね。このま

ま続けていくんですかね。 

  何か調べてみたら、出るときはまた撤去しないと

駄目でしょう。つけても出るときは元どおりにしな

いといけないという状況なので、市営住宅やからっ

ていうわけじゃないですけど、改善して満室して、

その分借り上げ住宅というのを減らしていったりと

か、そういうふうにしていったほうがいいんじゃな

いかなと思うんですけど、その辺はどう考えている

のか教えてください。 

○藤原義紀住宅政策室長 今の岸部中西住宅と豊津住

宅につきましては、お風呂の設備がないということ

と併せまして、階段室型の住戸ということで、エレ

ベーターも設置がすごく困難な住宅となっておりま

す。それもあって、入居率が低くなっているという

現状があります。建物の老朽化も進んでおりまして、

これらの団地につきましては、建て替えについて今

後、詳細な検討をするということになっております。

これは、来年度発注する長寿命化計画の改定に際し
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て、詳細な計画をするということになっております。

それまで、いつどのような手法で、どれぐらいの住

戸数で建て替えをしていくかということを詳細に検

討をしていくんですけれども、時期としては、そん

なに遠くない時期で、建て替えが必要なのかなと思

っておりまして、我々としては、その建て替えまで

の間、今、お風呂がない、エレベーターがないとい

う状態なんですが、その状態でどれだけ空き家を有

効活用できるかということを考えていこうというこ

とで、取組としましては、年２回募集している、入

居者募集しているんですけれども、そのときに募集

がなかった住宅につきましては随時募集という形で、

常時先着順で募集をするという取組を始めておりま

す。あわせて、先進事例でも、そういうお風呂のな

い住宅を活用しているというところがありますので、

そこを研究しながら、建て替えまでの間、どのよう

に活用できるかということを考えていきたいという

ふうに思っております。 

○井口直美委員 今、岸部中西住宅と豊津というのは、

建て替えを検討するとしているというふうにおっし

ゃってはいましたが、はっきり言って、早くやらな

いと、もう何回募集しても入るとは思えない。障が

い者の方と高齢者のニーズが上がっているっていう

ことなので、もうこの方たちは、絶対にエレベータ

ーがない４階とか５階まで上がっていけないという

ことであれば、絶対に入ることもないし、今の若い

人が風呂がないところに住むはずがないし、若い人

が市営住宅に応募することはないと思うんですが、

やっぱり低所得の方とか、家賃負担で困窮している

人たちという方が、応募をされるっていうことなん

でしょうけど、そういう方に風呂をつけてねとか、

リースもあるようなことも書いて、何か調べたらあ

るみたいですけど、そういう余裕があると思えませ

ん。本当に、南住宅、中西住宅って、近くにあるん

で、早急に検討してほしいなと思いますので、また

注視させていただきますけど、検討のほどお願いし

ます。 

○竹村博之委員 議案参考資料の281ページについて、

まず管理組合が専門家派遣を依頼する、従来の申請

型の派遣の実績について教えてください。 

○新名智子住宅政策室主査 従来の申請型のアドバイ

ザー派遣制度につきましては、令和５年度から実施

しているものでございまして、今年度の令和７年度

の派遣実績としましては９件ございます。 

○竹村博之委員 この９件の内容ですね、どういう内

容での相談なのか、特徴的な相談内容があれば教え

てください。 

○新名智子住宅政策室主査 アドバイザー派遣の令和

７年度の９件の相談内容でございますけれども、最

も多かった派遣内容につきましては、管理組合の運

営及び管理規約で４件ございました。次いで、大規

模修繕工事と長期修繕計画に関する勉強会を３件開

催しております。 

○竹村博之委員 それで、依頼をされてくるものは非

常にありがたいことですけど、これを充実させよう

ということで、アウトリーチ型の専門家アドバイザ

ー派遣を行うということで予算を計上されています。

アウトリーチですから、いろいろ調査されて、基準

に基づいて選定をして、連絡を取るということです

けども、管理不全にならないようにということでの

派遣業務かなと思うんですけど、管理不全の兆候と

いうのはどういうことが言えるの。管理組合の理事

長が決まってないとかありましたけど。 

○新名智子住宅政策室主査 管理不全の兆候のあるマ

ンション、いわゆる要支援マンションとは、管理状

況届出書におきまして、管理不全に陥らないための

重要な項目として設定しました適切な管理に関する

事項８項目のうち、１項目以上に該当するマンショ

ンを支援が必要なマンション、要支援マンションと

いうことで位置づけております。８項目の内容です

けれども、管理組合がない、管理規約がない、管理

者等がいない、総会を開催していない、管理費がな

い、修繕積立金がない、大規模修繕工事を15年以上

実施していない、長期修繕計画が策定されていない、

以上になります。 

○竹村博之委員 確かにその８項目、１項目でもなか

ったら、なかなか厳しいなと思う。 

今は、マンションには管理組合はなくてもいける

ということなんですかね。あまり管理組合がないと

いうのを聞かないので、その辺の歴史的な経過を教
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えてもらえますか。 

○新名智子住宅政策室主査 先ほど、来年度派遣を実

施する予定のマンションが、２件ほどあるというふ

うに申し上げましたけれども、その２件が管理組合

のないマンションになります。それ以外で管理組合

のないマンションは、今のところ把握しておりませ

ん。 

○笹川かおる住宅政策室参事 補足なんですけれども、

一般的に管理組合というのは区分所有法において設

置されるというものになっておりますので、本来で

あれば組合というのはあるものというのが、常識的

かなと思っております。 

○竹村博之委員 ということは、制度的にも設置しな

いというのはルール違反で、そのまま放置は当然で

きないということで、例えば８項目ですけど、１項

目以上というのは、マンションでいうと何件くらい

あるんですか。 

○新名智子住宅政策室主査 令和５年７月から実施し

たマンション管理状況届出書の分析結果ですけれど

も、要支援項目１項目以上に該当しているマンショ

ンは、現在59件でございます。 

○竹村博之委員 分かりました。 

管理組合がないと、なかなか皆さんも働きかけよ

うがないんで、そこからいかれるんかなと思います

けど。予算的になっているのかな。何回派遣するよ

うな予算になっているんですか。 

○新名智子住宅政策室主査 令和８年度の予算額とし

て36万円計上させていただいております。こちら１

回の派遣につき３万円、これは従来の申請型のアド

バイザー派遣と同額になっておりまして、今回は対

象マンションを２件想定しております。１件の派遣

につき、原則年６回派遣を想定しておりますので、

それを踏まえて予算計上しております。 

○竹村博之委員 分かりました。６回分ですね、１回

派遣して、それで話がつけばいいですけど、なかな

かそうはいかん場合もあるということで、予算がこ

の程度でいいのかなというふうには、率直に思った

んですけど。もう少し増やすとかが必要じゃないん

ですか。 

○前 潤住宅政策室主幹 おっしゃいますように、全

てのマンションで根本から管理適正化にかじを切っ

ていただくということになりますと、もう少し回数

も必要かなとは思っておりますけれども、全部一遍

にというのもなかなか、マンパワーも含めて難しい

というふうに考えております。 

  今回、年に６回、２か月に１回程度ということで

想定をしておりますけれども、１年６回で問題解決

するというふうにも考えておりません。今後、継続

的に２年、３年とかけて、じっくり醸成していく必

要があると考えておりますので、まずは令和８年度

に関しましては、この２件を重点的に進めていきま

して、その効果を把握しながら、令和９年度以降は

検討を進めていきたいというふうに考えております。 

○竹村博之委員 なかなか実際にはそんなうまくいか

ないような局面もあるかもしれません。大変だと思

いますけど。 

  この件で最後ですけど、他市の状況というか、他

市も同じような問題を抱えたりしてるのか。他市の

状況で、こういうものを導入をしていこうとか、そ

の辺の傾向はどうなんでしょうか。 

○前 潤住宅政策室主幹 他市事例、先ほど大阪府で

すとか、京都市ですとかが事例があるというふうに

申し上げましたけれども、全国的に見て、実はそれ

にプラス一、ニぐらいしか、私どもとしても把握し

ておりませんで、全国的に見ても、割と先進的な取

組であるというふうに考えております。それだけに

どういう壁に当たるのかというのは、実際、事業を

実施してみないと分からない部分もあるかとは考え

ておりますけれども、大阪府、京都市なんかでは、

少なくとも数年前から当事業を、同様の事業を行っ

ておりますので、そうしたところも参考にしながら

進めてまいりたいというふうに考えております。 

○竹村博之委員 よく検証もして、ぜひ進めてほしい

と思います。 

  あともう一つ別のことですけど、議案参考資料の

283ページの公営住宅システム改修ということで、

ｅＬ－ＱＲシステムというんですか、これを活用し

てと。これは既に吹田市は市民税とか、固定資産税

とか、都市計画税とか、軽自動車とか水道料金、下

水道に導入されているんですよね。ちょっとネット
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で見たんですけど。それにプラスみたいな感じでや

られるのかなと思うんですけど。 

  お聞きしたいのは、今住んでいる方の住宅使用料

というんですか、家賃を払うシステムですね。それ

を払うシステムだけど、ネットに弱い人なんかは、

別に従来どおりでいけるということでいいんですか

ね。 

○垣内隆治住宅政策室主査 現在、納付書でお支払い

をいただいている方の、その納付書のところにｅＬ

－ＱＲ対応のＱＲコードを新たに印刷すると。その

納付書の使い方自体は、コンビニであるとか、金融

機関に持ち込む分には、従来どおり変更はないとい

うことです。 

○久保直子副委員長 議案参考資料の281ページのマ

ンション管理適正化専門家派遣の実施について質問

させていただきます。 

  先ほどから他の委員の皆さんが質問していただい

てたんですけれども、今現在、吹田市で59件、要支

援のマンションがあるということなんですが、これ

はどのようにして割り出したのか、まず教えていた

だきたいと思います。 

○前 潤住宅政策室主幹 条例の中で、届出を義務化

をしておりまして、その届出の中で、適切な管理に

関する事項ということで、先ほど来ありましたけれ

ども、基礎的な８項目を設定しております。これは

また他市先進事例を基に設定した８項目になってい

るんですけれども、その中で、その基礎的な項目１

項目以上該当するものを要支援マンションというふ

うに位置づけております。 

○久保直子副委員長 その中で、規約がないとか、勉

強会を開いたとかの数をおっしゃってましたが、数

をもう一度お願いします。 

○前 潤住宅政策室主幹 先ほど申し上げましたのが、

アドバイザー派遣制度、こちらは管理組合から申請

を頂きまして、その申請いただきましたマンション

に専門家を派遣する、勉強会をするアドバイザー派

遣という制度がございます。そちらが令和７年度、

全部で今現在のところ９件、派遣の実績がございま

して、管理規約等に関するところが４件と、あと長

期修繕計画、また大規模修繕工事に関するものが３

件の相談があったということになっております。こ

れはもう既存の事業でございまして、今回、新たに

提案をさせていただいているアウトリーチ型の支援

とは別物というふうに御理解をいただければと思い

ます。 

○久保直子副委員長 来年度新たに始められるという

ことで２件を予定されて、２件分で６回ずつ行かれ

るということなんですけれども、６回でも改善は難

しいのではないかというのは、他市の事例などから、

そういったことを言われているのかなと思うんです

が、最終的にはどのような、もちろん８項目のうち

の達成できていないところを補うっていうところが

目標なのかなと思うんですけれども、この専門家を

派遣して、専門家を派遣するにも予算が要るわけで

すから、有限でないとやはり困りますよね。専門家

の方というのが、どのような力量を持っておられる

方で、じゃあ何回ぐらい派遣していっていただいた

ら、管理不全に陥らないのかという、そういう見通

しを教えていただきたいと思います。 

○新名智子住宅政策室主査 まず、協定を結びたいと

考えております先でございますけれども、一般社団

法人大阪府マンション管理士会と協定を結びたいと

いうふうに考えております。こちらの大阪府マンシ

ョン管理士会につきましては、現在行っております

申請型のアドバイザー派遣事業の協定先でもありま

すし、マンション管理適正化専門家派遣事業と同様

の事業を、既に大阪府や堺市と共同で実施している

団体でございます。 

  あと、どのように実施していくかということなん

ですけれども、事業計画のほうで、一応３年ほど認

めていただいていることもありまして、３年間の一

応計画ということを今、立てておるところでござい

ます。あくまで実施案になりますけれども、来年度

は管理組合がないマンションですので、管理組合が

ないマンションであれば、まずは区分所有者の代表

となるキーマンを探し、管理組合の設立支援から行

っていくということになってくると思います。その

後、例えば２年目とかに、集会の開催支援であった

り、３年目には管理規約の策定支援など、そういっ

た支援に結びつけていきたいというふうに考えてお
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ります。 

○久保直子副委員長 もう実績もお持ちの社団法人さ

んなんでしょうかね。なるほど。１回３万円という

ことですけれども、何時間ぐらい持ち主さんとお話

しをされて、どのような書類を交わすとか、それを

どのように行政と連携するかとか、そういう細かい

内容も教えていただきたいと思います。 

○前 潤住宅政策室主幹 その細かい事務手続に関し

ましては、これからちょっと詰めていくことにはな

るんですけれども、これまで申請型のアドバイザー

派遣制度を実施していく中では、市のほうから、マ

ンション管理士会のほうに依頼を出して、マンショ

ン管理士会のほうから、実際に派遣していただくマ

ンション管理士の氏名を教えていただいて、送付を

いただいて、派遣先のマンションと日付を調整をし

て、実際に派遣に至るというふうなプロセスを踏ん

でおりますので、似たようなプロセスになってくる

と考えております。幸いにして、今のところ要支援

マンションとは連絡は取れる状態になっております

ので、日付の調整ですとか、そういったところとい

うのは不可能ではないというふうに捉えております。 

○久保直子副委員長 連絡も取れるということで、そ

れが59件あって、来年度は２件で、それがうまくい

けば、増やしていって、全てのマンションをしっか

りと管理不全に陥らないようにするっていうことを

目指しておられるっていうことですね。分かりまし

た。では、また細かくも注視していっていただきた

いと思いますし、よろしくお願いいたします。 

一旦、置きます。 

○高村将敏委員長 質疑の途中ですが、職員入替えの

ため暫時休憩します。 

（午後２時14分 休憩） 

（午後２時17分 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○川田 尚委員 私からは、議案参考資料の279ペー

ジで、北千里駅前市街地再開発事業の件なんですが、

今回、補助金という形で議案が提案されているかと

思うんですが、もう少し具体的にお聞かせ願いたい

のが、説明等というところに、市街地再開発事業に

係る組合への補助金とありますが、もう少し具体的

にどういった部分で使われるものなのか、お教えく

ださい。 

○工藤一樹計画調整室主幹 補助金に充てる内容です

けれども、１番の主な補助金の内容に書いてありま

すとおり、調査、設計、計画といった地盤調査費で

すとか、事業計画作成費等、あとまた土地整備費で

すね、建物の除却費用ですとか、あと仮設店舗等の

設置費、最後は共同施設整備費といいまして、空地

等に係る費用ですとか、電気、ガスとか、そういう

供給施設処理に係る費用に充てることとなっており

ます。 

○川田 尚委員 北千里駅前の事業については、非常

に様々ないろんな市民から期待と不安もあるという

のをお伺いしてますが、おおむね期待の部分かと理

解しております。この令和８年度中に都市計画審議

会を経ての都市計画決定かと思うんですが、今後、

向こう10年、15年の先を見据えた本市の大事な都市

計画の一つかと思っております。今、一番大事な時

期に差しかかっているんではないかと思いますので、

慎重かつ、大胆に都市開発、都市計画を進めていた

だければなと思います。十分期待しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

私からは一旦、置いておきます。 

○白石 透委員 今質問されていたことは、私も一住

民として聞きたいと思ったんです。３億5,000万円

で、これは議案参考資料に載ってます調査設計とか

土地整備、仮設店舗というのが入ってます。具体的

に教えてほしいんですが、３期ぐらいに分けてやっ

ていくんだと思うんですけど、そのスケジュール的

な順番で、まず組合が決めてからの話やけども、予

定でいいんですけど、もう一回確認させてもらえま

すか。 

○赤池晃治計画調整室参事 建て替えをしていく順番

というところなんですけれども、やはり地区センタ

ーとしての機能を止めないために、順次、段階的に

施工していこうというところまでは決めておりまし

て、ただ、その順番ですとか、具体的に例えばどこ

の今の店舗がいつ頃というところについては、まだ

準備組合のほうで検討中でございまして、具体的な
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予定のほうは、現在お示しできるものがございませ

ん。 

○白石 透委員 分かりました。まだ分からないとい

うことだと思います。 

それで、取りあえず今回の３億5,000万円という

のは、そういう準備組合、調査、研究に充てる資金

という認識でいいんですよね。だから、組合の意向

によって、多少、私が頭の中に抱いているのとは変

わる可能性も当然あるというような、そういう認識

でいいんですね。分かりました。 

  事業別予算概要の181ページなんですけど、近隣

センターの活性化再生支援というのがあるんですけ

ど、これは具体的に約2,555万円か。最近、竹見台

なんか結構テレビにも出てくる店舗ができて、にぎ

わっているみたいなイメージがあるんですけど、近

隣センターというたら、北側のほうの８地区しかな

いと思うんですけど。まだそのままとなっていると

ころ、近隣センターを何とかせなあかんなというよ

うな意見は、私の耳にも入ってくるんですけど。そ

の辺、再生支援となっているんですけど、近隣セン

ターって50年、55年とかなってきていると思うんで

すけど、どういうふうになってるんか知りたいんで

すけど。個別で構わないし、全体でも構わないんで

すけど、今後どういうふうになるんだろうかという

ような素朴な疑問なんです。 

○溝口敬人計画調整室参事 近隣センターにつきまし

ては、現在、当室が行っている支援といたしまして

は、近隣センターの中の地権者の中で、そういう再

整備の機運が高まったときに、市のほうでアドバイ

ザー派遣等々で支援していくということをやってお

りまして、今現在、竹見台、桃山台のところの近隣

センターでは、そういった活動をさせていただいて

いるところでございます。 

  当室で把握しておりますのは、あと高野台のほう

の近隣センターでは、現在そういった機運が高まっ

てきているというところは把握しているところでご

ざいますけれども、まだ具体的に派遣等々の動きと

いうのは、まだしてないところでございます。 

  ほかにも青山台、古江台ございますけれども、そ

ういったところにおきましても、今後そういった機

運が高まったときには、支援をしていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○白石 透委員 そうすると、やっぱりかつて青山台

とかも、私が議員になる大分前の話ですけど、そう

いう話があったけども、ちょっとあかんようになっ

たという話も聞いているんですけど。やっぱり地域

の商店街なり、近隣センターから声が上がってこな

いと、市のほうからはなかなか声がかけにくい、そ

んなイメージですか、近隣センターって。あそこも

組合みたいな形だと思うんですけど。その辺、肌感

覚でいいんですけど、やっぱり声が上がってこない

となかなか動きにくいよねって、そんな感じですか。

答えにくいかもしれんけど。 

○溝口敬人計画調整室参事 近隣センターにつきまし

ては、そのオープンスペース等々を大阪府の都市整

備推進センターが管理されているところもございま

して、まず現状といたしましては、そちらの都市整

備推進センターのほうが中心として、お声がけ等々

をいただいているところでございまして、その情報

を我々も共有させていただきながら、検討させてい

ただいているところでございます。 

○木村博一計画調整室長 今の答弁に若干、補足をさ

せていただきます。 

  近隣センターの土地所有者は、先ほど大阪府の都

市整備推進センターということで、オープンスペー

ス、共有部分は確かにそちらの法人が持っておるん

ですけど、その他の各個店、それからマーケット等

につきましても、実際に所有されておられるのはそ

れぞれの商売人さん、個人所有者とか権利者でござ

いますので、まずそちらの方々の意向をしっかりと

固めていただかないと、なかなか全体の整備が必要

ですので、そういったところには向かえないという

実情がございます。 

○白石 透委員 よく分かりました。 

○浜川 剛委員 資料も作っていただきまして、あり

がとうございました。千里ニュータウンプラザ施設

管理における委託料の増加の詳細ということで、事

業別予算概要の46ページに、ニュータウンプラザ管

理事業、情報館の予算が入っていまして、委託料が

大きく増えていたので、その理由をということでお
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聞きをさせていただきまして、これはＰＦＩ契約で

の建物自体の維持管理、修繕に係る経費ということ

なんですけど、全体にかかってるその中で、情報館

としての割合としての予算が計上されているという

とこまでは理解はしまして、改めてもう一つ、具体

的に維持管理の費用はどういったものなのか、修繕

に関してはどういったものなのか、具体的に教えて

いただいていいですか。 

○溝口敬人計画調整室参事 ＰＦＩの契約につきまし

ては、市民部の千里出張所のほうが管理しておりま

して、施設を所管するところとして、契約のほうは

把握してございません。 

○浜川 剛委員 具体的なこういうってわけじゃない

けども、取りあえずこんだけの金額を負担してくだ

さいということで来たので、今回、予算計上されて

いるということでといういいですね。分かりました。 

  ちなみにこの情報館なんですけども、私も議員に

なって何年か後ぐらいのときに、駅からニュータウ

ンプラザに入って、本当に目の前にある場所なので、

有効活用云々ということでお話を聞いたこともあり

ました。ざっくり、分かればでいいんですけど、こ

こ近年、年間の入場者数に大きな何か変化とかって

あるんですか。何万人とかと、そういう数を聞くん

じゃなくて、全体的にここ５年ぐらいで、年間の入

場者数に、肌感覚でも結構です、何か増減があれば

教えてください。 

○溝口敬人計画調整室参事 情報館の来館者数につき

ましては、入り口のところにカウンターを設置いた

しまして、一応把握しているところでございまして、

コロナ禍で若干下がったときございますけれども、

近年においては上昇傾向にあるというところでござ

います。 

○浜川 剛委員 分かりました。本当に一等地に入っ

てすぐのところでもありますし、いろんな催物をし

ていただいているのは理解してるつもりでもありま

すけども、さらに有効活用ができないかというのは、

見続けていただきたいなということで、今回確認を

させていただきました。 

  続きまして、議案参考資料257ページの、駅前滞

在空間創出のことでお聞きをしたいと思います。 

  事業の内容等もいろいろと書いてはいただいてま

すけども、実際にここにどんなイメージができます

かとお聞きして、それ自体も地域で考えていただい

たらということだったんですけど、議案参考資料の

ほうにも、さんくす夢広場にテーブルやベンチ等の

ファーニチャーの設置により、滞在空間を創出しと

ありますけど、事前に確認をさせていただいたんで

すけど、まずここのさんくす夢広場は、道路という

位置づけでよろしかったんですかね。 

○細木俊宏都市計画室主幹 委員のおっしゃるとおり

でございます。 

○浜川 剛委員 道路という認識であっても、テーブ

ルとかベンチは置いても大丈夫なんですか。一般的

に道路には、そもそもベンチとかテーブルとかって

置いたら駄目なんじゃないのかなと思うんですけど、

そこはどうなんですか。今後、道路の用途変更みた

いなんをするとか、そういう考えになるのかどうか

も含めて、教えていただけたらと思うんですけど。 

○細木俊宏都市計画室主幹 近年、国では、居心地が

よく歩きたくなるまちづくりを進められておりまし

て、公共空間を滞在空間として利用するという動き

が進められております。そういったことから、今回

も実験として行うものでございます。 

○浜川 剛委員 ということは、道路にも別に歩きた

くなる空間をつくるという観点であれば、ベンチを

置いてもいい。道路というのは、別に車のためだけ

じゃなくて、これは今、歩道の部分なので、そうい

ったベンチとかを置いても大丈夫という認識でおら

れるということで理解していいんですか。 

○細木俊宏都市計画室主幹 国のほうでは、道路空間

から人への空間という転換をしていこうということ

が行われておりまして、そういったことを参考に、

我々も社会実験としてやろうとしている状況でござ

います。 

○清水康司都市計画部長 少し補足をさせていただき

ますと、駅前広場というのは、いわゆる鉄道と車と

の乗継ぎの役割ということを有しているんですけど

も、一方で国の指針なんかでも書かれているのは、

人が憩うとか、集うとか、そういう人が交流するよ

うな空間の機能を有してますよと、そういう役割も
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ありますよということが示されています。道路とし

ての機能というのは、当然、確保するんですけれど

も、そういう付加価値、いわゆる我々は環境空間と

いう言い方をしてますけれども、そういう空間も有

しているということで、駅前広場の大きさというの

は定めていくものですから、その中をどう活用する

かということは、当然、その道路としての位置づけ

がある以上は、そことの関係性の整理はする必要は

ありますけれども、今回のような取組というのが可

能になるというふうに考えております。これまで申

し上げてますように、警察とか、道路管理者との協

議が必要になると、そういう状況でございます。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

あと、ここ５年、10年ぐらいのスパンでもいいん

ですけども、さんくす夢広場、お祭りのときにいっ

ぱい増えるとか、そういうのは全く度外視をしてい

ただきたいんですけど、通常のときに、この広場に

足を運んでくる人たちというのが増えているんです

か、データとして何かお持ちなんですか。 

○玉木亮介都市計画室参事 現時点では、そういった

具体的なデータについては、当室のほうでは把握し

ておりません。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

増えてるんやったら、せっかく増えてきてる地域

なので、さらにもっとにぎわいをという趣旨なら分

かるんですけど、増えてるかどうかもまだつかまれ

てないところで、にぎわいを創出する必要性という

のが、どこまであるのかなと。横にイオンとかもあ

りますけど、そこに人がどんどん入っていかせたい

のかどうかというところも、思ったりもするんです

けど。そこはどうなんですか。人がいる、増えてい

るではなく、そこはつかんでいないけど、ここにし

た理由は何なのか。 

  それで言うたら、駅の反対の北口のほうに行った

ら、人数は増えてると思うんですよ。大和大学もで

きたんで、学部も増えて、まだ増やすといううわさ

も聞きますから。同じようにメロード前の広場、同

じような広さではないですけど、ちょっとした広さ

もありますし、バスもいっぱい止まって、結構利用

者も多いので、人の数に対して、そういった空間を

利用して、それによって地域を活性化というんやっ

たら、メロードも今、お店が減ってきてて、閑散と

している状況なので、人が流れがあるということで

あれば、そこにまた店が入ってくるというふうにつ

ながってくるかなと思うんですけど、それはどうな

んですか、同じＪＲ吹田駅の中で。夢広場じゃなく

て北口という選択肢というのは考えられてないです

か。 

○細木俊宏都市計画室主幹 ビレッジマート等のイベ

ントでは、結構多くの方が来場されていますが、ふ

だんは通行のみで駅前広場を利用されている方が多

いと認識しております。 

○清水桐郎都市計画部総括参事 北側のメロードのほ

うというふうに例示をいただきましたけれども、私

ども、さんくす夢広場がもともと平成23年にリニュ

ーアルしたときに、やっぱりお祭りとして活用され

ることと、ふだんからそういったところを滞在して

いただくようなイメージへ、バリアフリーな空間を

つくっております。北側のメロードのほうは、そこ

まで空間がございませんので、今回のような取組を

しようとすると、やっぱり通行の阻害であったりと

か、そういうところの課題が多いのかなというふう

に感じています。私どもは、駅前の在り方、国の流

れもありますし、あるいは、近隣市でもそういった

取組、社会実験をやられる取組もある中で、まずも

って、このさんくす夢広場の使い方、あるいは皆さ

んがどういうふうにお感じになっているか、社会実

験を通じて確認をしたいというふうに考えておりま

すので、まずは南側の広い空間を、いかに皆さんに

滞在して、歩きたいなと思っていただけるか、その

きっかけを探りたいなというふうに感じております。 

○浜川 剛委員 分かりました。 

実際の広場の利用者数、通行者数というのは掌握

されているんですか。 

○玉木亮介都市計画室参事 現状の通行量についても、

現時点では把握できておりません。 

○浜川 剛委員 実際、何人がそこを使っているのか、

何時ぐらいにはどんだけの人が、そこで滞在されて

いるのかというのをつかまれてないのに、何で多く

の利用者がいてるので、そこをもうちょっと、そう
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いった空間にという判断ができたのかなというとこ

ろが、素朴に疑問があるんです。 

  たまに私、本当に月に数回程度かもしれませんけ

ど、昼間、あそこを自転車で通るんですけど、そん

なに人おらへんのちゃうかなと思っている中で、こ

ういうことをされるので、少ないけども、こんだけ

しかいないけども、もっとこういう人数にしたいと

か。何かそういったものがあるのかなと思ったら、

いや人数も分からないんですけど、取りあえずこう

いった空間をつくりたいんですぐらいにしか、聞こ

えないんですけど。そこに空間をつくって、その人

たち、人の流れをというのは、どういった流れにし

たいとか、何かあるんですか。 

○玉木亮介都市計画室参事 先ほど、通行量について

把握できてないということなんですけども、数字と

してカウントできているかというとそうではないと

いうことで、状況自体は把握しているというか、認

識はしているということでございます。 

  今回の社会実験におきまして、そこに滞在する空

間をつくることによって、そこに滞在をまずしてい

ただくと。それをきっかけに、あそこのほうに行っ

てみようかとか、こっちに行ってみようかというこ

とで、周辺の店舗に立ち寄ったりという行動につな

がったりもすると。そういったところの人の流れ、

そういったものを効果として検証していきたいとい

うふうに考えております。 

○浜川 剛委員 本当にそういうふうにしてもらいた

いなと思いますし、当時ダイエーができたときに、

私も小学生でよく行った。できたときは本当にすご

いにぎやかやったのが、しばらく行ってなくて、何

年か前に行くと、今イオンになってますけど、店舗

自体も大分変わって、減っている状況でもあるのか

な。あそこ自体も、何かもっとにぎやかになってほ

しいなというのがあるので、ここは本当に、そうい

う意味では人が来ることによって、その人たちが流

れれば、そこにやっぱりメリットがある、集客のメ

リットがある、商売のメリットがあるということで、

お店がまた増えてくるのかなというのも、それは期

待自体はあるんです、本当に。だから、そういう意

味でもどんな視点でつくられるのかなということだ

け、確認をさせていただきましたので、またしっか

りと検討いただきながら頑張っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。これは要望と

して申しておきます。 

一旦、置いておきます。 

○井口直美委員 浜川委員の質問を受けてなんですが、

私も本当に何を効果検証して、どのような目的で社

会実験されるのかなというのが、はっきり言って分

からないんです。テーブルとかベンチ等を置いて、

滞在空間を創出するというふうにおっしゃっていま

すけれども、今の現状を御存じですか。木の下にベ

ンチは幾つかありますよ。その方がそこにどういう

方が座ってはって、あそこ、ハトが多いから、座ろ

うと思っても、ハトのふんで汚いんですよ。そんな

状況があって、ベンチがあるといってもきれいかは

分からへん。気候のいいとき、10月から12月のとき

に１か月程度されるっていうことなんですが、これ

をもって近くの店に行ったり、流れていくのも期待

してますとかおっしゃってますが、ただ、国が言っ

たから、一応、ＪＲ吹田駅の空間があるからやって

みよかっていうふうにしか見えないんですけど。本

当に考えてやってはるのか、どういうベンチをどこ

に置くのかってというのも、やっぱり考えてもらわ

ないと、結局邪魔になりました、ハトのふんがいっ

ぱいでしたみたいなことになる。 

  お昼間は、確かにお年寄りの方とかは座ってはる

方もいらっしゃるし、私も活動するときにも、人が

おらへんから、あそこではなかなか活動もしにくい

し、献血活動してますけど、それも人もいないとい

う状況で、何を一体求めてはるのかなというふうに

思うんです。 

まずはテーブルとかはどの辺に置こうと思っては

るんですかね。 

○細木俊宏都市計画室主幹 詳細な検討はこれからな

んですけども、駅前広場の店側というか、北側とい

うか、その辺りに2,000平米のうち800平米ほどを使

いまして、人工芝であるとか、テーブル、椅子を設

置する予定でございます。 

○井口直美委員 じゃあ2,000のうち800ぐらいを使っ

て、人工芝も入れて、そこまで考えてはるというこ
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とですか。 

○細木俊宏都市計画室主幹 まだ検討中でございます

が、予算を算定にするに当たり、そういった試算を

してございます。 

○井口直美委員 であればお願いしたいんですけど、

せっかく人工芝を敷いてって考えてはるんでしたら、

木を切ってもらうぐらいしてもらわないと、ハトが

ようけおり過ぎて、ハトに御飯をやってるおじいち

ゃん、おばあちゃんがいるんですけど、せっかく人

工芝を敷いたとしても、今度はそこに入っていくの

が汚いということにもなりかねないので、その辺は

しっかりとやってほしいなと思います。 

今、お店の中ががらがらなんで、あそこに座った

からっていって、お店に行きたいなっていうお店も

なくなってきている状況というのもありますので、

その辺は、やるんやったらやってほしいなと思いま

す。意見として言っときます。 

  次の質問ですけれども、開発ビルのことについて

お伺いしたいんですけれども、今、直近の株主総会

の資料を持ってきているんですけど、指針がありま

すよね。外郭団体の在り方に関する指針の中の６番

に、65歳を超えて就任させる場合は、その理由につ

いて市に報告することというふうに書いてあるんで

すけれども、これに該当される委員、今、取締役の

方の中で、ここの６番の65歳以上を超えて就任され

ている方で、該当される方は何人いるか教えてくだ

さい。 

○佐納典子都市計画室参事 常勤の取締役につきまし

ては２名おります。 

○井口直美委員 ２名の方といいますと、常務取締役

と取締役、この方ってお給料も出ているんですか。 

○佐納典子都市計画室参事 はい、給料が出ておりま

す。２名の報酬といたしまして、直近で1,200万円

ほどになっております。 

○井口直美委員 これはお二人でということですか。 

○佐納典子都市計画室参事 そのとおりでございます。 

○井口直美委員 今の方は、株主総会の資料で言った

ら常務取締役と取締役の方お二人で間違いないです

か。 

○佐納典子都市計画室参事 委員のおっしゃるとおり

でございます。 

○井口直美委員 この指針の中で、65歳を超えて就任

される場合は、その理由について市に報告すること

というふうに書いてあるんですが、指針が変更にな

ったのが令和７年７月１日なので、令和８年度に関

しては、その理由というのは提出、報告する必要が

あるかなと思いますが、その理由についてお伺いし

ます、教えてください。 

○佐納典子都市計画室参事 同社から聞いている理由

でございますけれども、行政で培った専門的な知識

を有する者ということで、株主総会においても承認

をいただいているとお聞きしております。 

○井口直美委員 分かりました。専門的な知識を有さ

れているということなんですが、今、開発ビルの評

価シートを見せてもらっているんですが、具体的な

事業内容といったら、さんくすの中の所有の賃貸管

理とか、メロードの中の賃貸管理、あと駐車場の経

営ということですが、これはこの方たちのどのよう

な専門的な知識が必要だと考えているのか、教えて

もらえるのは難しいのかもしれないですが、株主と

して吹田市が株主なので、その辺はどのような専門

的な知識が必要なのか、見解でいいんで教えてくだ

さい。絶対にこの人たちの知識が、これがあるから

要るんですよっていうことがあれば教えてください。 

○大椋啓之都市計画部次長 開発ビル株式会社におき

ましては、所有館の賃貸をしているんですけれども、

それ以前に、再開発事業で建てられた建物の管理と

いうことで、ＪＲ吹田駅前につきましては、本市で

も都市計画マスタープランにおいて、都市拠点とし

て位置づけているところでございますので、そんな

中で、様々な取組に対して、市としっかりと連携を

していくことも必要であるというふうに考えており

ます。そんな中で、行政の専門的知識が必要という

ことで、総合的な観点で、その役割を果たしていた

だいているものというふうに考えております。 

○井口直美委員 市との連携やったら副市長がいるじ

ゃないですか。私も質問したときに、副市長はいる

んですかって言ったら、市との連携が必要なんでと

いうふうに答弁してましたし、ここで言ったら、都

市計画部長になったら、ここの取締役になるってい
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うのが、スライド的になるのかなと思うんですけど、

副市長はともかく、今の役員というのは、一体何年

ぐらい今、就任されているのか教えてください。 

○佐納典子都市計画室参事 まず、１名につきまして

は、平成31年でございます。もう１名につきまして

は、平成29年に就任をされております。 

○井口直美委員 ということは、平成31年の方が今回

で丸７年。平成29年に関しては、もう９年になろう

かと思うんですけど。であれば、この取締役の任命

を行うために、このメンバーでいいですっていうこ

とを決めてはる任命者というか、どういうスキーム

というか、どういうのを踏まえて、この方たちが取

締役になりますと決めているのか教えてください。 

○佐納典子都市計画室参事 会社法施行規則及び同社

の定款に基づきまして、役員の選任については、取

締役会から候補者名等が記載された取締役の選任に

関する議案を、株主総会の決議により選任されてお

ります。 

○井口直美委員 会社法とかね。ほかのとこやったら、

別組織があって、その方がこの方たちを役員にとい

うような推薦とか、検討する場所があると思うんで

すけど、役員はこの方で、従業員は８人ですよね。

もともと株主総会に上げるための、この人って任命

するのは、副市長が決めているんですか。ここの社

長が決めているんですか。どんな感じですか。よく

分からないんですけど、もう一度教えてください。 

○佐納典子都市計画室参事 会社の内部事項でござい

ますことから、詳細については承知しておりません

が、一般論としまして、出資者である株主からの推

薦を含め、経営陣の中でそういったことを決められ

ていると認識しております。 

○井口直美委員 ということは、株主ということは、

41％を所有している吹田市が決めているということ

なんですね。それでいいんですか。それとも、ここ

に書いてある、大ガスとかアサヒビールさんとか三

つあるじゃないですか、その方が決めているんです

か。はっきり分からなかったら、分からないという

ことでいいですよ。 

○佐納典子都市計画室参事 株主の推薦を受けてとい

いますのが、外部の取締役も同じなんですけれども、

そちらの代表者に推薦をいただいて、名簿というか、

候補として上げていただいているという意味でござ

います。 

○井口直美委員 じゃあ代表者っていったら社長。代

表者って、じゃあ社長は副市長です、あとのお二人

は市の職員だったのかな、結局は代表者って誰。 

○清水康司都市計画部長 取締役の選任につきまして

は、現在、出資者の方から取締役を出していただい

ております。ですから、本市以外の株主の方々につ

いては、その組織として誰を取締役に推薦をするか

ということで、会社のほうに多分届出をされた上で、

候補者として名簿が上がっているものだと思ってお

ります。 

  それから、先ほど来、御質問いただいております、

本市の元ＯＢとしての常務と取締役につきましては、

彼らももともとは公募で職員として採用されており

まして、その後、取締役ということで選任はされて

いるんですけども、取締役会もしくは取締役会に案

として出すということについては、どういう形で決

めているかということについての詳細は、私どもと

しては存じ上げておりません。ただ、一般論として

申し上げれるのは、やはり会社というか、組織とし

て、それを選任するということですから、一定その

会社の常務なり常勤の者たちの中で、案という形で

検討されてるのではないかということは、これは私

が推測する範囲でありますので、そこは御理解いた

だければと思っております。 

○井口直美委員 他市のほうでも同じような形態で株

主、外郭団体で株式会社をされているところがある

んですけど、何件か調べてみたんですが、大体こう

いう同じような役員では、取締役が２年とか、監査

が４年とかっていうような、言うても一応任期の範

囲というのは決められてて、それに基づいてされて

いるんですけど、当社の場合は、ここに関しては、

希望すればずっとっていう、そんな状況がだらだら

続いているんじゃないかなっていうのをすごく感じ

ています。 

  それが、今まではよかったかもしれませんけれど

も、今後、何回も質問させてもらってますけど、今

度、吹田駅の南側の再々開発、これはやっぱりもう
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46年たったぐらいから考えていかないと、やっぱり

動かないよねっていうふうに、度々質問もさせてい

ただいてて、この方たちが、もっと違う知見の方を、

やっぱり力を貸していただいて進めていく時期に来

てるんじゃないかなっていうふうに、私的には思っ

ています。 

  ということで、このままずるずると任期もついて

ない、誰が任命されて、任命者なのかもはっきりと

こちらのほうでは分かってないということがこのま

ま続くことは、よくないんじゃないかなという認識

があります。 

  ということで、これは引き続きやらなあかんかな

と思うんですけど、部長もね、スライド的になって

いっているんだと思うんですが、その辺は、中にい

てはって、これから50年、もう再開発ってすぐには

無理じゃないですか。何回質問しても、機運の醸成

がとか、それからマンションのほうは、吹田駅の団

地管理組合さん、法人のさんくすさんが方向性ちゃ

んと議論しなあきませんねんとか、そんなことばっ

かり言って、全然進もうともしないっていうことを

踏まえて、部長的にはこのままでいいのかどうかと

いうのは、御意見いただけますか。やっぱりよくな

いと思うんですけどね。 

○清水康司都市計画部長 二つの御質問を頂いたと私

は認識しております。 

  まず、１点目のＪＲ吹田駅の再整備という取組に

つきましては、これまで私どもが本会議で御答弁さ

せていただいているとおり、やはり区分所有建物で

あるということから、やはりここの所有者の方々の

意向、将来どうしていきたいのかということがはっ

きりしない中においては、なかなか具体的なプラン

ニングも含めて取り組んでいけないと思っておりま

すし、市としてもどのような支援をしていけばいい

のかというのが、非常に不明確になるのではないか

なと思ってます。 

  ですから、まずはこれは、何の事業でもそうです

けども、関係される皆様の、今回は区分所有建物で

すので、合意形成というところが、やはり必須の条

件になってくるのではないかと思っています。ただ、

ここは我々も前に進むように、今現在行われている

検討会であったり、それに対する後方支援というこ

とも、大阪府の都市整備推進センターのアドバイザ

ー派遣を活用しながら、我々としても支援をしてい

るというところでございます。 

  それと、二つ目の御質問の役員につきましては、

これ令和４年以降、65歳を超えて２名の方が就任さ

れているという状況です。ここは先ほど申し上げた

ように、長年行政で培ってきた経験とかいうお話も

ありますけども、これにつきましては、同社の役員

につきましては、私もそうなんですけども、社外取

締役として行ってますが、これは常勤ではないとい

う状態です。会社の役員につきましては、会社の健

全な経営、これはまず第一にやっていただかないと

いけないと思ってますし、引き続き、現在取り組ん

でますＪＲ吹田駅南口の活気あるまちづくりに貢献

する役割、これも担っていただかないといけないと

いうふうに思ってますので、これにつきましては、

本市と綿密な連携を図っていく必要があるというこ

とは、私は感じておりますし、そう思っております。 

  という中におきまして、役員の選任においては、

その状況、その時期ですね、これらを十分に考慮し

ていかないといけないと思ってます。それは、これ

までこの２名の取締役が関わってきた関係者との協

議とか、団地管理組合法人であったり、借入れを行

っている銀行、これらの信頼関係ですね、この辺り

を十分に判断する中で、その役員を交代する時期と

いうのは考えないといけないというふうに、私は考

えております。 

  ただ一方で、委員の御質問にあったように、長き

にわたって事業を安定的に経営していくと。また、

再開発を進めていくということにつきましては、事

業の環境、現状これの変化にも十分対応する、柔軟

に対応していく必要があるというふうに思っており

ますので、役員についても、新たな経営の視点とか

知見、柔軟性というのが必要だというふうに思って

ますので、外郭団体の在り方に関する指針において、

考え方が示されているということですので、ここに

つきましては当然、株式会社でありますけれども、

同社の自主性を尊重しながら、公平性とか透明性を

高めて、健全な事業運営、経営となるように、我々
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株主としても引き続き助言、指導を行ってまいりた

いというふうに思ってます。 

○井口直美委員 おっしゃることはそうかもしれませ

んけど、誰が任命されているのかはっきりとしたこ

とが分からない。ずるずると今も９年、10年とやっ

てはる。今まではそれで安定的なもんで、資金の調

達なりが、借金も順調に返してきてはるのでよかっ

たのかもしれません。でも、めどがついたっていう

ことなので、やっぱりそろそろしっかりと株主とし

て、次のステージにやっていただきたいと。でない

と、いつまでたっても、任期もない、希望すればそ

のまま役員、取締役でずっとされてるようにも見え

てしまうんでね、その辺はやってほしいと思います

し、お願いします。 

○高村将敏委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩しま

す。 

（午後３時６分 休憩） 

（午後３時35分 再開） 

○高村将敏委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○竹村博之委員 都市機能検討事業における駅前滞在

空間の創出に係る社会実験、なかなかちょっと不明

なところもあることはあるんですけど。一つは、社

会実験は１か月ほどやられるということで、今年の

10月から12月にかけてということですけど。テーブ

ルとかベンチ等、何か人工芝も敷くということやけ

ど。１か月ほどですよね、１か月終わったらもう撤

去するんですか。 

○細木俊宏都市計画室主幹 １か月たちましたら、撤

去させていただきます。 

○竹村博之委員 そうですか、分かりました。 

テーブルとかベンチとか、これはリースか何かで

すか、借りているんですか。 

○細木俊宏都市計画室主幹 購入になります。 

○竹村博之委員 購入したら、まあどこでも役所の中、

いろんなところに置けますよね、分かりました。 

そんなに予算も大きくないですし、社会実験です

からやっていただいて、検証をやっていただいて、

どうなるかは分からないなと思いました。 

  次に、北千里駅前地区市街地再開発事業について

お尋ねをいたします。 

  資料として、議案参考資料が出ておりますし、そ

れから要求した資料として、北千里駅前地区市街地

再開発事業に係る補助金の内容及び2026年度のスケ

ジュールということで出していただきました。３億

5,560万円の補助金の内容ということで、これは実

際にこのスケジュールに沿ってやるということです

から、この補助金の交付は都市計画決定以降になり

ますということでございます。 

  かなり大がかりな事業ですし、大きな予算が必要

になってくるのかなというふうに思いますけど、例

えば、この実施計画の121ページに、北千里駅前地

区市街地再開発事業ということで、2026年度が今言

うた３億5,560万円で、次の2027年度が約13億円と

か、2028年度が８億円、2029年度が14億円、2030年

度が20億円とか。実際に完了する予定は2038年です

から、この先一体どれだけのお金を費やしてやるの

かというのを、まず全体像として教えていただけま

すでしょうか。 

○工藤一樹計画調整室主幹 まず、全体事業費につき

ましては、組合の想定している全体事業費が545億

円を予定しておりまして、そのうち補助金が国と地

方公共団体の補助が合わせて180億円となっており

ます。 

○竹村博之委員 ということは、補助金として吹田市

は約90億円費やしていくという、そういうことにな

って、かなりの大規模な再開発になるのかなとは思

います。 

  それで、改めて本事業の趣旨というか、理由です

ね。それから手法ですね、それから行政的な手続に

ついての法律的な根拠を示していただけますでしょ

うか。 

○赤池晃治計画調整室参事 まず、この事業としまし

ては大きな目標としては、北千里駅前のあの地域拠

点でもあります地区センターの再生を目指したもの

でして、手法といたしましては、法定の市街地再開

発事業というところで進めていきたいというふうに

考えております。法的根拠というのは、都市再開発

法というところに位置づけられた法定の市街地再開

発というところでございます。 
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○竹村博之委員 法律は、もちろんのっとるのは当た

り前の話なんで。要は聞きたいのは、約100ｍから

のタワーマンションが計画に入ってますでしょう。

本来というか、本来のこの地域の用途地域の取決め

とか、それとかいわゆる地区計画の取決めとかでい

うたら、まずできない規模の高さの建造物ができる

ということなんだと思うんですけど、それがなぜで

きるのかというのを、もう少し分かるように教えて

いただけたらと思います。 

○工藤一樹計画調整室主幹 委員のおっしゃる、この

地区の高度地区、建物の高さに関するルールにつき

ましては、第四種45ｍ地区ですけども、市街地再開

発事業に当たっては適用除外となっております。 

○竹村博之委員 適用除外ということは、もう高さ制

限はなくてもいいというふうなことなんでしょうか。 

○工藤一樹計画調整室主幹 委員のおっしゃるとおり

でございます。 

○竹村博之委員 ということは、極端に言うたら200

ｍでも、技術的なことがありますから難しいかもし

れませんけど、もっと高くもできるしということで

すよね。ただ、それじゃもう、何のために用途地域

を決めたり、地区計画を決めたり、良好な住環境と

か地域のまちづくり、環境のいいまちづくりという

観点でいくと、それはもう完全に、そんなことは関

係ありませんというような、乱暴な言い方かもしれ

ませんが、そういうことに法律的にはなっているわ

けですか。 

○渡辺玲子都市計画室参事 高度地区45ｍに関しまし

ては、先ほどの答弁のとおり、市街地再開発事業の

ほうは適用除外になっております。こちらのほうは、

適用除外でどうでもいいというようなことではござ

いませんで、市街地再開発事業という別の都市計画

を打つことになりますので、そちらの内容の中で、

適正な内容に沿っているかというところは、都市計

画に基づいて確認をしていくということにはなりま

す。地域の具体的なイメージとか将来像に基づいて

定めてまいりますので、一律45ｍの高さにならなけ

ればならないという制限を取り払うという意味でご

ざいます。 

○竹村博之委員 ほかの地域で用途地域で、法的に手

続を踏んで、市民に対してもいろいろな情報を提供

して、用途地域の決定やら地区計画の決定をされて

きてるわけですね。それがまた別の法律を使って、

そこで過去決められた約束が守られないというのは、

いいんですか。 

  我々もいろいろな地域の方から、この地域はこれ

だけの高さで住環境が守られているとかいうて、い

ろいろ話をするときに、突然そういう超高層のマン

ションができるということは、いやそういう法律が

あるので、今までの法律よりは優先されるんですと

いうふうなことで、どう説明したらいいのかね。御

示唆いただけたらありがたいんですけど。 

○渡辺玲子都市計画室参事 地区計画に関しましては、

ニュータウンは全域地区計画のエリアに入ってござ

いますので、こちらの北千里駅前につきましても、

漏れなく地区整備計画という具体的な制限を定めて

まいる予定です。内容につきましては、現在、検討

中でございますので、まだお話しできるような状態

ではございません。 

  高さ等に関しまして、先ほど45ｍの高度地区が市

街地再開発事業という決定をもって適用除外になる

という御説明、法律上の関係性の御説明をさせてい

ただいたんですけれども、一方で市街地再開発事業

を都市計画決定するというところにつきましても、

要件を満たしているかとか、あと必要な検討がなさ

れているかというところは、慎重に都市計画審議会

も含めて説明をしてまいりますし、審議を受けるも

のでございます。 

  また、こちらのほうは事業自体の建物の高さとい

うところにつきましては、良好な景観形成の観点か

ら、景観アドバイザー会議のほうも活用してまいり

たいと考えておりますし、現在も環境アセスメント

ですか、環境影響評価審査会のほうにもお諮りさせ

ていただきながら、高さについては無制限でいいと

いうところではなくて、何メートルの高さが良好な

景観形成、もしくは市街地への影響というところが

図れるかというような、慎重な審議をもって決定し

ていきたいと考えております。 

○竹村博之委員 手続的にはしっかりやるということ

です。 
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  それで、次にちょっとお聞きしたいのは、新年度、

2026年度のスケジュールについて、これ資料を頂い

ているわけですね。５月頃に都市計画審議会で報告

があって、６月頃に公聴会の開催等、都市計画法第

16条、８月頃に都市計画案の縦覧、意見書提出、都

市計画法第17条、11月頃に都市計画審議会で諮問さ

れて答申を受けて、都市計画決定を告示するという、

そういうスケジュールですよね。 

  お聞きしたいのは、公聴会の開催ですけども、公

聴会の方法ですよね、参加規模とか参加者の要件と

か範囲、ここはどういうふうになっておりますでし

ょうか。 

○渡辺玲子都市計画室参事 現在予定しております公

聴会の方法といたしましては、説明会の形式で、現

在考えておりますのは平日、休日の各一、ニ回程度

を想定して企画を進めておるところです。参加して

いただく方は、もう広く市民の方ということになり

ますので、市報等の広報を使って、できる限りの周

知に努めてまいりたいと思っております。 

○竹村博之委員 幅広くということですから、場所は

どこかあるんですかね。 

○渡辺玲子都市計画室参事 こちらにつきましても具

体的な場所の確保が既にできているという状況では

ございませんが、北千里の意見交換会等、皆さん集

まっていただいた場所が適切かなというところで考

えてございます。 

○竹村博之委員 そしたら次、先ほど環境影響評価手

続や景観に関する取組については、適宜実施する予

定だと。時期については未定ということなんですけ

ども、若干述べられましたけど、そもそもこのスケ

ジュールが書かれているんですけども、このスケジ

ュールのところに、そういった取組も載せるべきじ

ゃないんですかね。 

○工藤一樹計画調整室主幹 表の下の環境影響評価の

手続ですとか、景観に関する取組については、まず

11月の環境影響評価の審査会において、環境影響評

価審査会だけではなくて、都市計画審議会ですとか、

環境アドバイザー会議ですとか、景観審議会など、

各審議会の御意見を頂きながら、環境影響評価の審

査会をしておくほうが、よりよいまちづくりにつな

がるといった御意見ですとか、１月30日に行われま

した都市計画審議会のほうでも、そういった環境影

響評価の審査会での御意見に共感するお声とか頂い

ておりまして、その辺りの今、表に記載しているの

は都市計画審議会のことについてのみなんですが、

あと環境影響評価の審査会ですとか、景観審議会の

スケジュールについては、今現在、事務局のほうと

協議をしておりまして、まだお示しすることができ

ないような状況になっております。 

○竹村博之委員 よく分からないんでお聞きしたいん

ですけど、幅広い市民なり地域の方の御意見を取り

入れようというか、お聞きしていこうといったとき

には、この環境影響評価手続とか景観に関する取組

というのは、この11月頃の都市計画審議会よりも前

のほうがいいというふうな御判断なのか、いや、そ

れはもう全然別物ですよという、そういう御判断な

のか、お聞かせください。 

○赤池晃治計画調整室参事 環境影響評価の手続に関

しましては、昨年の５月に提案書のほうを再提出し

ておりまして、その提案書の再提出に伴って意見交

換会のほうを、昨年６月に開催させていただいてお

ります。また、引き続き環境影響評価の手続という

のは今後も続いていきまして、次に評価書という手

続に入っていくんですけれども、その評価書案に関

しても、また意見交換会というのは開催予定でござ

いますが、時期については未定となっております。 

○竹村博之委員 ちょっとタイミングとか、いろいろ

ひょっとしたらあるのかなという気もするので、し

っかり精査をしていただきたいなとは思います。そ

れは、いつの時点で今言われたような予定というか、

分かるんでしょうか。 

○赤池晃治計画調整室参事 今の環境影響評価に関し

ましては、提案書に関する審査が行われている途中

でございます。提案書の審査が終わりまして、審査

書というものになって、以降の評価書というところ

で、ちょっと今まだ提案書に関する審査中でござい

ますので、その後のスケジュール感というのが、な

かなか決まりにくいところではございます。 

○竹村博之委員 何とも言えないんですけど。それで、

これだけ大きな事業がもし決まっていけば、いろい
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ろ地域にも影響が出てくるので、やっぱり市民にい

ろんな情報を提供していくということでいきますと、

しっかり情報提供を、前倒しでやってほしいなとい

うのは思っています。 

  次にお聞きしたいのは、地域の高さ制限、先ほど

聞きましたけど、現状の規定は45ｍだけど、先ほど

の御答弁の中で、高さ制限が緩和されてということ

で、これはこの事業が都市計画決定されたら、もう

それが一つの根拠になるということですよね。 

  それで、我が会派の議員も過去からいろいろ質問

して、議会の中でもやり取りがありましたけども、

今回のこの事業が、公益性の高い事業だということ

で、これを進めていくんだというようなことが言わ

れてまいりましたけども、ここでお聞きしたいのは、

いわゆる公益性というのは、公益性というか、公共

の福祉というふうに法的には書いてある、この間の

やり取りの中で公益性が高い事業だということを述

べられているのですけども、その法的な根拠を詳し

くお示ししていただけますでしょうか。 

  もっと言えば、誰にとっての公益性なのかとか、

あるいは再開発事業なので、施設がいろいろ老朽化

をして、今の時代に合わなくなってきているとか、

あるいは必要な機能を更新することが必要になって

きているということ自体が、公益性と言えるのかど

うかね、ちょっとそこのところをしっかりと御説明

していただきたい。ただ単に老朽化した施設を更新

していくための資産、そのための経費を獲得するた

めに、高層のマンションを建てて、それでもって事

業費を捻出しようとしているのではないかという、

そういうふうに思えなくもないんですけども、その

点を御説明していただけますでしょうか。 

○赤池晃治計画調整室参事 この事業の公益性としま

しては、先ほども少し触れました地域拠点としての

地区センターという位置づけがある、その地区セン

ターの再生というところもございますし、ただ単に

商業機能としての再生という意味だけではなくて、

予定しておりますのは、駅前交通広場の再編ですと

か、いわゆる公共施設ですね、歩行者動線であると

か、自動車動線の再編というところで、安全な動線

を確保していこうというところ。あるいは、都市計

画等に基づいて、機能として公益性の機能を確保し

ていくということを、広場等のオープンスペースを

確保するというようなところも考えておりますので、

そういったところがこの事業の公益性、公共性の部

分に当たるかというふうに考えております。 

○竹村博之委員 それで、ただ、約100ｍのマンショ

ンができるということで計画に入っているんですけ

ど、これ、当初の計画からは若干変更があったかな

と思います。その点について御説明いただけますで

しょうか。 

○赤池晃治計画調整室参事 委員のおっしゃいますの

は、当初の計画というのは、令和４年に、最初に環

境アセスメントで提案書を出させていただいたとき

の、市の計画としての123ｍの計画のことだったか

と思われます。そのときには市のほうで、事業の成

立性を確認するための概略の検討をした上での高さ

を、一度お示しさせていただきました。その後、今

現在、準備組合のほうで計画をされているのは98ｍ

の案というところでして、こちらにつきましては準

備組合の中で改めて計画をされている中で精査した

上で、今、建物の高さが98ｍというふうに想定され

ているというところでございます。 

○竹村博之委員 123ｍは相当高いですけど、98ｍで

も本当に高いマンションだなと思います。変更され

たというのは、いろいろ議論がある中で判断をされ

て、その辺の事業計画も若干見直しもされてという

ことだと思いますけども。 

  これ、いわゆる通常の建造物をいろいろと建てら

れる場合に、いわゆる建築基準法によって、近隣住

宅への、近隣建造物への日影規制とか、あるいは斜

線規制というんですかね、これが適用されていると

いうふうに思うんですけれども、この当該の事業を

もし進めていくとなりますと、その辺はどういうふ

うになっていくんでしょうか。 

○工藤一樹計画調整室主幹 建物の日影図ですとか斜

線規制に関しましては、実際、事業の建物の建築確

認申請のときに審査されたりですとか、今行われて

いる環境影響評価の手続の中でも日影図について議

論されることになっております。 

○竹村博之委員 近隣の当該地域の住宅等に影響があ
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ると思うんですけど、それはそういう影響について

は、例えばここで今、これも予算がもし成立して、

その中で都市計画審議会でいろいろ手続が決定され

れば、それで進んでいくと思うんですね、当然なが

ら。それ以前に何かそういう近隣住民への影響とい

うのは、我々、何か参考にするようなものはないん

でしょうか。影響があるのかないのか、あるいは通

常の建築物であれば、心配されるようなことが起こ

るのか起こらないのかというのは、現時点で我々は

判断する材料というのはないんですか。 

○工藤一樹計画調整室主幹 現段階、都市計画決定前

の段階で、日影図などの影響につきましては、環境

影響評価提案書の中で提示しておりまして、先日の

環境影響評価審査会の中でも資料として提示してお

ります。 

○竹村博之委員 私も提出された資料等については見

ることが当然できると。市民の方も見ることができ

る、そういうことですね。 

○工藤一樹計画調整室主幹 環境影響評価審査会の資

料につきましては、環境政策室のホームページにて

広く市民でも見れる状況になっております。 

○竹村博之委員 いろいろ情報を提供はしていただい

ていると思いますけども、なかなか実際に事が進む

中で、初めて情報を見る方も出てくるかなという、

大体そういうパターンも、そういうことも多いのか

なと思いますので、慎重に僕らも議論して進めなあ

かんなと思っています。 

  先ほど、総事業費については五百数十億円と言わ

れて、非常に大きな事業で、吹田市のいわゆる予算

も、いろいろ手だてもしていかなあかんという、90

億円でしたかな。この数年の話ですけど、やっぱり

資材の高騰というのがすごいです。もちろん建設業

とかいろんな関係に関わる人の人件費等も、当然必

要な人件費等の引上げというか、そういうことも起

こってまして、その辺の認識ですよね。今、現時点

で計画を立てて、総事業費何ぼで、市の持ち出しが

何ぼで、いろいろ計算したことがね、この後のこれ

からの、これ事業はまだ2038年でしたかね、という

ようなかなり先々の計画になってくるわけで。その

辺の状況変化とか、そういうのはどういうふうに考

えていったらいいんでしょうかね。この間の社会情

勢の中でいろいろ聞いておりますと、タワーマンシ

ョンの建設の計画がなかなかうまく当初の計画どお

りに行ってないということもございますし、あるい

はまちづくりという観点で、本当にそこに普通の人

が住めるのかという、高いマンション、億ションみ

たいなものになってくるわけですから。本当にそこ

に住民が根を張って住めるのかという、そういうこ

ともいろいろ指摘されているんですけど、その点は

皆さん、どういうふうにお考えでしょうか。 

○工藤一樹計画調整室主幹 資材高騰ですとか、人件

費高騰といった工事費高騰につきましては、全国的

に再開発事業が中止になったりですとか、そういう

情報が私どもの耳にも入っておりますし、準備組合

ともそういったことを共有しております。ですが、

今後の都市計画決定以降の基本計画において、設計

において工夫するとか、資金計画のほうを精査を図

ってまいりたいと思っております。 

  あともう一つの、住宅がこの地で本当に処分でき

るかどうかにつきましては、最近、準備組合のほう

でディベロッパー数者からヒアリングをしておりま

して、処分可能性については一定確認しております。 

○竹村博之委員 いろんな経済情勢は、もう本当にす

ごい激変しているといいますか、日々のいろんな報

道を、もう皆さん、当然同じように御覧になってい

らっしゃると思いますけども、本当にいろいろ今の

状況で計算したものが、本当にできるのかというの

は、よく考えていただく必要もあるし、まちづくり

という観点でいって、100ｍからの高層マンション

が、そこに住む層がどういう人らで、どういう地域

のまちづくりというか、コミュニティの場として、

本当にしっかり機能するのかどうか、そういったこ

ともやっぱりしっかり考える必要あるんじゃないか

ということを、この計画を見て思っていますので、

その点だけ、私の勝手な心配かもしれませんけど、

もし私の心配について、そうではないですよという

話があるんでしたら、お示ししていただけたらあり

がたいかなと思います。 

○清水康司都市計画部長 この地区の北千里駅前地区

の再開発事業につきましては、先ほど来御答弁させ
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ていただいておりますように、地区センターの再生

ということを目的として、事業のほうをこれまで検

討してきたものでございます。議論の中にもござい

ましたように、やはり市街地再開発事業ということ

でございますので、単に住宅を造る、もしくは商業

施設を再生するということだけではなくて、今現在

ある駅前交通広場のリニューアル、より使いやすく

する、また車だけを中心に見るのではなくて、駅前

広場としての活用というところをどう考えていくの

か、人の交流という意味でどう考えていくのかとい

うとこも、今回の事業の中で検討していっていると

ころでございます。これは、単に駅前広場だけでは

なくて、商業施設といかに連携をさせて、この地域

のにぎわいを創出していくかということにも寄与す

るものと考えております。 

  それとともに、今現在、コミセンの施設もこの地

の中に造っていくということでありますし、周辺の

街区としては、まちなかリビングとの連携、また駅

前へのスムーズなアクセス向上のための歩行者ネッ

トワークの形成というところも考えておりますので、

そういう意味では公共性の高い事業だというふうに

認識をしております。 

  事業費に関する御心配もございますけれども、こ

こにつきまして、我々もこれまで様々なまちづくり

事業を経験してきておりますので、当然、その中で

もいろんな資材高騰とか人件費高騰、また土地の価

格が下がっていくというような場面も様々に経験さ

せていただいておりますので、この辺りについては、

市がこれまで培ってきたまちづくりの知見というん

ですか、経験を十分に組合の事業の中にも反映をさ

せていく中で、いかに事業のリスクを軽減させてい

って、事業完了まで持っていくかというところは、

しっかりと支援をしていきたいというふうに考えて

おります。 

  それと、やはり行政だけが、この事業をいろいろ

と支援していくということではなくて、やはり組合

施行の市街地再開発事業ですから、組合としてこの

事業を成立させるための努力ということも、十分に

考えていっていただかないといけないと思ってます

ので、当然、その事業の精査についても、しっかり

と取り組んでいただきたいというふうに思ってます。 

  高層住宅の件でございますけれども、我々、住宅

政策というところの観点から申し上げますと、この

マンションの高さにかかわらず、区分所有者の建物

については、当然、将来にわたって維持管理をして

いっていただかないといけないというふうに思って

ますので、我々の思いからすると、吹田市のこれか

らのマンション施策のモデルになるような管理運営

の仕組みなんかも、考えていっていただきたいと思

っておりますし、そういう意味で、組合が処分して、

今後、保留床という形で処分していきますけれども、

本市の意向を十分に酌み取ったような形での処分と

いうところも検討していっていただきたいというふ

うに思っております。 

○竹村博之委員 引き続きいろいろ、我々もしっかり

見ていきたいと思いますし、地域の住民の方のいろ

んな御意見もしっかり聞いていただいてということ

で、情報提供をしっかりやってほしいということで

お願いしておきます。 

○久保直子副委員長 北千里駅前地区再開発事業の質

問をさせていただきたいんですけれども、私より、

やはり都市計画部の皆さんのほうが、重々御存じで

あると思うんですけれども、３年前のあの統一地方

選挙のときに、この北千里エリアの皆さんの、選挙

の争点なんかなというぐらい、超高層マンションが

建つということに対しての不安っていう声をたくさ

ん聞きました。その後、ワークショップも何回も行

われて現在に至ると思うんですけれども、地域の皆

さんは、マンションの高さをすごく懸念されていた

んですけれども、98ｍで今落ち着いているというこ

とで進んでいると思うんですが、こちらに関して、

全体の中のマンションの高さは一つかもしれないん

ですけれども、こちらに関して御納得もされておら

れたり、また、人が交流して地域がにぎわう公共性

の高い事業だということで御納得もされて、当時あ

ったような反対の声とか懸念というのは、もう払拭

されているんですかね。 

○工藤一樹計画調整室主幹 副委員長のおっしゃる令

和４年度に唐突にお示ししました、市の事業成立性

を確認するために提示した123ｍのタワーマンショ
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ン、確かに出たときには、すごく大紛糾したという

過去があります。その後、令和５年10月から、北千

里駅前の将来について、地域の皆様とどんなまちに

したいか、どんな北千里駅前にしたいかというテー

マでワークショップを重ねてまいりました。そして、

５回までで頂いた地域住民の意見を、カットパース

に５回目で取りまとめまして、それを準備組合のほ

うと共有してまいりまして、その案を第６回意見交

換会で準備組合のほうからお示ししていただきまし

た。 

  その際に頂いた御意見としましては、自分たちの

意見が反映された準備組合の案に対して、好意的な

意見も頂いておりまして、高さに関する意見という

のはゼロにはなってはないと感じておるんですけど

も、一定、その事業が成立する上で、必要なもので

あると理解していただいたと感じております。 

○久保直子副委員長 ワークショップも重ねられて努

力されている様子は拝見させていただいてたわけな

んですけれども。そこに参加されていない方も、も

ちろんおられるわけで、先ほどの御答弁で、昨年の

９月の環境影響評価シートも、会議の様子もホーム

ページで見れて、将来このようになるんだっていう

ような、そのような図面も公開されているというこ

とではあるんですが、でも、隅々までその地域の方

に周知していただく、この都市計画が決定する前に、

そういう住民の方に知っていただくような工夫とい

うか、努力というのは、何かホームページ以外でさ

れているんでしょうか。 

○工藤一樹計画調整室主幹 事業に関する周知の取組

内容につきましては、市報ですとか、市ホームペー

ジ以外に、周辺施設、まちなかリビング北千里の掲

示ですとか、古江台、藤白台、青山台といった各地

区市民ホールへのチラシの掲示、あと周辺の小学校、

中学校にチラシをまいたりですとか、北千里高校に

去年と今年、今年度ですね、北千里駅前の再整備に

ついて探求の授業という中で、我々の計画調整室の

ほうで授業の支援をさせていただいて、北千里駅前

の再開発について、高校生から御意見を頂いたりし

ております。 

○久保直子副委員長 情報提供もしっかりしていただ

いているということを今伺ったわけですけれども、

それを見て、何か住民の方から、またさらに意見を

頂いたりっていうことはあったのか、またあった場

合は、何か対応されるのかという、やはり双方のや

り取りって、何回も繰り返されるものかなと思うん

ですけれども、そういったことへの対応はどのよう

にされていくつもりなのか、お聞かせください。 

○赤池晃治計画調整室参事 市民との対話というとこ

ろでは、我々がこれまでやってきたまちづくり意見

交換会というのを、またこの３月にも開催を予定し

ておりますし、その周知のほうもしっかりしてまい

りたいと思います。 

  また、これまでやってきた意見交換会だけでなく

て、やはりそこに来られていない方からも、継続的

にやはり市民の声等でも御意見のほうは頂いており

ますし、それに対するお答えのほうもさせていただ

くなど、全ての人が意見交換会に来ていただけてい

るわけではございませんので、引き続き意見交換会

の周知とともに、情報提供に努めていきたいと思っ

ております。 

○久保直子副委員長 ぜひよろしくお願いいたします。 

  続いて、都市機能検討事業における駅前滞在空間

の創出に係る社会実験について質問させていただき

ます。 

  先ほど、社会実験の期間が１か月ということで、

そこに人工芝も敷いてというような御答弁を伺った

んですけれども、人工芝と聞いて、今、かやの中央

でしたか、箕面のところ、あそこは川べりで桜並木

のほうに向かって、若者がすごく集まっておられる

んですよね、楽しそうに。そういうことを想定され

ての人工芝なんかなとも思うんですが、ハトもおる、

ハトのふん害というのもあるということなんですけ

れども。どこか参考にされている、モデルとなって

いるような地域というか、場所があるんでしょうか。 

○細木俊宏都市計画室主幹 モデルになった地域なん

ですけども、豊中市の阪急豊中駅ですとか、あと尼

崎市の阪神尼崎駅前ですとか、阪急塚口駅前の広場

を参考にしてございます。 

○久保直子副委員長 うまくいってる先行事例をしっ

かりと見て、取り組んでもらいたいなと思います。 
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  社会実験の後に、効果の検証を３か月間計画され

ているんですけれども、これはどのようなことをさ

れて、どのように進めていかれるのか、お聞かせく

ださい。 

○細木俊宏都市計画室主幹 効果の検証につきまして

は、周りの店舗へのインタビューですとか、あと利

用者アンケート、あと人流データも取得いたしまし

て、前年度の人出の数と、実験を行った際の人出の

数の比較等を行う予定でございます。 

○久保直子副委員長 人流のデータも取られるという

ことで、やはりＪＲ吹田駅のこの滞在空間創出に係

る社会実験がうまくいくようにと願っております。

よろしくお願いします。 

一旦、置きます。 

○川田 尚委員 数点確認させていただきます。 

  今、副委員長からもありました駅前滞在空間の創

出の件でございます。 

  ほかの方の委員からの質問の中の答弁の中で気に

なったんですが、社会実験後は一旦撤去するという

御答弁を頂きましたが、仮に地元で大盛況だと、す

ばらしいという声が上がった場合も、一旦社会実験

という形ですので、まずは撤去していくのか。また

撤去は、人工芝も含めた全てを撤去という形の理解

でよろしかったでしょうか、お教えください。 

○細木俊宏都市計画室主幹 委員のおっしゃるとおり

社会実験ですので、一定期間終わりましたら撤去と

いう形でさせていただきます。道路占用協議とか、

そういったことで協議させていただいてございます。 

○川田 尚委員 先ほどの副委員長の部分と若干重な

る部分があるんですが、その人流データを取得だと

か、近隣の商店の皆様へのヒアリングかと思うんで

すが、それをする主体は、これはどなたが行うんで

しょうか、お教えください。 

○細木俊宏都市計画室主幹 人流データによる計測で

すが、それは吹田市が行います。契約いたしまして、

吹田市のほうで行います。 

○川田 尚委員 承知しました。個人的には反対では

ございません。といいますのも、都市計画部におい

て、こういった社会実験を通して新たな知見を得る

ということは非常に大切かと思ってます。規模の大

小を問わず、そういった部分に果敢に挑戦して、い

ろんな様々な事例、知見を得る、これがまた５年、

10年、15年後に花開くと思っておりますので、臆せ

ず、いいものはいい、悪いものは悪いという判断を

するために、しっかりと社会実験を行っていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  先ほど、開発ビルの件で、井口委員からも幾つか

ありましたので、数点確認だけさせていただきます。

本市が掲載していますホームページ上では、従業員

数が８名と記載が、直近11月のデータではあるんで

すが、一応確認なんですが、これは８名というのは、

社長以下役員、監査役は含まない数字なのか、また

含むのか、その辺りをお教えください。 

○佐納典子都市計画室参事 委員のおっしゃってます

のは従業員数ということで。それは役員ではござい

ませんで、開発ビルの社員というふうに認識してお

ります。 

○川田 尚委員 同社の株主構成でありますが、吹田

市が筆頭株主の立場であるというのは、現時点も変

わらないということでよろしかったでしょうか。 

○佐納典子都市計画室参事 委員のおっしゃるとおり

でございます。 

○川田 尚委員 それでは、これまで株主総会、数回

開催されているかと思うんですが、その場において、

株主の立場として、吹田市は何か総会時に提案や意

見は付したことはありますでしょうか。分かる範囲

で結構ですので、お教えください。 

○佐納典子都市計画室参事 直近の株主総会におきま

して、２点ほど質問はさせていただきました。次期

の開始予定ですとか、そういった予定などについて

質問をいたしました。 

○川田 尚委員 株主総会の話ですので、言える、言

えないはあるかと思うんですが、その提案、意見と

いう部分において、同社の経営内容や経営の進め方

という部分の、いわゆる事業についての質問である

だとか、要望、意見というのは付したことはありま

すでしょうか。これは端的で結構です、お教えくだ

さい。 

○大椋啓之都市計画部次長 意見を付したことはござ

いません。 
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○川田 尚委員 最後に確認でございます。通常、定

例の株主総会、同社の場合は時期とすればいつ開催

でしょうか、お教えください。 

○佐納典子都市計画室参事 毎年大体11月頃に定時株

主総会を開催されております。 

○川田 尚委員 やっぱり吹田市から見て、株主とい

うことは当然、資本金を出資しているという部分で

ございますので、当然それは公金という部分がござ

います。建設的な意見を伝えることも必要かなと思

っておりますし、いわゆるしゃんしゃんの総会では

ないようにしていただきたいなと考えておりますの

で、今後もそういった株主総会があるかと思います

ので、御検討していただければと思います。意見と

させていただきます。 

○高村将敏委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、都市計画部所管

分及び議案第19号中、都市計画部所管分に対する質

疑は終了します。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○高村将敏委員長 以上で、予算常任委員会建設環境

分科会を閉会します。 

（午後４時34分 閉会） 

 

 


